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数
字

一
は
じ
め
に

『L
R
T
』
と
い
う
言
葉
が
説
明
無
し
に
使
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
ご
く
最
近
の
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
な
テ
ー
マ
の
原
稿
で
は

｢
L
R
T
と
は
?
｣
と
い
う
く

だ
り
で
始
ま
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
や
は
り
、
昨
年
四
月

に
我
が
国
初
の
L
R
T
と
し
て
開
業
し
た

｢富
山
ラ
イ
ト

レ
ー
ル
｣
が
、
L
R
T
を
世
に
知
ら
し
め
る
役
割
を
大
き

く
担
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の

｢富
山
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
｣

で
は
開
業
以
来
の
視
察
者
が
既
に
行
政
関
係
者
、
商
業
関

係
者
な
ど
を
あ
わ
せ
一
、
0
0
0
人
を
超
え
る
と
聞
く
。

本
稿
で
は
、
我
が
国
で
の
路
面
電
車
の
歴
史
、
海
外
で

の
L
R
T
の
流
れ
、
我
が
国
で
の
L
R
T
化
へ
の
取
組
み

を
お
さ
ら
い
し
、
欧
州
に
お
け
る
最
近
の
L
R
T
事
情
を

紹
介
す
る
と
と
も
に
我
が
国
で
の
向
か
う
べ
き
方
向
に
つ

特
黛

/
』
R
T
に
つ
い
て

釀
護
･臘
麗麗
･臘
膠
醸
醸
醸
1釀
騒
騒
1麗

　
　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

の

襁
日
本
交
通
計
画
協
会
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
研
究
部
会

い
て
、
間
日
本
交
通
計
画
協
会
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
研
究
部
会

の
長
年
の
活
動
･
研
究
を
通
し
て
得
た
、
知
見
等
を
と
り

交
え
な
が
ら
進
め
て
い
き
た
い
。

二

ラ
イ
ト
レ
ー
ル
研
究
部
会

ラ
イ
ト
レ
ー
ル
研
究
部
会
は
、
｢L
R
T
を
都
市
交
通

シ
ス
テ
ム
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
、
L
R
T
の
基
本
的

か
つ
総
合
的
な
調
査

･
研
究
と
開
発
及
び
そ
の
成
果
の
適

用
･
評
価
を
実
施
し
、
導
入
可
能
性
の
高
い
都
市
へ
の
適

用
を
検
討
し
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
の
法
制
度
･
各
種
基

準
な
ど
の
研
究
を
行
い
、
我
が
国
へ
の
L
R
T
の
導
入
を

究
極
の
目
的
と
す
る
。｣
と
し
て
、
平
成
二
年
度
に
設
立

さ
れ
た
。

当
時
、
L
R
T
は
一
部
研
究
者
の
間
で
は
注
目
さ
れ
て

い
た
も
の
の
一
般
的
に
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、

路
面
電
車
は
相
変
わ
ら
ず
古
い
乗
り
物
と
さ
れ
、
L
R
T

を
研
究
テ
ー
マ
に
絞
っ
た
団
体
と
し
て
は
、
国
内
初
で
は

な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
の
後
、
そ
の
目
的
に
違
わ
ず
、

海
外
L
R
T
の
研
究
、
低
床
車
両

(L
R
V
)
の
研
究
、

建
設
費
の
試
算
等
、
着
実
に
研
究
を
進
め
て
き
て
お
り
、

J
R
富
山
港
線
の
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
化
事
業
等
に
も
大
い
に

協
力
し
、
実
現
化
に
向
け
て
多
大
な
る
貢
献
が
出
来
た
と

自
負
し
て
い
る

(表
1
)
。

三

我
が
国
に
お
け
る
路
面
電
車
の
歴
史

我
が
国
の
路
面
電
車
は
、
一
八
九
五
年

(明
治
二
八
年
)

二
月
一
日
京
都
で
営
業
を
開
始
し
て
以
来
、
｢成
長

･
発

展
し
て
い
く
時
代

(明
治
中
期
~
第
二
次
世
界
大
戦
)｣

か
ら

｢衰
退
し
て
い
く
時
代

(終
戦
~
昭
和
四
○
年
代
)｣

を
経
て
、
｢現
状
維
持
の
時
代
(昭
和
五
〇
年
代
~
現
在
)｣

4 道イテセ 2007.3



表 1 ライトレール研究部会研究実績
年度 主な調査研究 (成果) シンポジウムの開催など 路面電車等に関する国内のトピックス

平成2年 L R T導入の可能性に関する調査 ･研究報告書
く我が国の路面軌道の沿革 ･現状/海外のL R Tの現状>
欧州の都市開発とL R T導入調査視察報告書

平成3年 L R T導入の可能性に関する調査前非究報告書
く交差点における路面軌道の立体交差化について>
L R T - Am enity Designパンフレソト (199u o)

平成4年 L R T導入の可能性に関する調査研究報告書
く法制度に関する検討調査>
欧州の都市爛発 ･都市再開発と路面公共交通調査視察報告書

平成5年 L R T導入可能性に関する調貪-研究
<低床式車両に関する検討>

平成6年 L R T導入可能性に関する湖貪明グ℃
<低床式車両に関する検討>

平成7年 L R T導入可能性に関する詞宜研究報告書
く建設費の試算>

平成8年 L R T導入可能性に関する嗣宜研究報告書
く建設費の試算>

平成9年 ライトレールトランジット･新しい時代の船画壇単パンフレット) H9 路面噂単走行生-臼Jux築事業の創設
H9 都心交通改善事業の拡充
H9.8我が国初の底床車両の導入 (熊本)
H9 路面電車の駅前広場への延伸 (豊橋)

平成1 0年まちづくりからみたu絆導入の適用口｣能性
<都市計画分科会平成10年度調査研究報告書>
L R Tのシステム化方策の検討
<システム分科会平成lo年度調査研究報告書>
路面電車の歴史に関する研究

シンポジウム ･路面電車新時代の展望~
｢路面電中走行空間改善事業｣の拡充を

受けて~

H1o 路面電車走行空間政票事業の拡充

平成1 1年まちづくりからみたu n導入の適用可能性
<都市計画分科会平成10年度調査研究報告書>
L R Tのシステム化方策の検討
<システム分科会平成10年度調査研究報告書>

シンポジウム ･L R Tとトランジット
モールの実現

H11 は床車両の導入 (広島)

平成1 2年 L R T導入の適用可能性ケーススタディ (銀座丸の内、前橘市、和
歌山市、松江市)報告書
ライトレールトランジット･身近な都市交通L R Tパンフレット
くLightlむ=Transib

フランスにおけるL R T、SEM ALY糺し
よる講演

H12 公共交通移動円7月化敵期日"‘wル帰り設

平成1 3年 L R T導入の適用可能性ケーススタディ (鎭態丸の内、前橋市、和
歌山市寸公ジl:市)報告書

H13 路圏亀卓走前空間攻果攣茉の拡充
H13 路面電車の駅前広場への延伸 (高知)
H14.3 低床車両の導入 (岡山)

平成1 4年既存路面電車の高度化方策ケーススタディ (松山市、桑名市) 浜松都市環境フォーラムにて ｢u蛭導入
のための戦略と課題｣を講演

H14 路面電車の延伸 (広島港、瀬川駅)
H 14 I Cカードの導入 (東急世田谷線)

平成1 5年畑存路面電車の高度化方策ケーススタディ (松山市、桑名市)
国内の路面電車のデータカルテ

21世紀の都市交通を考えるシンポジウム

平成1 6年 L R Tシステムの各要素技術に関する検討
鉄道と路面電車との直通化に関する検討
海外L R T事例集

H17.3 国産初の低床車両の導入 (広島)
H17,3 名鉄岐阜市内線廃止

平成1 7年 L R Tシステムの各要素技術に関する検討
鉄道と路面電車との直通化に関する検討
海外L R T事例集 (更新)

まちづくりと公共交通
まちづくりと一体となったL RT導入計画

H17 L R Tシステム整備費補助の創設
H18.4 我が国初のL R T開業 (富山ライト
レール)

を
迎
え
て
い
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
六
年
四
月
二
八
日
に

は
、
約
五
八
年
ぶ
り
と
な
る
新
し
い
路
面
電
車

｢富
山
ラ

イ
ト
レ
ー
ル
｣
が
開
業
し
た
こ
と
に
よ
り
、
一
七
都
市
一

九
路
線
、
約
二
〇
五
m
に
な
っ
た

(図
1
)。

路線長 (km) 購
九 イ 核都市数 ･事業者数

1,4館

昭和7年
65都市82事業者
路線延長も479細

Lnm

男めて登場
65 ＼} 事業者数

17都市博事業者
路線延長204.6km 　　 　　

た
巻m /＼

　　 　
明治 大正 頤和 平戒

U 宅
蛇 蘂 元 m 元 7 樽 鱒 30 船 割 印 派 7 l7治

者胚

図 1 路面軌道の推移
市
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路
面
電
車
が
営
業
を
開
始
す
る
明
治
中
期
以
前
の
都
市

内
の
陸
上
旅
客
輸
送
は
、
人
力
車
と
馬
車
が
主
役
で
あ
っ

た
。
都
市
の
人
口
増
加
と
と
も
に
交
通
需
要
も
増
大
し
、

大
量
輸
送
機
関
の
必
要
性
が
高
ま
り
、
一
八
八
二
年

(明

治
一
五
年
)
末
、
道
路
上
に
軌
道
を
敷
設
し
て
、
収
容
人

員
二
七
~
二
人
人
の
木
造
客
車
を
二
頭
の
馬
で
運
ぶ
馬
車

軌
道
が
導
入
さ
れ
た
。
馬
車
軌
道
は
増
大
す
る
交
通
需
要

を
取
り
込
み
、
営
業
面
で
の
成
功
も
加
わ
り
、
全
国
の
都

市
に
普
及
し
て
い
っ
た
。
そ
の
後
、
電
気
事
業
の
勃
興
に

よ
り
、
一
人
九
〇
年

(明
治
二
三
年
)
五
月
四
日
、
東

京

･
上
野
公
園
で
開
催
さ
れ
た
第
三
回
内
国
勧
業
博
覧
会

場
内
に
日
本
で
初
め
て
電
車
が
走
っ
た
。
電
車
運
転
の
成

功
は
、
東
京
は
じ
め
、
大
都
市
で
軌
道
敷
設
の
出
願
を
続

出
さ
せ
た
。
一
人
九
二
年

(明
治
二
五
年
)
、
政
府
は
軌

道
条
例
を
改
正
し
、
電
気
鉄
道
で
も
道
路
上
に
レ
ー
ル
を

敷
設
し
て
一
両
な
い
し
三
面
で
運
転
し
、
速
力
も
遅
く
、

通
行
人
に
危
険
の
な
い
も
の
は
軌
道
条
例
の
適
用
を
受
け

る
と
閣
議
決
定
し
た
。

当
時
、
電
気
鉄
道
を
道
路
上
に
敷
設
す
る
こ
と
に
関
す

る
国
の
考
え
方
は
、
内
務
技
師

･
佐
藤
利
恭
の
論
文

｢軌

道
建
設
と
近
代
道
路

(
一
九
二
五
年

(大
正
一
四
年
)
道

路
の
改
良
第
七
巻
四
号
)｣
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
に
よ
る
と
、
軌
道
を
道
路
に
敷
設
す
る
二
大
原
則
、
①

現
存
す
る
道
路
を
利
用
し
、
交
通
上
の
効
果
を
最
大
な
ら

し
む
こ
と
、
②
現
存
せ
る
道
路
な
き
場
合
、
適
当
な
る
新

道
路
を
開
設
し
て
、
之
に
軌
道
を
敷
設
し
交
通
の
円
滑
を

図
る
こ
と
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。

即
ち
、
軌
道
は
道
路
交
通
の
補
助
機
関
と
い
う
よ
り
も

道
路
交
通
そ
の
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
故
に
、
軌
道
を

敷
設
せ
ん
と
す
る
場
合
は
、
こ
の
二
大
原
則
に
従
い
、
例

え
ば
、
路
幅
が
狭
小
な
れ
ば
之
を
構
築
し
、
坂
路
急
峻
な

れ
ば
之
を
緩
和
し
、
屈
曲
半
径
少
な
け
れ
ば
之
を
増
大
す

る
等
、
先
ず
も
っ
て
道
路
の
改
良
工
事
を
遂
行
し
て
然
る

後
、
軌
道
を
敷
設
す
る
の
が
当
然
で
あ
る
こ
と
は
、
軌
道

交
通
は
道
路
交
通
そ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
軌
道
敷
設
は
常
に
理
想

通
り
に
遂
行
し
得
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
総
て
に
経
済

上
の
関
係
が
伴
っ
て
起
こ
る
か
ら
で
あ
る
。
経
済
上
困
難

を
感
じ
て
も
国
富
民
栄
の
増
進
上
の
基
礎
的
施
設
で
あ

り
、も
し
之
を
後
年
に
譲
れ
ば
公
益
上
は
言
わ
ず
も
が
な
、

経
済
上
甚
だ
し
き
不
都
合
を
醸
す
場
合
は
、
一
時
の
苦
痛

は
忍
ん
で
も
敢
行
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
地
方
間

発
を
促
進
し
、
国
富
民
栄
の
さ
き
が
け
と
な
る
べ
き
軌
道

の
実
現
を
阻
止
す
る
場
合
が
な
い
と
も
限
ら
ぬ
の
で
、
特

別
の
事
由
あ
る
場
合
に
は
道
路
に
敷
設
せ
ざ
る
軌
道
、
即

ち
新
設
軌
道
を
認
め
て
、
国
家
と
い
う
有
機
体
の
活
動
の

源
泉
た
る
動
脈
、
即
ち
、
交
通
機
関
の
普
及
発
達
を
図
る

こ
と
に
努
め
た
い
と
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
路
面
電
車
は
道
路
と
不
可
分
の
関
係
を
も

ち
な
が
ら
、
成
長
･
発
展
、
そ
し
て
衰
退
し
て
い
っ
た
時

代
を
経
て
、
約
二

〇
年
後
の
二
〇
〇
一
年

(平
成
一
三

年
)
に
は
、
道
路
構
造
令
が
改
正
さ
れ
た
。
本
改
正
で
、

專
か
ら
路
面
電
車
の
通
行
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
、
道
路
の
部
分
と
し
て

｢軌
道
敷
｣
を
位
置
づ
け
る

と
と
も
に
、
｢交
通
島
｣
に
路
面
電
車
に
乗
降
す
る
客
の

安
全
性
を
図
る
た
め
に

｢路
面
電
車
停
留
場
｣
と
し
て
の

機
能
を
位
置
づ
け
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
路
面
電
車
は
道
路

の
占
有
物
件
か
ら
道
路
本
体
と
な
り
、
都
市
交
通
と
し
て

の
位
置
づ
け
を
得
た
。

四

海
外
に
お
け
る
L
R
T
の
流
れ

先
進
諸
外
国
の
都
市
内
公
共
交
通
分
野
で
路
面
電
車

は
、
一
九
0
0
年
代
~
-
九
三
0
年
代
が
最
盛
期
で
あ
っ

た
。
一
九
三
〇
年
代
以
降
は
経
済
恐
慌
や
第
二
次
世
界
大

戦
を
経
て
、
大
戦
後
の
都
市
へ
の
人
口
の
流
入
と
郊
外
の

都
市
化
及
び
自
動
車
の
大
衆
化
に
よ
っ
て
、
路
面
電
車
は

サ
ー
ビ
ス
水
準
が
低
下
し
、
都
市
内
の
多
様
な
交
通
需
要

を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
急
速
に
撤
去
が
進
ん

だ
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
一
九
六
〇
年
代
ま
で
に
七
都
市

(ボ
ス
ト
ン
、
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
、
ニ
ュ
ー
ア
ー
ク
、
ニ

ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
、
ピ
ッ
ツ
バ
ー

グ
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
)
を
除
い
て
全
て
廃
止
、
欧
州

も
イ
ギ
リ
ス
は
一
九
六
〇
年
代
ま
で
に
一
都
市

(ブ
ラ
ッ

ク
プ
ー
ル
)
に
、
フ
ラ
ン
ス
は

一
九
五
〇
年
代
ま
で
に
三

都
市

(リ
ー
ル
、
マ
ル
セ
イ
ユ
、
サ
ン
テ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
)

を
除
い
て
、
バ
ス
に
置
き
換
え
ら
れ
た
。

一
方
、
ド
イ
ツ
は
第
二
次
世
界
大
戦
で
荒
廃
し
た
都
市

の
復
興
と
共
に
、
路
面
電
車
の
再
建
を
進
め
た
が
、
西
べ

6 1首行セ 20073



ル
リ
ン
や
ハ
ン
ブ
ル
ク
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン

(
一
九
六
七
年
開

業
)
な
ど
の
人
ロ
ー
0
0
万
人
以
上
の
大
都
市
は
、
地
下

鉄
の
拡
張
や
整
備
に
着
手
し
た
。
し
か
し
、
一
九
五
〇
年

代
に
な
る
と
、
自
動
車
の
激
増
に
よ
り
路
面
電
車
は
道
路

渋
滞
に
巻
き
込
ま
れ
、
定
時
性
を
失
っ
た
。
そ
こ
で
、
地

下
鉄
を
も
つ
ほ
ど
の
需
要
が
見
込
め
な
い
人
口
一
〇
〇
万

人
以
下
の
都
市
で
は
、
路
面
電
車
に
専
用
の
走
行
空
間
を

与
え
、
か
つ
、
大
型
の
高
性
能
車
両
を
投
入
し
て
輸
送
力

を
増
強
し
、
自
動
車
に
負
け
な
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

た
め
、
渋
滞
の
激
し
い
都
心
部
を
地
下
化
し
、
郊
外
部
を

専
用
軌
道
化
や
高
架
化
す
る
控
Pe
g
け口化
に
着
手
し
た
。

の
言
会
す
暮
□
化
は
人
口
五
0
~

-
0
0
万
人
ク
ラ
ス
の
都

市
で
実
施
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
な
ど
合
計
九
都
市
で

整
備
さ
れ
、
現
在
も
ド
ル
ト
ム
ン
ト
や
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル

フ
な
ど
で
は
拡
張
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
に
お

け
る
路
面
電
車
か
ら
幹
転
げ
Dゴロ化
へ
の
段
階
で
開
発
さ

れ
た
車
両
等
の
技
術
革
新
は
、
そ
の
後
、
低
床
式
L
R
T

に
至
る
ま
で
の
世
界
的
な
L
R
T
導
入
の
流
れ
を
支
え
る

こ
と
に
な
っ
た
。

図
2
は
L
R
T
の
導
入
タ
イ
プ
を
時
系
列
で
類
型
化
し

た
も
の
で
、
一
九
六
〇
年
代
は
、
路
面
電
車
の
サ
ー
ビ
ス

水
準
を
地
下
鉄
並
み
に
引
き
上
げ
る
L
R
T
が
ド
イ
ツ
を

中
心
に
普
及
し
た
。
ド
イ
ツ
で
は
馨
温
ば
鴎甘
人
九
都
市
)、

オ
ラ
ン
ダ
で
は
の
自
首
PB

(四
都
市
)
、
ベ
ル
ギ
ー
で
は

せ
3
-区
の可
o
(二
都
市
)
と
呼
ば
れ
、
合
計

一
五
都
市
で

整
備
さ
れ
た
。

一
九
七
〇
年
代
に
入
る
と
、
ア
メ
リ
カ
で
は
A
P
M

(
新
交
通

シ
ス
テ
ム
)

に
代
わ

っ
て
、
ド
イ

ツ
の

紛
乱
浄
書
コ
技
術
を
導
入
し
て
、
郊
外
か
ら
都
心
へ
直
接

乗
り
入
れ
る
L
R
T
の
新
規
導
入
が
始
ま
っ
た
。
連
邦
政

府
の
資
本
費
補
助

(
一
九
六
四
年
)、
運
営
補
助

(
一
九

七
四
年
)
の
拡
充
と
と
も
に
全
米
規
模
で
導
入
が
図
ら
れ
、

二
〇
〇
六
年
現
在
、
一
四
都
市
に
整
備
さ
れ
て
い
る
。
続

い
て
、
一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
、
新
交
通
シ
ス
テ
ム
の

よ
う
な
高
架
構
造
の
専
用
空
間
を
走
る
L
R
T
が
イ
ギ
リ

ス

･
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
な
ど
に
整
備
さ
れ
た
が
、
こ
の
タ
イ

プ
の
導
入
事
例
は
少
数
に
終
わ
っ
た
。

そ
し
て
、
一
九
九
〇
年
代
に
は
八
〇
年
代
か
ら
開
発
を

進
め
て
き
た
低
床
車
両
が
実
用
化
レ
ベ
ル
に
達
し
、
路
面

走
行
を
主
体
に
し
て
、
中
心
市
街
地
の
活
性
化
等
ま
ち
づ

く
り
と
と
も
に
導
入
を
図
る
新
た
な
コ
ン
セ
プ
ト
の
L
R

T
が
登
場
し
た
。
一
九
八
七
年
九
月
に
開
業
し
た
フ
ラ
ン

ス

･
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
の
ト
ラ
ム

(
フ
ラ
ン
ス
で
は
L
R
T

を

｢ト
ラ
ム
｣
と
呼
ぶ
)
は
、
都
心
の
再
活
性
化
と
交
通

弱
者
に
対
す
る
利
用
の
し
易
さ
が
高
く
評
価
さ
れ
、
世
界

的
な
注
目
を
浴
び
た
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
･
カ
ー
ル
ス
ル
ー

エ
で
は
路
面
電
車
が
鉄
道
へ
乗
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

郊
外
か
ら
都
心
へ
乗
り
換
え
る
こ
と
な
く
移
動
で
き
る
L

R
T
を
整
備
し
た
。
L
R
T
整
備
に
よ
り
郊
外
か
ら
都
心

へ
の
自
動
車
交
通
を
公
共
交
通
機
関
へ
転
換
す
る
政
策
の

も
と
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拡
充
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

以
下
、新
た
な
コ
ン
セ
プ
ト
の
L
R
T
の
代
表
と
し
て
、

繭"〒セ 20073
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低
床
式
L
R
T
の
フ
ラ
ン
ス

･
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
と
鉄
道

へ
の
乗
り
入
れ
L
R
T
の
ド
イ
ツ

･
ザ
ー
ル
ブ
リ
ュ
ッ
ケ

ン
を
紹
介
す
る
。

1

ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
の
L
R
T

ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
L
R
T
の
特
徴
は
、

一
九
七
三
年
に

策
定
さ
れ
た
s
D
A
U

(地
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
)
の
中

の
交
通
計
画
で
、
都
心
部
に
歩
行
者
専
用
ゾ
ー
ン
を
導
入

し
、
通
過
交
通
を
排
除
し
、
都
心
へ
の
新
た
な
公
共
交
通

の
整
備
と
し
て
ト
ラ
ム
の
建
設
や
バ
ス
路
線
の
再
編
す
る

こ
と
な
ど
が
提
案
さ
れ
、
そ
れ
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
ト
ラ
ム
導
入
の
前
に
、
都
心
部
に
歩
行
者
専
用
ゾ
ー

ン
の
整
備
と
通
過
交
通
排
除
の
た
め
に
バ
イ
パ
ス
の
建
設

が
行
わ
れ
た
。
ト
ラ
ム
開
業
後
は
、
交
通
規
制
と
管
理
が

実
施
さ
れ
た

(図
4
)。
こ
の
結
果
、
中
心
市
街
地
へ
の

自
動
車
交
通
量
は
減
少
し
、
逆
に
ト
ラ
ム
や
バ
ス
利
用
者

が
三
0
%
(
一
九
九
五
年
/
一
九
九
〇
年
)
も
増
加
し
た
。

ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
都
市
共
同
体

(C
U
S
)
は
、
二
〇
一

〇
年
ま
で
に
自
動
車
の
分
担
率
を
五
0
%

(
一
九
八
九
年

で
七
四
%
)
ま
で
低
減
さ
せ
、
残
り
の
五
0
%
を
公
共
交

通
と
自
転
車
で
分
担
さ
せ
る
目
標
を
設
定
し
て
お
り
、
路

線
の
拡
充

(
一
系
統
か
ら
四
系
統
)
、
バ
ス
と
の
結
節
や

P
&
R
の
拡
充
を
進
め
て
い
る

(写
真
1
、
図
5
)
。

2

ザ
ー
ル
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
ン
の
L
R
T

ザ
ー
ル
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
ン
L
R
T
の
特
徴
は
、
都
市
交
通

従 来
(~ f992年)

中心市街地の範囲

　
　
　
　

≦
##薄
弱
"
滋
ジ
･

　　
　　
　　
　　

　　　
　　　
　
　　
　

図4 交通規制と管理の概念

現
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写真2 中央駅は道路が地下、 L R T が地上

政
策
と
し
て

｢自
動
車
を
都
心
部
か
ら
締
め
出
し
、
環
境

を
保
全
、
都
心
部
を
歩
行
者
に
開
放
｣
を
明
確
化
す
る
た

め
に
、
バ
ス
の
輸
送
力
不
足

(ピ
ー
ク
時
都
心
は
三
一〇

台
ノ
ー
方
向
も
運
転
)
と
自
動
車
混
雑
に
よ
る
定
時
性
の

悪
化
を
改
善
し
、
か
つ
、
既
存
鉄
道
路
線

(ド
イ
ツ
国
鉄

と
フ
ラ
ン
ス
国
鉄
)
へ
の
乗
り
入
れ
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
拡
充
を
目
的
に
整
備
し
た

(図
6
)。

路
線
長
三
五
如
の
う
ち
、
新
設
さ
れ
た
軌
道
延
長
は
二

二
m

(併
用
七
蛔
、
新
設
一
五
蝋
)
で
、
残
り
の
一
三
蹴

は
鉄
道
線
へ
の
乗
り
入
れ
区
間
で
あ
る
。
併
用
軌
道
区
間

は
モ
ー
ル
化
さ
れ
て
い
る
□
宮
口
け
o｢通
り
で
は
な
く
、
並

行
す
る
幅
員
の
狭
い
内
接
円
通
り

(約
一
五
m
)
に
導
入

し
た
。
幅
員
が
狭
い
の
で
、
軌
道
敷
設
は
、
沿
道
条
件
に

よ
っ
て
中
央
走
行
と
片
寄
せ
走
行
を
組
み
合
わ
せ
、か
つ
、

沿
道
施
設
へ
ア
ク
セ
ス
す
る
自
動
車
向
け
滞
留
車
線
と
信

号
の
設
置
、
歩
道
幅
員
を
確
保
す
る
た
め
、
民
地
側
建
物

の
ア
ー
ケ
ー
ド
と
の
一
体
化
な
ど
、
様
々
な
工
夫
を
こ
ら

し
た

(写
真
2
)。

･

写
真
2

0

微　

五

我
が
国
に
お
け
る
L
R
T
化
へ
の
取
組
み

20073

写真 3 我が国最初の低床車両 (熊本市)

1

L
R
V
の
導
入

最
初
は
低
床
車
両
の
導
入
か
ら
始
ま
っ
た
。
我
が
国
初

の
低
床
車
両
は
、
ド
イ
ツ
の
技
術
を
導
入
し
て
国
内
メ
ー

カ
ー
が
ラ
イ
セ
ン
ス
生
産
す
る
方
法
で
、
一
九
九
七
年
、

熊
本
市
に
導
入
さ
れ
た

(写
真
3
)。
翌
年
に
は
、
広
島

電
鉄
が
完
成
車
を
輸
入
す
る
方
法
で
、
欧
州
の
標
準
的
な

一
〇
0
%
低
床
式
L
R
V
(全
長
三
0
m
)
を
導
入
し
て
、

市
内
と
宮
島
を
結
ぶ
路
線
で
走
り
出
し
た
。
そ
の
後
、
交



通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法

(二
〇
〇
〇
年
三

月
施
行
)
に
よ

り
、公
共
車
両
に
対
す
る
補
助
制
度
が
一
段
と
拡
充
さ
れ
、

各
地
の
路
面
電
車
に
低
床
車
が
導
入
さ
れ
る
一
方
、
国
産

技
術
の
開
発
も
進
め
ら
れ
て
、
二
〇
〇
五
年
七
月
に
は
我

が
国
初
の
国
産

レ
0
0
%
低
床
式
L
R
V
が
製
造
さ
れ

て
、
広
島
電
鉄
に
納
入
さ
れ
た

(写
真
4
)。
ま
た
、
乗

降
場
の
段
差
解
消
や
上
下
移
動
円
滑
化
の
た
め
の
技
術
基

準
や
道
路
構
造
令
の
改
正
に
伴
う
乗
降
場
基
準
の
制
定
に

よ
り
車
両
側
だ
け
で
な
く
、
乗
降
場
も
改
良
さ
れ
て
段
差

の
な
い
乗
降
が
実
現
し
て
い
る
。
二
〇
〇
六
年
三
月
現
在
、

低
床
車
両
は
一
三
都
市
に
合
計
四
〇
編
成
と
単
車
一
〇
両

が
導
入
さ
れ
て
い
る
。

写真 4 国産100 % 低床式 L R T と乗降場

2

交
通
結
節
点
の
整
備

次
の
取
組
み
は
、
交
通
結
節
点
整
備
で
あ
っ
た
。
路
面

電
車
を
駅
前
広
場
に
乗
り
入
れ
る
事
業
は
、
豊
橋
駅
総
合

開
発
事
業
に
お
け
る
東
口
駅
前
広
場
整
備
の
中
で
交
通
結

節
機
能
を
高
め
る
た
め
に
、
バ
ス
の
乗
降
場
の
集
約
と
路

面
電
車
電
停
を
広
場
内
に
取
り
込
ん
だ
の
が
最
初
で
あ
っ

た
。
こ
の
た
め
、
路
面
電
車
軌
道
を
約
一
〇
O
m
延
伸
す

る
こ
と
に
な
り
、
一
九
九
七
年
度
に

｢路
面
電
車
走
行
空

間
改
築
事
業
｣
を
創
設
し
て
、
路
面
電
車
の
施
設
整
備
に

初
め
て
国
の
補
助
を
入
れ
、
一
九
九
人
年
三
月
に
完
成
し

た
。
そ
の
後
は
、
二
〇
〇
一
年
四
月
に
高
知
駅
、
二
〇
〇

三
年
三
月
に
広
島

･
横
川
駅

(写
真
5
、
図
7
)、
二
0

0
四
年
三
月
に
は
鹿
児
島
中
央
駅

(写
真
6
)
と
相
次
い

　
　′横

　

　
　
　
　
　

ミ
ず
#
“
#

写

　
　　

　
　

で
、
駅
前
広
場
整
備
と
共
に
路
面
電
車
の
乗
り
入
れ
が
実

現
し
、
結
節
機
能
強
化
が
図
ら
れ
た
。

横
川
駅
は
国
道
五
四
号
線
内
の
電
停
を
駅
前
広
場
内

に
移
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、
①
乗
り
換
え
時
間
の
短
縮

(距
離
に
し
て
三
五
0
m
か
ら
五
0

m
に
短
縮
)、
②
国
道

嫌行　

　
　
　
　

旧 J R横川駅改札

　
　
　
　　　
　

　　
　
　

　 　　
　

　
　

鰹
講

　
　

　　
　
　

　
　

　　
　
　

　

　
　
　〃
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濁

駅
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五
四
号
線
の
渋
滞
緩
和

(四
車
線
か
ら
七
車
線
へ
)、
③

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
等
が
実
現
し
た
。
ま
た
、
同
年
四
月
に

は
、
横
川
駅
か
ら
都
心
に
直
通
す
る
新
系
統

(七
号
線
横

川
駅
~
広
電
本
社
前
間
)
が
新
設
さ
れ
て
、
都
心
ま
で
の

所
要
時
間
も
短
縮
さ
れ
た
。
一
方
、
鹿
児
島
中
央
駅
は
九

州
新
幹
線
開
業
と
併
せ
て
駅
前
広
場
を
整
備
す
る
も
の

で
、目
的
は
各
種
交
通
機
関
相
互
の
乗
り
継
ぎ
円
滑
化
で
、

広
場
前
の
道
路
上
に
あ
っ
た
市
電
の
電
停
は
広
場
内
に
移

設
さ
れ
た
。
ま
た
、
新
電
停
内
の
軌
道
敷
は
芝
生
で
緑
化

さ
れ
、
交
通
島
内
の
花
壇
と
共
に
潤
い
の
あ
る
都
市
景
観

を
創
出
し
て
い
る
。

写真 6 鹿児島中央駅前広場

3

国
内
初
の
L
R
T
の
開
業

そ
し
て
、
我
が
国
に
も
新
規
に
L
R
T
を
整
備
す
る
事

例
が
富
山
で
実
現
し
た
。
富
山
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
は
J
R
富

山
港
線
の
う
ち
、
岩
瀬
浜
~
奥
田
中
学
校
前
間

(六
･
五

鹸
)
は
路
面
電
車
化
し
、
奥
田
中
学
校
前
~
富
山
駅
北
間

(
一
･
一
如
)
は
都
市
計
画
道
路
綾
田
北
代
線
と
富
山
駅

北
線
に
併
用
軌
道
を
新
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、
富
山
港
線

を
路
面
電
車
化
し
、
公
共
交
通
機
関
と
し
て
の
再
生
を
図

っ
た
も
の
で
あ
る
。

富
山
は
市
街
地
の
外
延
化
に
よ
り
人
口
密
度
が
低
下

し
、
移
動
は
自
動
車
に
過
度
に
依
存
す
る
ま
ち
に
な
っ
て

い
た
。
こ
の
た
め
、
車
が
自
由
に
使
え
る
人
に
は
暮
ら
し

や
す
い
ま
ち
で
あ
る
が
、
車
が
自
由
に
使
え
な
い
人

(市

の
公
共
交
通
に
関
す
る
市
民
意
識
調
査
結
果
で
は
約
三

0
%
)
に
と
っ
て
は
、
極
め
て
生
活
し
づ
ら
い
ま
ち
で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
、
市
は
人
口
の
減
少
と
高
齢
化
、
中
心

市
街
地
の
空
洞
化
に
よ
る
都
市
全
体
の
活
力
低
下
や
魅
力

の
喪
失
、
人
口
密
度
が
低
下
し
た
拡
散
型
都
市
を
放
置
し

た
場
合
の
行
政
コ
ス
ト
高
な
ど
の
課
題
に
対
し
て
、
鉄
軌

道
を
は
じ
め
と
す
る
公
共
交
通
を
活
性
化
さ
せ
、
そ
の
沿

線
に
居
住
、
商
業
、
業
務
、
文
化
等
の
都
市
機
能
を
集
積

さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
公
共
交
通
を
軸
と
し
た
拠
点
集
中

型
の
コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
づ
く
り
を
実
現
す
る
基
本
方
針

を
策
定
し
、実
現
の
た
め
に
各
種
施
策
を
展
開
し
て
い
る
。

J
R
富
山
港
線
の
路
面
電
車
化
は
、
公
共
交
通
活
性
化
に

よ
る
コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
づ
く
り
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

(図
8

･
9
)
。

J
R
富
山
港
線
の
路
面
電
車
化
は
、
新
幹
線
整
備
と
併

せ
、
在
来
線
の
高
架
化
を
進
め
る
上
で
、
利
用
者
の
減
少

に
歯
止
め
の
か
か
ら
な
い
J
R
富
山
港
線

(平
成
一
六
年

度
は
約
三
、
一
〇
〇
人
/
日
)
を
高
架
化
す
る
か
ど
う
か

と
い
う
議
論
か
ら
始
ま
っ
た
。
富
山
港
線
の
扱
い
は
、

｢既
存
線
の
高
架
化
｣
、
｢新
規
路
面
電
車
化
｣
、
｢バ
ス
代

替
に
よ
る
既
存
線
廃
止
｣
案
を
設
定
し
、
比
較
を
行
っ
た

結
果
、社
会
的
便
益
は
路
面
電
車
化
案
が
最
大
と
な
っ
た
。

こ
れ
を
ふ
ま
え
、
鉄
道
を
単
に
高
架
化
す
る
よ
り
、
こ
れ

を
機
会
に
公
共
交
通
の
質
を
高
め
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち

道チテセ 2007.3 "

す
ま
体
来

指
な
通
将

目
ト
交
たL)

ス

の
“
灯
し

　

　
　
　
　
　

ス

ロ
ち
系
都

需
ス
ス

図

面
ビ
ビ

路

一
一

点
点

･
サ
サ

拠
拠

造
道
ス

城
城

鉄
鉄
バ

広
地

　　
　
　
　



似、名総饑藤姿濃計 2‐4
l ら 42 5 ＼ ＼ 事5l5‐6

釀

＼ 盈獺 17
‐
1 l

、、 、 52 2
' '

年ゞ増3臓

^
U ゑ溝 ぜ、いき＼な ぜ′ 7鯰＼{》

･
~
き ふむ◆榊

ゞ 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

資料 :富山高岡広域都市圏第 3 回P T 調査

図 9 交通手段分担率

づ
く
り
を
進
め
る
う
え
で
も
有
効
な
路
面
電
車
化
を
採
用

し
た
。

平
成
一
七
年
二
月
に
工
事
施
工
認
可
が
下
り
、
わ
ず
か

一
五
ヵ
月
後
の
平
成
一
人
年
四
月
二
九
日
か
ら

"新
生
“

富
山
港
線
が
営
業
を
開
始
し
た
。
事
業
概
要
は
延
長
七
･

六
如

(単
線
)、
電
停
数
"
一
三
、
行
き
違
い
設
備
…
四
、

変
電
所
…
二
、所
要
時
分

…約
二
五
分
で
あ
っ
た
(図
ゆ
)。

路
面
電
車
化
に
よ
り
、
サ
ー
ビ
ス
水
準
は
次
の
よ
う
に
大

幅
に
改
善
さ
れ
た
。

列
車
本
数
の
増
便

三
0
~
六
〇
分
毎
↓
一
0
-

-
五
分
毎

始
終
発
の
改
善

五
時
台

･
二
一
時
台
↓
五
時
台
･
一
三
時
台

駅
数
の
増
加

九
駅
↓
一
三
駅

(約
六
〇
0
m
間
隔
)

車
両
と
乗
降
場

低
床
車
の
導
入

(七
編
成
)
と
電
停
の
バ
リ
ア

フ
リ
ー
化

都
市
環
境

騒
音
振
動
の
低
減

(制
震
軌
道
)
と
芝
生
軌
道

の
採
用

ト
ー
タ
ル
デ
ザ
イ
ン

I
C
カ
ー
ド
の
導
入
に
よ
る
乗
降
時
間
の
短

縮
、
車
両

･
電
停

･
I
C
カ
ー
ド
、
シ
ン
ボ
ル
マ

ー
ク
な
ど
を
総
合
的
に
デ
ザ
イ
ン

(図
巴

鍛造区間の一部廃止
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え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

図 トータルデザイン

国
土
交
通
省
と
富
山
市
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て

い
る

｢富
山
港
線
L
R
T
化
の
整
備
効
果
に
関

す
る
研
究
会
｣
で
の
分
析
に
よ
る
と
、
利
用
者

数
の
変
化
に
つ
い
て
は
開
業
前
の
平
成
一
七
年

一
〇
月
行
わ
れ
た
実
態
調
査
で
は
平
日
約
二
、

三
〇
〇
人
、
休
日
約

一
、
0
O
0
人
で
あ

っ
た

の
に
対
し
、
開
業
後
半
年
た
っ
た
平
成
一
人
年

一
〇
月
に
は
平
日
約
五
、
0
0
0
人
、
休
日
約

五
、
六
〇
〇
人
と
平
日
で
二
･
二
倍
、
休
日
で

五
･
三
倍
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
平
日
の
昼
間

帯
の
利
用
者
が
増
え
て
い
る
こ
と
と
、
最
終
電

車
を
二
三
時
台
ま
で
走
ら
せ
た
こ
と
に
よ
り
、

二
一
時
以
降
の
利
用
者
が
大
幅
に
増
え
て
い
る

(図
g
o

ま
た
、
同
様
に
利
用
者
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
及

び
沿
線
居
住
者
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら
六
〇
代

以
上
の
利
用
者
の
増
加
が
大
き
く
、
目
的
に
つ

い
て
も
私
事
交
通

(買
物
･
通
院
)
の
増
加
が

大
き
い
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
軌
道
系
シ
ス
テ

ム
の
整
備
と
大
き
く
異
な
る
の
が
、
車
か
ら
の
転
換
が
一

一
･
五
%
も
見
ら
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る

(図
倦
)。

ま
た
、
平
成
一
人
年
六
月
末
に
実
施
さ
れ
た
市
民
ア
ン

ケ
ー
ト
結
果
に
よ
る
と
、
富
山
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
事
業
の
評

価
と
し
て
市
民
の
約
八
九
%
が

｢大
変
評
価
す
る
｣、
｢評

価
す
る
｣
と
い
う
回
答
を
寄
せ
て
い
る
。
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4

富
山
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
の
整
備
効
果

開
業
後
、
順
調
な
需
要
を
伸
ば
し
目
標
を
三
ヵ
月
も
早

く
、
昨
年
三

月
九
日
に
乗
車
人
員
が
一
〇
〇
万
人
を
超

え
た
。
廃
止
前
の
J
R
富
山
港
線
時
代
に
は
一
日
の
利
用

が
約
三
、
一
〇
〇
人

(平
成
一
六
年
)
で
あ
っ
た
の
に
対

し
L
R
T
化
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
人
々
の
利
用
が
増

【休日】
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加
え
て
沿
線
へ
の
効
果
と
し
て
は
、
①
岩
瀬
カ
ナ
ル
会

館
へ
の
入
館
者
数
の
増
加

(対
前
年
同
月
比
約
八
倍
の
増

加
)、
②
国
指
定
の
重
要
文
化
財
で
あ
る
森
家
の
入
館
者

数
の
増
加

(対
前
年
同
月
比
約
三
･
五
倍
の
増
加
)
な
ど

顕
著
な
実
績
を
あ
げ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
結
果
を
踏
ま
え
る
と
、
沿
線
居
住
者
の
内

こ
れ
ま
で
外
出
機
会
の
少
な
か
っ
た
高
齢
者
が
積
極
的
に

外
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。
沿
線
外
か
ら
の
観
光
客

が
増
大
し
た
こ
と
。
が
明
ら
か
で
あ
り
、
富
山
ラ
イ
ト
レ

ー
ル
の
整
備
が
沿
線
の
活
性
化
、
ま
ち
づ
く
り
に
大
き
く

寄
与
し
て
い
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

現
在
、
富
山
市
は
コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
づ
く
り
を
実
現

す
る
た
め
に
、
中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
や
総
合
交

通
体
系
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
を
策
定
し
、
活
性
化
の
主
要
施

策
と
目
標
値
を
か
か
げ
て
事
業
を
進
め
て
い
る
。
中
心
市

街
地
活
性
化
基
本
計
画
の
主
要
施
策
に
は
、
①
魅
力
あ
る

都
心
ラ
イ
フ
が
楽
し
め
る
中
心
市
街
地
の
形
成
の
た
め
に

ま
ち
な
か
居
住
の
推
進
、
②
魅
力
と
活
力
を
創
出
す
る
富

山
市
の
顔
に
ふ
さ
わ
し
い
中
心
市
街
地
の
形
成
の
た
め
に

賑
わ
い
拠
点
の
創
出
、
③
公
共
交
通
の
活
性
化
に
よ
り
車

に
頼
ら
ず
暮
ら
せ
る
中
心
市
街
地
の
形
成
の
た
め
に
公
共

交
通
の
利
便
性
の
向
上
が
あ
る
。
ま
ち
な
か
居
住
の
推
進

で
は
、ま
ち
な
か
居
住
人
口
を
平
成
一
八
年
度
の
約
二
四
、

一
〇
〇
人
か
ら
平
成
二
三
年
度
に
は
約
二
六
、
五
〇
〇
人

(約
一
･
一
倍
)
に
増
加
さ
せ
る
目
標
を
、
賑
わ
い
拠
点

の
創
出
で
は
、
中
心
商
店
街
の
歩
行
者
通
行
量

(日
曜
日
)

を
、
平
成
一
七
年
度
の
約
二
四
、
九
〇
〇
人
か
ら
平
成
二

三
年
度
に
は
約
三
二
、
0
0
0
人

(約
一
･
三
倍
)
に
増

加
さ
せ
る
目
標
を
、
公
共
交
通
の
利
便
性
の
向
上
で
は
、

路
面
電
車
の
一
日
平
均
乗
車
人
員
を
平
成
一
六
年
度
の
約

一
0
、
一
〇
〇
人
を
、
平
成
二
三
年
度
に
は
約
一
三
、
0

0
0
人

(約
一
･
三
倍
)
に
増
加
さ
せ
る
目
標
を
そ
れ
ぞ

れ
掲
げ
て
い
る
。
コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
と
歩
い
て
暮
ら
せ

る
中
心
市
街
地
を
支
え
る
公
共
交
通
と
し
て
、
富
山
市
は

富
山
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
整
備
に
引
き
続
き
、
①
市
内
軌
道
線

の
環
状
線
化
、
②
路
面
電
車
の
南
北
接
続
、
③
市
内
電
車

の
上
滝
線
乗
り
入
れ
な
ど
路
面
電
車
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構

築
を
推
進
し
て
い
る
。
ま
た
、
現
在
富
山
大
橋
の
掛
け
替

え
工
事
に
伴
い
、
安
野
屋
~
富
山
大
学
間
の
複
線
化
工
事

も
行
う
予
定
で
あ
る
。

六

欧
州
に
お
け
る
最
近
の
L
R
T
事
情

1

ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
事
情

こ
の
両
国
の
L
R
T
事
情
に
関
し
て
は
、
あ
ま
り
国
内

で
も
紹
介
さ
れ
な
い
ま
ま
現
在
に
至
っ
て
い
る
が
、
昨
年

一
〇
月
に
当
協
会
に
て
両
国
へ
の
調
査
団
を
派
遣
す
る
機

会
を
得
た
の
で
紹
介
し
た
い
。

両
国
は
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
に
比
べ
る
と
、
L
R
T
の

整
備
が
一
歩
も
二
歩
も
遅
れ
て
い
る
印
象
を
持
つ
が
、
現

在
、
各
都
市
に
て
積
極
的
な
整
備
が
行
わ
れ
て
い
る

(表

2
)。
い
ず
れ
の
都
市
も
先
進
国
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
、
ド

イ
ツ
を
お
手
本
に
し
、
メ
リ
ッ
ト
･
デ
メ
リ
ッ
ト
を
十
分



把
握

･
分
析
し
、
整
備
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
最

も
理
想
的
な
整
備
を
行
っ
て
い
る
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
第
二

の
都
市
で
あ
る
ボ
ル
ト
市
を
事
例
に
挙
げ
る
。

表2 スペイン、 ポルトガルでの
L R T 導入都市 (2000年以降)

導入年 スペイン ポルトガル

2002年 ボルト

2003年 アリカンテ

2004年 ノリレセロナ

2006年 ガラマスしべ

2007年以降 竣
霧

#灘
“

ダマルア

2

ボ
ル
ト
の
事
例

ボ
ル
ト
市
の
人
口
は
二
六
万
人
で
あ
る
が
、
ボ
ル
ト
都

市
圏
で
は
一
六
〇
万
人
を
超
え
る
。公
共
交
通
と
し
て
は
、

L
R
T
、
バ
ス
の
他
、
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
、
観
光
路
面
電
車

が
運
行
さ
れ
て
い
る
。
L
R
T
の
整
備
に
つ
い
て
は
、

一

九
九
八
年
に
始
ま
り
二
0
0
三
年
に
一
七
m
が
開
業
、
二

〇
〇
四
年
に
は
第
一
期
に
あ
た
る
市
中
心
部
の
世
界
遺
産

地
区
を
通
る
地
下
区
間
七
如
を
含
む
、
七
〇
如
が
連
行
さ

れ
て
い
る

(図
14
･
倦
)。
現
在
ボ
ル
ト
都
市
圏
の
九
つ

の
都
市
を
連
絡
し
、
五
路
線
で
年
間
一
、
八
五
〇
万
人
の

利
用
が
あ
る
o

ボ
ル
ト
市
で
の
整
備
の
特
徴
を
以
下
に
挙
げ
る
。

の

運
賃
体
系
･
運
賃
収
受
方
式
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,簗巡癈
鬱
さぎ
み騒
が壤
』飜

′に
総泳ぎ
匙
もま溌蝋饗輻
袋

　
　
　　
　
　
　
　　　　　　
　　　　　　　　

　

　　
　
　

　　
　

　
　　
　　
　

　

図 14 ボルトの L R T ネットワーク図
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漉
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な
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避
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ボ
ル
ト
都
市
圏
の
公
共
交
通
機
関
は
、
ア
ン
ダ
ン
テ

(貰
Q営
延

と
い
う
リ
チ
ャ
ー
ジ
可
能
な
I
C
カ
ー
ド
一

枚
で
利
用
で
き
、
ゾ
ー
ン
運
賃
制
を
敷
い
て
お
り
、
一
時

間
以
内
で
あ
れ
ば
乗
り
降
り
自
由
と
な
っ
て
い
る
(図
16
、

写
真
7

･
8
)
。

②

交
通
結
節
点
の
整
備

各
交
通
モ
ー
ド
毎
に
乗
換
利
便
性
が
図
ら
れ
て
お
り
、

特
に
空
港
で
の
結
節
は
わ
か
り
や
す
く
公
共
交
通
の
利
用

を
促
進
し
て
い
る

(図
#
、
写
真
9
)。

③

公
共
交
通
優
先
策
、
道
路
空
間
の

再
配
分
に
よ
る
モ
ビ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト

バ
ス
専
用
レ
ー
ン
は
市
内
の
至
る
所
に
導
入
さ
れ
、
特

に
渋
滞
が
発
生
し
そ
う
な
箇
所
へ
の
設
置
が
行
わ
れ
て
い

る
。
L
R
T
に
つ
い
て
は
、
専
用
軌
道
、
優
先
信
号
等
が

当
然
の
よ
う
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
か
つ
て

自
動
車
橋
で
あ
っ
た
ド
ン
･
ル
イ
ス
一
世
橋
は
自
動
車
の

通
行
を
禁
止
し
、
L
R
T
と
歩
行
者
の
専
用
橋
と
し
て
変

更
さ
れ
た

(写
真
10
･
椚
)。
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回
地
下
空
間
の
有
効
活
用
に
よ
る
歴
史
遺
産
の
保
護

世
界
遺
産
地
区
に
あ
る
歴
史
的
建
造
物
や
旧
市
街
地
の

景
観
を
保
存
す
る
た
め
、
中
心
部
に
お
い
て
L
R
T
は
地

写真 = ドン ･ルイス一世橋
写真 10 バス専用レーン

写真 13 地下に入る L R T 写真 12 ボルトの旧市街地

　　
　　
　
　

　

　

¥

、
嶺き
-

べ
き
ソふ
も

、

/

　　
　　　
　
　

　
　

　
　

　

　

　

　

　
　

　
　

下
を
走
行
し
て
い
る

(写
真
1 2
･
1 3
)
。

国
ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
デ
ザ
イ
ン

最
後
に
こ
れ
ま
で
挙
げ
た
都
市
の
交
通
機
能
と
い
う
点

か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
景
観
と
い
う
点
か
ら
も
芝
生
軌
道

"

と
車
両
デ
ザ
イ
ン
が
マ
ッ
チ
し
、
L
R
T
が
ま
ち
の
シ
ン

気　

ボ
ル
と
な
り
ボ
ル
ト
の
ま
ち
の
魅
力
を
上
げ
、
観
光
資
源

知

の
一
部
と
な
っ
て
い
る

(写
真
杵
)。

セ　

3

フ
ラ
ン
ス
で
の
事
情

一
方
、
L
R
T
先
進
国
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
様
々

な
状
況
の
変
化
が
起
き
て
き
て
い
る
。

国

中
央
政
府
の
支
援

フ
ラ
ン
ス
で
の
L
R
T
の
建
設
及
び
運
営
に
関
す
る
資

金
は
、
お
お
よ
そ
中
央
政
府
か
ら
の
補
助
金
、
交
通
税
、

地
方
の
一
般
財
源
、
運
賃
収
入
に
よ
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
が
、
最
近
そ
の
状
況
が
変
化
し
て
き
て
い
る
。

一
九
九
七
年
に
八
、
三
五
〇
万
ユ
ー
ロ
で
あ
っ
た
中
央

政
府
か
ら
の
補
助
金
が
、
二
〇
〇
一
年
に
二
億
四
三
〇
万

三 た
'騨癩 o 中

写真 14 軌道緑化とデザインされた車両 万 央



ユ
ー
ロ
ま
で
膨
ら
ん
で
い
る
。
こ
の
補
助
金
の
膨
ら
み
に

国
の
財
政
が
耐
え
き
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
が
大
き
な
要
因

と
な
り
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
建
設
費
に

対
す
る
中
央
政
府
の
補
助
金
の
支
出
が
無
く
な
っ
た
の
で

あ
る
。

こ
の
こ
と
が
影
響
と
な
り
、
大
半
の
自
治
体
で
引
き
続

き
事
業
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
…
部
自
治
体
で
事
業

計
画
の
見
直
し
が
計
ら
れ
て
い
る
。

②

ナ
ン
ト
市
四
号
線
の
B
R
T
化

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　　
　
　　
　
　
　

　
　
　
　
　
　　
　　　

　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

る

(図
鷲

写
真
修
ち

総
説
讓
続

③

路
面
給
電
方
式
の
採
用

脉
罰
｣義

一
U

二
〇
〇
三
年
に
ボ
ル
ド
ー
で
採
用
さ

当
初
は
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
不
安
定
さ
か

ら
、
一
時
運
行
が
停
止
す
る
な
ど
著
し

“
鰻

く
シ
ヂ

“
“
信
頼
性
を
失
名

“

*誣
堀継

が
、
そ
の
後
メ
ー
カ
ー
の
必
死
の
対
応

,
が
･

さ戸

に
よ
り
、
現
在
で
は
年
間
運
休
時
間
が

三
四
時
間
ま
で
減
少
し
て
き
て
い
る
。

こ
の
状
況
を
受
け
、
フ
ラ
ン
ス
各
都
市
で
路
面
給
電
方

式
の
採
用
が
広
が
っ
て
き
て
い
る
。

現
在
の
と
こ
ろ
、
ア
ン
ジ
ェ
、
ラ
ン
ス
、
オ
ル
レ
ア
ン

の
三
都
市
が
導
入
を
決
め
て
お
り
、
今
後
ま
す
ま
す
広
ま

り
を
見
せ
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
我
が
国
で
も
景
観
を

配
慮
す
る
ま
ち
で
の
導
入
が
見
ら
れ
か
も
し
れ
な
い

(写

真
芭
。

』鮮
き
盛
れ　 　　　 　　　　　　　

ナント L R T 及び B R T ネットワーク図

　　　

　

　
　
　
　
　
　
　
　

昨
年
三
一月
-
六
日
、
パ
リ
市
で
六
九
年
ぶ
り
に
L
R

　
　
　
　　
　
　
　
　

酊

づ
き
サ
ン
･
ド
ニ
線

(T
1
)、
セ
ー
ヌ
渓
谷
線

(T
2
)

序

で

B　
　
　
　
　
　

　
　　
　
　
　
　　

線
が
環
状
線
の
中
で
も
比
較
的
交
通
量
が
多
く
、
富
裕
層

*
仝図

の
住
む
地
域
で
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
o

東
京
で
例
え
る

な
ら
、
環
状
八
号
線
の
西
部
の
よ
う
な
慢
性
的
に
渋
滞
が 写真 15 ナントB R T 車両及び軌道

影 道行セ 2007.3



で
巍
墜

写真 16 ボルドー幹線レス L R T写真 17 バリ市 L R T (T 3 )

み
ら
れ
る
地
区
で
の
導
入
は
、
こ
れ
ま
で
比
較
的
中
小
都

市
の
交
通
機
関
と
し
て
導
入
が
検
討
さ
れ
て
き
た
L
R
T

の
新
た
な
活
用
方
策
と
し
て
、
大
い
に
研
究
の
対
象
と
し

て
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
パ
リ
市
で
の
導
入
後
の
渋

滞
状
況
等
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
東
京
な
ど
大
都
市

圏
で
の
交
通
機
関
と
し
て
の
導
入
を
視
野
に
入
れ
、
研
究

を
行
っ
て
い
き
た
い
。

七

我
が
国
で
の
今
織
の
流
れ

新
規
導
入
地
区
で
の
検
討

【栃
木
県
宇
都
宮
市
】

宇
都
宮
市
で
は
、
市
東
部
の
鬼
怒
川
左
岸
に
工
業
団
地

窒絲総　
　　

　　　

　　　　　　　　{ {
　　　　　　　　　　

図 19 バリ公共交通ネ トワーク図

て

道行セ 2007,3 メ9



が
立
地
し
、
新
た
な
都
市
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

も
進
行
中
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
に
鉄
軌
道

は
な
く
、
移
動
に
関
し
て
は
自
動
車
交
通
に
依

存
し
て
お
り
、
鬼
怒
川
断
面
を
中
心
に
道
路
交

通
混
雑
が
顕
在
化
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
課
題
を
解
決
す
る
た
め
、
平
成

九
年
に

｢新
交
通
シ
ス
テ
ム
検
討
委
員
会
｣
を

設
置
し
、
平
成

一
三
年
に
は

｢新
交
通
シ
ス
テ

ム
導
入
基
本
方
針
｣
を
策
定
し
、
平
成

一
五
年

に
は

｢新
交
通
シ
ス
テ
ム
導
入
基
本
計
画
｣
と

し
て
、
市
西
部
の
中
心
市
街
地
か
ら
J
R
宇
都

宮
駅
を
抜
け
鬼
怒
川
左
岸
の
工
業
団
地
等
を
結

ぶ
約
一
五
蛔
の
L
R
T
導
入
計
画
を
策
定
し
た
。

"ン　

　　

　
　

　
　　

イ
ー　

　

　　
　

　
　

師

き　　　　
　

2 0図

;

　
　　　

　
　　

　
　

き
言
薦
群
転

は
ぎ

講堂

ぜ
き
'

トき
り
泳
ご

ぎで
し＼,き
、
くシ

　
　　
　
　

　　

　　

　　　
　
　
　　

　
　　
　　

漱ぐ‘“
‘

に

　

　

平
成
一
七
年
に
は

｢新
交
通
シ
ス
テ
ム
導
入
課
題
検
討
委

員
会
｣
を
設
置
し
、
L
R
T
導
入
実
現
に
向
け
て
の
検
討

が
進
め
ら
れ
て
い
る

(図
20
･
包
。

【大
阪
府
堺
市
M

堺
市
は
、
市
内
に
六
路
線
の
鉄
軌
道
網
を
持
つ
も
の
の

い
ず
れ
も
南
北
方
向
を
つ
な
ぐ
も
の
で
あ
り
、
東
西
の
移

動
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
バ
ス
輸
送
だ
け
に
頼
る
し
か
な

い
状
況
に
あ
っ
た
。
か
ね
て
か
ら
の
こ
の
課
題
を
解
決
す

る
た
め
、
平
成
二
年
に
公
共
交
通
懇
話
会
を
設
け
、
ミ
ニ

地
下
鉄
や
新
交
通
シ
ス
テ
ム
な
ど
の
整
備
に
つ
い
て
検
討

を
行
っ
て
き
た
が
、
平
成
=

年
よ
り
L
R
T
を
対
象
に

検
討
を
進
め
て
き
て
い
る
。
平
成
一
六
年
に
は
近
畿
地
方

交
通
審
議
会
に
お
い
て
も
臨
海
部
か
ら
堺
市
駅
間
、
約

八
,
三
皿
に
つ
い
て
も
位
置
づ
け
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
よ

う
な
動
き
を
受
け
、
堺
市
で
は
早
期
開
業
区
間
と
し
て
堺

駅
~
堺
東
駅
間
の
一
･
八
蛔
の
平
成
一
九
年
度
の
特
許
取

得
を
目
指
し
、
平
成
一
八
年
九
月
に
は
、
経
営

･
連
行
、

技
術
等
に
関
す
る
企
画
提
案
の
募
集
を
行
い
、
二
九
件
の

提
案
を
得
た
。
引
き
続
き
平
成
一
九
年
二
月
に
は
、
堺
市

東
西
鉄
軌
道
事
業
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
を
行
い
、
一
件

の
応
募
を
得
た
。
今
後
事
業
計
画
の
審
査
を
行
い
、
四
月

の
末
頃
に
は
経
営
予
定
者
の
特
定
を
行
う
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

に
な
っ
て
い
る
。
事
業
の
実
現
に
向
け
て
は
、
バ
ス
の
再

編
、
阪
界
軌
道
と
の
連
携
、
自
動
車
交
通
の
処
理
、
地
元

合
意
等
ま
だ
ま
だ
解
決
す
べ
き
課
題
は
多
い
も
の
の
、
着

実
に
L
R
T
の
実
現
に
向
け
て
進
ん
で
い
る

(図
22
･
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1 宇都宮市 LR T導入構想図



盤
)。【そ

の
他
の
都
市
】

現
在
、
堺
市
、
宇
都
宮
市
以
外
に
新
規
導
入
の
検
討
を
進

め
て
い
る
地
区
と
し
て
は
、
京
都
市
な
ど
が
あ
り
、
今
後
、

静
岡
市
な
ど
で
も
検
討
が
行
わ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

2

既
存
路
線
の
延
伸
、
鉄
道
の
L
R
T
化

新
規
路
線
の
検
討
が
進
む
一
方
、
国
内
の
主
だ
っ
た
動

き
は
、
既
存
路
線
の
延
伸
、
鉄
道
の
L
R
T
化
や
乗
り
入

れ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

(表
3
)。

ラ
イ
ト
レ
ー
ル
研
究
部
会
で
は
、
こ
の
よ
う
な
国
内
で
の

動
き
に
先
立
ち
、
平
成
一
六
、
一
七
年
と
二
ヵ
年
に
わ
た
り
、

路
面
電
車

(L
R
V
)
に
よ
る
鉄
道
へ
の
直
通
化
に
関
す
る

検
討
を
行
っ
て
い
る
。
平
成
一
六
年
に
は
、
併
用
軌
道
を
走

る
L
R
T
と
鉄
道
の
基
本
的
な
違
い
に
着
目
し
、
直
通
化
に

よ
り
顕
在
化
す
る
技
術
的
課
題
を
①
曲
線
部
に
お
け
る
対
応

と
分
岐
部
に
お
け
る
走
行
性
、
@
単
両
幅
の
違
い
、
床
面
高

さ
の
違
い
と
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
の
設
置
、
③
電
気
設
備
の
対

応
、
複
電
圧
車
の
導
入
、
④
L
R
T
に
よ
る
列
車
検
知
の
信

頼
性
の
確
保
、
軌
道
区
間
と
信
号
の
統
一
化
、
@
直
通
化
す

る
鉄
道
区
間
の
根
拠
法
と
事
業
に
関
す
る
補
助
制
度
の
五
つ

の
視
点
で
抽
出
し
、
平
成
一
七
年
に
は
こ
れ
ら
の
課
題
に
つ

勿

い
て
富
山
県
高
岡
市
の
J
R
氷
見
線
、
J
R
城
端
線
、
方

気

葉
線
を
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
と
し
て
検
討
を
行
っ
た
。
誌
面
の

m

都
合
上
、
詳
細
の
記
述
は
割
愛
す
る
が
、
ご
興
味
の
あ
る
方

セ

は
お
問
い
合
わ
せ
頂
き
た
い

(図
解
)。

行　

八

ま
と
め

こ
れ
ま
で
地
方
自
治
体
で
は
、
公
共
交
通
は
民
間
の
経
営

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
赤
字
補
填
は
税
金
の
垂
れ
流
し
に

陥
り
や
す
い
と
い
っ
た
縣
答
心か
ら
、
な
か
な
か
積
極
的
に
公

　

　　

　

講
ぜ

{

J

市

寸

　　
　

　

　

泳
ぎ嚢
華

聯

綵
さもうふき
芯

図

3

　　

　

　

　 一覧

図 2 3 堺市 L R T C G イメージ

都市名 路 線 延伸･巣入れの概要

札幌市 札幌市電 すすきの、
西4 ｣自問接続による環状線化計画

富山市 富山地方鉄道 富山地方鉄道市内線環状線化計画

高岡市 万葉線 高岡駅前広場への延伸計画

福井市 福井鉄道 えちせん鉄道との田原町電停での乗り入れ計画

岡山市 J R西日本･吉備線 滕拗繃爛及化
想町端…

貌叺
線
乘擶⑧

岡山市 岡山電軌軌道 市内線環状化構想

松山市 伊予鉄道市内線 及想構れ人
想

人け“
再

乗
仲

の
延

で
の

駅
で

町
ま

古
港皺線山浜

松
高
の

道
線

鉄
浜

予
高

伊
ぴ

熊本市 熊本市電 熊本竜鉄との水通町での乗り入れ構想

熊本市 熊本市電 東部延伸計

長崎市 長崎電軌軌道 赤迫以北の延伸構想

鹿児島市 鹿児島市電 J R谷山駅への延伸
、

乗り入れ構想

都市再生緊急整備地域
市街地再開発事業

図 2 2 堺市 L R T 導入計画図
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直通化の具体的イメージからみた乗

れ

一

街

に
合

　
　

一
る
用

　
　

　　
　

罐
鰯鰺
署

…ス

、
〉尹
首
一と

(万葉線 ･氷

の路面電市が存在し、これをベースに
周辺の鉄道路線の活性化を團る場合

@地方都市と既存鉄道路線の活用

　　　　　　
　

ヌ

条
　
　

一方
′
込

　　　
　

鉄道路線の活性化に気十する緊急性
非舷化路線のLRT化
既存路面電車の活性化としRT化

0直通化の現状
0直通化による効果 (二コンセプト)
くり鉄道と路面電車の乗り換えが行われてい

るターミ-ナルでの利便性向上
②中心市街地への新たなアクセスルートの

信号保安
@直通化する｣場合の事業運営に関する事項
事笑う靴雪、法制度

図 24 ケーススタディ検討プロセス

(検討パターン)
①鉄道区間にLRVが走行する場合
@鉄道区間ではLRVと鉄道車両双方が走行

　
　電

事
後

　

　
　　　　　

性

合
両

　
　
　
　

　　　　

　
　　

　

　

共
交
通
を
支
援
し
て
こ
な
か
っ
た
経
緯
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
地
方
部
で
は
バ
ス
路
線
の
参
入

退
出
の
自
由
化
に
よ
る
バ
ス
路
線
の
廃
止
、
地
方

鉄
道
の
廃
止
な
ど
、
自
動
車
を
利
用
で
き
な
い
住

民
の
移
動
に
待
っ
た
な
し
の
状
況
を
迎
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
間
の
あ
た
り
し
、
よ
う
や
く

事
業
者
と
の
役
割
分
担
、
支
出
の
ル
ー
ル
化
を
行

い
、
積
極
的
な
支
援
を
行
う
よ
う
な
地
域
も
出
始

め
て
き
て
い
る
。

都
市
部
に
お
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
恵
ま
れ
た

鉄
道
網
が
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
積
極
的

活
用
に
よ
り
コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
て
い
き
、
自
動
車
を
使
わ
ず
に
公
共
交
通
の

み
で
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
を
行
っ
て
い
く
必

要
が
あ
る
。
そ
の
実
現
に
向
け
て
は
B
R
T
な

ど
様
々
な
手
段
が
考
え
ら
れ
る
が
、
是
非
と
も

そ
の
選
択
肢
の
一
つ
と
し
て
、
L
R
T
を
取
り

上
げ
て
頂
き
、
皆
様
の
ま
ち
づ
く
り
に
役
立
て

て
頂
き
た
い
。

我
々
、
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
研
究
部
会
は
、
こ
れ

ま
で
に
も
低
床
車
両

(L
R
V
)
の
国
内
へ
の

導
入
、
制
震
軌
道

(樹
脂
固
定
軌
道
)
の
導
入

等
の
実
績
を
上
げ
て
き
た
。
今
後
と
も
L
R
T

の
普
及
に
向
け
た
研
究
を
続
け
、
全
国
各
地
で

の
L
R
T
導
入
の
お
手
伝
い
に
積
極
的
な
活
動

を
行
っ
て
い
き
た
い
。
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き
直

通

行
軌

直O
鉄道と軌道の接続
直通運転するにあたっての施設整備(北姪本
線をいかに横断するかが誹雫題)

{ケーススタディ編 (17年度)〕

5直地 震この-こ ;鞘符｢ ヘ プーマ｣担
通化計画案の設定 (ケーススタディ)

ケースl :氷見線 ･城端線 ･万葉線 LRT 化
直通祭 (鉄道と路面電車の乗り携
えが行われているターミナルで
の利便性向上)

ケース2 :氷見線･万葉終業LRT化直通案 (中
心市街地への新たなアクセスル
ートの設定)

ケース3 }氷見線･城端線LRT化直通案 (既
存鉄道線のみ一利用者が少ない
鉄道路線の活性化 ･復活)



新
た
に
一
三
箇
所
の
『週
◎
駅
』
を
離
縁

道
路
局
国
道
･
防
災
課

1

は
じ
め
に

｢道
の
駅
｣
は
、
平
成
五
年
の
第
一
回
登
録
に
始
ま
り
、

本
年
三
月
の
第
二
三
回
登
録
ま
で
に
八
五
八
駅
が
登
録
さ

れ
て
い
ま
す
。
今
回
の
登
録
で
は
、
全
国
の
一
三
箇
所
に

今回登録した香川県高松市
道の駅 ｢源平の里むれ｣

つ
い
て
、
地
方
公
共

団
体
か
ら
登
録
申
請

が
あ
り
、
平
成
一
九

年
三
月
一
日
付
け
で

追
加
登
録
し
ま
し

た
。今

回
登
録
し
た
一

三
駅
に
つ
い
て
の
特

色
や
位
置
な
ど
は
別

表
及
び
別
図
で
紹
介

し
て
い
ま
す
。

2

『道
の
駅
｣
の
機
能

｢道
の
駅
｣
は
、
道
路
利

　　
　
　
　

路
交
通
環
境
の
提
供
及
び
地

ざ

　

　
　

　

　

域
の
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と

メ

ベ

機

′

　

　

　

　

　

を
目
的
と
し
て
、
①
道
路
利

ノ
メ

情

＼

用
者
の
た
め
の

｢
休
憩
機

能
｣
、
②
道
路
利
用
者
や
地
域
の
方
々
の
た
め
の

｢情
報

発
信
機
能
｣
、
③

｢道
の
駅
｣
を
き
っ
か
け
に
町
と
町
が

手
を
結
び
合
う

｢地
域
の
連
携
機
能
｣
を
提
供
す
る
施
設

で
す
。

3

｢道
の
駅
｣
の
認
定
要
件

①

休
憩

◇
駐
車
場

二
四
時
間
利
用
可
能
で
、
利
用
者
が
無
料
で
利
用
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で
き
る
十
分
な
容
量
の
駐
車
場

◇
ト
イ
レ

清
潔
で
二
四
時
間
利
用
可
能
な
ト
イ
レ
。
障
害
者

用
も
設
置
し
ま
す
。

②

情
報
発
信

道
路
情
報
、
地
域
の
観
光
情
報
、
緊
急
医
療
情
報

等
を
提
供
。

③

地
域
の
連
携

文
化
教
養
施
設
、
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設

な
ど
の
地
域
振
興
施
設
を
有
す
る
。

④

市
町
村
ま
た
は
市
町
村
に
代
わ
り
う
る
公
的
な
団

体
。
(イ
=
都
道
府
県
、
口
=
地
方
公
共
団
体
が
三

分
の
一
以
上
を
出
資
す
る
法
人
、
ハ
=
市
町
村
が
推

薦
す
る
公
益
法
人
)

⑤

そ
の
他
配
慮
事
項

施
設
及
び
施
設
間
を
結
ぶ
主
要
経
路
の
バ
リ
ア
フ

リ
ー
化

4

｢道
の
駅
｣
登
録

- 市町村からの申請 I
IIIマ

ー｣

lrE↓

l 施設のオープン l

L ｢道の駅｣ の登録 I

(参
考
〉
整
備
主
体
と
整
備
内
容

(
一
体
型
の
場
合
)

一体型は、 市町村等と道路管理者が一体的に整備を行うものであ
り、 単独型は市町村等がすべての整備を行うもの。
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別表 第 23回登録 ｢道の駅｣ 一覧

講 駅 名 都道
府県 設置箇所 路線名

｢道の駅｣の特色

【主壌施設】
鯛 醸

盪薇

北海道
第96号名水の飼きょうとく

北
海
道

翌蝕郡紮潅鱒う
鵲ざ窓十にし字川西46番地1

道道
兼撞蕊鰭線

ふきだし公園こは頬境省の日本名水百選に選ばれた｢羊瞭のふきだし淺氷｣があり、名水を
求めて多くの人が訪れています。また、隣接して京極温泉、パークゴルフ場、キャンプ場が整
備されています。

【名水プラザ(レストラン、売店)き勢力qi、芝生広場、野外ステージ】
Hl94 0

北海道
第97号ぴえい｢丘のくら｣

北
海
道

鮒圏奬凝蹄
むと食ち本町1丁目8番2弩号

道達
実父輳簾熾簇

彙の情報発信はもとより、集客交流の縦点施設として町民をまじめ、多くの観光客に利用され
ています増さ蘇で- !=“地弄産の農畜産物を食材にしたレストランや地場産品販売コーナー、地元農畜産物を使用した加工体験コーナーなどが設置されています。

【物産熊犯施設、レストラン話啓治･体験施設,エントランス広明)

HI94 O

北海道
第98号★ロマン街道しょさんべつ

北
海
道
賛箭郡弱震前科
攣錘謙53番地1

国道232号

｢☆ロマン街遺しよさんべつ｣は日本海オロロンラインの中間に位置し、観光物産館｢ともし
び｣、日本海に沈む夕陽、天売島、焼尻島、利尻島が望める露天風呂がある温泉宿泊施設
｢国センター｣、道北最大級の『しょさんべつ天文台｣、オートキャンプ場、パークゴルフ鮨、ゴー
カート場など、大人も子供も楽しめる道の駅です。

【ともしび(様光物産館)、博センター(レストラン、滋泉、宿泊施設)、天文台、オートキャンプ場、みさき台公園]

HISO O

北海道
弟鱒号うとる･シリエトク

北
海
道

斜里郡斜里町
ウトロ西総6番地8

国道334号

…‐‐{"#公園･如意時÷向か せ弓線沿いに笹惜L負鮠b‘“▲一□に土‘“^
ナー、世界遺産知床の魅力を紹介する情報コーナーが配置されます。情報コ ノ 製はoリイ
ンチのプラズマビジョンが配置され、ハイビジョン映像が放映されます。
【世界通産す語謡"センター、セン“-バフス(レストラン、休憩コーナー、凶或情報コーナー月

HI94 O

北海道
第loo号しやり

北
海
道

斜里郡斜里町
Bん舵本町37番地

主要逼遵
溺鐵避難鵜筬

｢人々 がふれあい、にぎわヲ交流ひろば"づくり｣をコンセプトとし、地域活動等を適した隣接高
葉施設との連携により、中心市街地の活性化とにきわいを創出します。施設では、道路情報
発信、映像等による地域情報発信、れぶたの二言せり‘生銅彬信、インターネットによる自由
検索、テラスを利用したイベントの開催を行います。

【情親交流センター(休憩･情報スペース、コミュニティルームゞテラス)】

Hl04 O

第16号尾花沢
山
形
県
筵琵欲市
範莢1185番地-

国道13号

.…-←総中董ヒニ、物事rわ生る“昆#ミ只の女言で｢くつろぐ｣の意味)をテーマにリラックスで
きる空間を演出(松尾芭蕉の足跡を紹介したパネル展示を予定)。春夏秋冬の物産市(夏スイ
カ生産量日本一、肉牛飼養頭数7,0側頭)等を開催します。また、国造と高速道路の双方にア
クセス可能であり、道路管理者との連携を密にして、適切な情報提供と防災拠点を目指しま
す。
【物産館、休憩･情報提供棟l

H197 O

山形
第“号白磁ヤナ公園

山
形
県

西置賜郡白鷹町
突撃緒論"窪1

国道287号

最上川治川にあり、常設では日本一のヤナ場を有し、名物の｢ヤナ旗｣や｢筋料理｣が楽しめ
ます。また、温水式オストメイトの導入など、どなたでも使いやすく清潔･快適なトイレが自慢で
す。道路･観光情報については、大型ディスプレイを用いた情報提供を行います。
【物産交流施設、レハトフ/情報雑gM毬我、ヤナ監親施設、多目的広場l

Hl94 0

第解義号羽鳥湖高原
福
島
県
砦畿郡実業約
実訝諭貫遂紫楼章-3652

主要地方道
甜裁鷺蟻

ライバーの休憩地としての適地にあります。生産物直売所では、特産の健康野菜｢ヤーコン｣
やヤーコン茶、ヤーコンうどん等の加工品と日本の伝統保存食品である凍モチ等の村の特産
物を販売しています。また、食堂では、ヤーコンうどん(かけ、ざる)等も食べられます。
【農林産物直売、食堂、観光案内所、屋外休憩所}

Hf97 o

石川
熱-8号内灘サンセットパーク 川

県
河北郡内灘町
,3、#<大学l丁目4ー1

県道
溝鬆鋳燭線

内蹴サンセットパークに隣接するサンセットブリッジは、優美な姿の斜張橋で町のシンボルに
なっています。夜になるとライトアップされる掴ま、時報や季節によって色が変化し、楯をロマ
ンチックな雰囲気に包みます。また、地元で獲れた野菜の直売所のほか、ソフトクリームとハ
チミツも販売してます。

惧用済み
(H短め

0

管j--
第18号源平の里むれ

香
川
県

高松市
むれもよ巴ら牟礼町原

国道=号

録響三島会拂蜑毎古戦場として有名な塀部 位直し、海を望む嵐‐‐……÷‘出納にのることか
ら、利用者の憩いの場所として大規模な公園を設け、家族で楽しんで頂ける場所の提供を予
定しています。 駅に
は｢遍路道｣が接していることから、｢遠路休憩所｣を整備して、おもてなしをします。
またあわせて、最高級石材庵治石で造られた石のモニュメントなども展示します。
【特産品展示販売施設、婿報提供施設、軽食堂、屋外術葱蓬毅}

HISS O

高知
第21号四万十とおわ 知

県
高圀郡四万十町
竿郷佑6冴9

国道381号

こいのほりの川波し発祥の地｣旧;稲行。日本嚴鉄Uノ′目′′=四万十川J流観のど真ん中に位
置し、目の前に広がる雄大な四万十川の絶景が自慢です。周辺は、四万十川沿いに家畑が
広がり、旧国道の広葉樹に覆われた緑のトンネル、渥泉施設等があります。また、サイクjレセ
ンターやカヌーを設置しており、また、鮎の友掛等の川遊びや農林案体験も堪能できます。

【農産物値腋所、レストラン#占翹提供施設、休憩イベント広場、サイクルセンター】

Hl9,7 0

鍵 吉野ヶ里
佐
賀
県

弱鳩都當酪里爾
ぼり(釜松澱i7l伊=

回避385号

自然豊かな脊振山(せふりさん)の麓で探れた農産物(野菜･果物･加工品)や自然水を使用し
た燐きたてのパン、句の素材にこだわった料理等を堪能できると共に近くにある温泉施設で心
身とも施すことができます。また、当駅の展望所からは耳納連山(みのうれんざん)、雲仙岳、
佐賀平野を一望でき、関初日貴三霊÷‐;和さ‘“"｣す石山(せんごくやま)サザンカ目生

す口辷でる!こ礬【【…^憲“出9虎古野シ里遺跡』などがあり、観光
槌点として活用頂けます。

【さざんか千坊館(食事処、藤地直売所、展望所川

HI9,6 O

第
佐
8
寶
号 太良

佐
賀
県

籟蹴郡采震町
突撃靜衝申3498番地2

国道207号

質を崎カキ｣を焼く小屋が並んでいる様子は濃称『たらカキ隙網迫月と呼ばれ、当駅はその)曾爾
に位置し、自然豊かな有明海で水揚げされた竹崎カニ、竹鰭カキ等の魚介類をバーベキュー
感覚で堪能できます。特産品販売所には多良岳からの清流で育まれた新鮮野菜、みかん等
の農産物や有明海で水揚げされた魚介類等地域の特産品が豊富に繃っています。
また、眼前に広がる干満差6m以上にも及ぶミ有明海の湖の満ち干を通じて、月の引力を体感
することができます。

【たらふく館(特産品販売所)瀞Dたたり館(活性化センター)〆漁師の館(食4が処月

ll-94 O

計 13駅 7 6

※ 2 4時間使用可能な駐-転用とトイレ、情報提供施設は全てに共通して鑿篦されています‘※ 一体型:道路管理者が整備する駐車場やトイレと、市町村等が整錨する地域鬚興施設を一体的に整【借rるもの。
単独浄心市町村等が単独で駐車場、トイレ、地域振興施設を整鮪ずるもの.
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別図 第23回登録 ｢道の駅｣ 位置図 (平成 1 9 年 3月 1日付 追加登録)
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道路局路政課課長補佐 間渕 利明

圓

圓

翳

隧

第鰯◎圓 T飜圓 (米国交通運輸研究会議)

鐸次総会風び
来鬮の公共焚週の状況について

一
は
じ
め
に

米
国
ワ
シ
ン
ト
ン
D
.
C
･
に
お
い
て
、
第
八
六
回
T
R

B
年
次
総
会

(弓
[営
め□
oコ
巴
5
口
ヵ
の
お
費
目

切
0
費
Q
O觜
彗
の

Z
Pロ
o□P｣
き
P命
日
お
れ
米
国
交
通
運
輸
研
究
会
議
)
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
T
R
B
は
毎
年
一
月
、
ワ
シ
ン
ト
ン

D
.C
･
で
総
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
専
門
別
の
各
種
委

員
会
、
セ
ミ
ナ
ー
、
共
同
研
究
な
ど
の
活
動
を
行
い
、
論

文
発
表
、
意
見
交
換
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

例
年
と
同
様
に
世
界
各
国
か
ら
多
く
の
論
文
と
参
加
者

が
集
ま
り
、
活
発
な
意
見
交
換
及
び
交
流
が
図
ら
れ
ま
し

た
。
筆
者
は
本
総
会
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の

で
、
そ
の
様
子
を
紹
介
し
ま
す
。
合
わ
せ
て
訪
問
し
た
ヒ

　
　　

　　
　　

ハもぎ
　
　
　

　
　

され
、き
U

ユ
ー
ス
ト
ン
の
公
共
交
通
の
現
状
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

二

第
八
六
回
T
R
B
総
会
の
棚
暮

第
八
六
回
T
R
B
総
会
は
一
月
二
一
日

(日
)
か
ら
二

五
日

(木
)
の
五
日
間
に
わ
た
っ
て
、
ワ
シ
ン
ト
ン
D
･

C
･
の
三
つ
の
ホ
テ
ル

(g
pa
g
[拗
け
g
母
DB
)
雲
脣
已

で
分
散
し
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
多
く
の
参
加
者
は
会
場

と
な
る
各
ホ
テ
ル
に
滞
在
し
、
会
議
に
参
加
し
て
い
ま
し

た
。
三
つ
の
ホ
テ
ル
は
無
料
の
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
(写
真
1
)

で
結
ば
れ
、
一
五
分
に
一
本
程
度
の
頻
度
で
連
行
さ
れ
て

お
り
、
ス
ム
ー
ズ
に
会
場
の
移
動
が
行
え
ま
し
た
。
今
年

は
二
日
目
の
二
二
日

(月
)
に
は
急
激
に
寒
く
な
り
、
雪

が
積
も
り
ま
し
た

(写
真
2
)。
翌
日
は
除
雪
車

(写
真

姜首"〒セ 20073 2 7

写真 1 T R B シャ トルバス

　　 　　　
写真 2 ワシントンD .C .の降雪



3
)
が
走
り
回
る
な
ど
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
市
内

交
通
は
ほ
と
ん
ど
影
響
を
受
け
て
お
ら
ず
通
常
と
変
わ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
日
本
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
積
雪
を
、

ワ
シ
ン
ト
ン
で
見
ら
れ
る
と
は
予
想
以
上
の
寒
さ
で
し

た
。専

門
分
野
別
の
委
員
会
や
、
分
科
会
、
初
め
て
参
加
す

る
八
の
た
め
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
、
特
別
講
演
、
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
、
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
が
並
行
し
て
開
催
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
す
べ
て
を
じ
っ
く
り
見
て

回
る
こ
と
は
で
き
な
い
く
ら
い
充
実
し
た
内
容
で
し
た
。

事
前
に
T
R
B
の
専
用
ウ
ェ
ブ
上
で
、
キ
ー
ワ
ー
ド
な
ど

に
よ
る
検
索
を
行
っ
て
お
か
な
い
と
、
い
つ
、
ど
こ
で
、

ど
の
よ
う
な
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
あ
る
か
さ
え
も
、
す
ぐ
に
は

わ
か
ら
な
い
ほ
ど
で
し
た
。

各
セ
ッ
シ
ョ
ン
や
、
委
員
会
は
朝
八
時
か
ら
夜
九
時
す

ぎ
の
夕
食
後
ま
で
か
か
っ
て
、
三
つ
の
ホ
テ
ル
の
会
場
で

開
催
さ
れ
て
い
ま
し
た

(表
)。

今
回
の
総
会
に
は
、
連
邦
政
府
、
州
政
府
、
建
設
産
業
、

交
通
産
業
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
な
ど
の
実
務
者
、
大
学
等

の
研
究
者
、
学
生
、
N
P
O
等
の
参
加
者
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
ホ
テ
ル
ロ
ビ
ー
や
セ
ッ
シ
ョ
ン
会
場
な
ど
で
は
多

く
の
日
本
人
参
加
者
を
見
か
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

表 スケジュール概要

蟹明日 鮒明月 謂明火 日
目雑 鍋明太

ガ
識
をーワ

路
罐
凝

委
員
会

委
質
会

委
員
会 疵

廳

委
員
会

セッション

舞
員
会

官
“
“
蛆
V

撥
員
会

爵
“
で
出
V

委
員
会

セッション

、、

"
賤穢

-
ン

発表隷習
妙ぎ
淌き
ざ
瀞

セ

セ

委
員
会

讓
賀
会

委
員
会

ン縛導
勢
ゞ
★÷
“き

毎

隙
掟
礎燐

什
ミ
で
靱
V

セ

委
員
会

委
員
会

委
員
会
妙

ン
委
員
会

セツシヨ
饗
費
会

ヨ【"セ

緘
蹴

量

会
議
全
般
に
つ
い
て

T
R
B
の
受
付
は
一
〇
人
程
度
で
対
応
し
て
い
ま
し

た
。
す
で
に
朝

一
番
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
は
始
ま
ろ
う
と
し
て

い
ま
し
た
が
、
長
蛇
の
列
が
で
き
て
い
ま
し
た

(写
真

4

･
5
)
。
こ
こ
で
は
名
札
の
他
に
分
厚
い
プ
ロ
グ
ラ
ム

と
論
文
収
録
C
D

(写
真
6
)
を
受
け
取
り
ま
す
。

写真5 参加登録の長蛇の列 写真 4 T R B の受付窓口
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写真 3 作業をする除雪車



論
文
発
表
の
一
人
あ
た
り
時
間
が
約
二
〇
分
と
比
較
的

長
め
に
と
っ
て
あ
り
、
発
表
者
は
十
分
な
背
景
と
目
的
を

説
明
し
て
い
ま
し
た
。

一
セ
ッ
シ
ョ
ン
あ
た
り
、
四
~
五

人
く
ら
い
の
発
表
が
あ
り
、
司
会
者
の
好
み
に
も
よ
る
よ

う
で
す
が
、
最
後
に
ま
と
め
て
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
て
い

ま
し
た
。

ま
た
、
質
疑
応
答
が
と
て
も
活
発
だ
っ
た
こ
と
が
印
象

的
で
す
。
｢質
問
は
あ
り
ま
せ
ん
か
｣
と
の
司
会
者
の
合

図
と
同
時
に
会
場
か
ら
四
~
五
人
の
手
が
あ
が
っ
て
い
ま

し
た
。
産
官
学
の
各
方
面
か
ら
の
参
加
が
あ
る
会
議
で
す

か
ら
、
立
場
の
違
い
や
反
対
意
見
も
数
多
く
で
て
い
ま
し

た
。
そ
の
場
で
議
論
し
、
多
く
の
考
え
方
が
あ
る
こ
と
を

知
る
良
い
機
会
で
も
あ
り
ま
し
た
。

各
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
間
は
三
〇
分
ほ
ど
の
休
憩
時
間
が
設

け
て
あ
り
、
こ
こ
が
さ
ら
に
活
発
な
個
別
の
質
疑
応
答
の

DC
　　

-
》
-フ
論

写真6 配布されたプログラムと

場
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
名
刺
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
な
ど
が
交
換
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

発
表
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
合
間
を
縫
っ
て
、
各
委
目
容
云活
動

(本
委
員
会
、
小
委
員
会
と
も
)
も
併
せ
て
行
わ
れ
て
い

ま
し
た
。
中
に
は
正
式
委
員
の
み
の
参
加
と
い
う
委
員
会

も
あ
り
ま
し
た
が
、
ほ
と
ん
ど
の
委
昌
容
云
は
公
開
さ
れ
て

お
り
ま
し
た

(写
真
7
)。
こ
こ
で
は
現
在
の
委
員
会
活

動
の
内
容
、
今
後
の
セ
ミ
ナ
ー
開
催
や
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
の
実
施
等
の
他
に
今
後
の
活
動
の
方
針
に
つ
い
て
の
検

討
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

会
議
運
営
は
と
て
も
ス
ム
ー
ズ
で
、
機
材
の
不
具
合
は

写真8 ボス

　

　

あ
が
く

奄

　　　　

　

　

　　

　

　

　　

　

　 ツシヨン

一
度
も
見
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ポ
ス
タ
ー
セ

ッ
シ
ョ
ン
は
中
央
の
大
会
議
場
で
行
わ
れ
て
お
り
、
だ
れ

で
も
参
加
し
や
す
い
よ
う
に
な
っ
て
お
り
力
を
入
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す

(写
真
8
)。
ま
た
、
会
場
の
各

所
に
無
料
の
飲
料
水
の
提
供
が
あ
り
、
コ
ッ
プ
を
片
手
に

議
論
を
続
け
て
い
ま
し
た
。

四

セ
ッ
シ
ョ
ン
内
容
に
つ
い
て
の
概
嚢

今
回
は
主
に
公
共
交
通
に
関
連
す
る
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
参

加
し
ま
し
た
。
こ
の
中
で
、
各
地
の
L
R
T
や
B
R
T
の

取
組
み
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
は
典
型
的
な
車

社
会
で
あ
り
、
そ
れ
ほ
ど
検
討
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な

　　　　　　 　 　　
写真7 委員会の開催状況

1浦キ〒セ 20073 29



い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
逆
に
車

社
会
で
よ
い
の
か
と
の
意
識
か
ら
、
各
地
で
様
々
な
取
組

み
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

高
速
道
路
に
バ
ス
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
取
組
み
に
お

い
て
は
、
高
速
道
路
の
巨
大
な
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
で
複

雑
に
ル
ー
プ
が
入
り
組
ん
で
い
る
写
真
を
見
せ
な
が
ら
、

｢こ
の
写
真
の
中
に
バ
ス
停
が
あ
り
ま
す
。
見
つ
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
か
?
｣
と
の
発
表
者
か
ら
の
問
い
か
け
に

対
し
、
会
場
か
ら
笑
い
が
漏
れ
ま
し
た
。
質
問
は
ま
さ
に

ア
メ
リ
カ
は
典
型
的
な
車
社
会
で
、
現
在
の
取
組
み
は
本

当
に
小
さ
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
し
た
。

T
R
B
の
公
共
交
通
計
画
部
会
長
は
米
国
の
L
R
T
に

つ
い
て

｢T
R
B
で
の
委
員
会
で
は
積
極
的
な
議
論
が
行

う
こ
と
が
で
き
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
ア
メ
リ

カ
全
体
と
し
て
は
ま
だ
ま
だ
取
組
み
は
ま
だ
ま
だ
不
十
分

で
、
大
き
な
流
れ
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
今
後
と
も
積

極
的
な
取
組
み
が
必
要
で
す
。｣
述
べ
て
い
ま
し
た
。

五

ワ
シ
ン
ト
ン
□
10
1に
つ
い
て

ワ
シ
ン
ト
ン
D
.
C
･は
地
下
鉄
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、

東
京
と
比
較
す
る
と
そ
れ
ほ
ど
混
雑
も
な
く
、
移
動
に
お

い
て
快
適
で
し
た
。地
下
鉄
の
断
面
は
大
き
く
(写
真
9
)、

特
に
二
つ
の
路
線
が
交
差
す
る
駅
に
お
い
て
は
、
二
階
建

て
と
な
っ
て
お
り
、
天
井
が
と
て
も
高
く
感
じ
ら
れ
ま
し

た

(写
真
中
)。
地
震
荷
重
を
考
慮
し
な
く
て
よ
い
こ
と

は
設
計
の
自
由
度
を
上
げ
、
快
適
な
空
間
を
創
出
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

予
約
時
期
が
遅
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
会
場
及
び
会
場
周

辺
の
ホ
テ
ル
は
満
室
で
、
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
宿
泊
し
ま

写真 9 大きい地下鉄断面

し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
ホ
テ
ル
内
で
は
、
部
屋
の
入
り
口

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
ト
イ
レ
、
風
呂
等
扉
は
全
て
、
車
い

す
対
応
に
な
っ
て
身
障
者
に
対
す
る
配
慮
は
行
き
届
い
て
い

ま
し
た
。
ま
さ
に
A
D
A
の
衝
撃

(※
)
で
し
た
。

※
!

｢A
D
A
の
衝
撃

-
障
害
を
も
つ
ア
メ
リ
カ
人
法
-
｣

八
代

英
太
氏

･
富
安
芳
和
氏
編
。
(
一
九
九
一
年
学
苑
社
刊
)。
A
D
A

法

(ア
メ
リ
カ
障
害
者
法
、
>
ヨ
の自
営
の
そ
茸

字
助田町
蚕
①の
き
[
O吟

-"
o)
は
、
一
九
九
O
年
に
制
定
さ
れ
た
、
障
害
に
よ
る
差
別
を

禁
止
す
る
適
用
範
囲
の
広
い
法
律
で
す
。

　

都
市
内
は
一
部
分
し
か
見
て
回
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

?セ

で
し
た
が
、
や
は
り
車
が
な
い
と
不
便
な
よ
う
に
感
じ
ま

行首
一

し
た
。
写
真
=
の
よ
う
な
バ
ス
も
連
行
さ
れ
て
い
ま
し
た

、,

が
、
歩
い
て
い
る
人
は
そ
れ
ほ
ど
見
か
け
ま
せ
ん
で
し
た

効



　　
鬘
語
義

選　　
　
　

　
　
　

写真 12 ヒューストン市内の整備された道路

が
、
歩
道
が
よ
く
整
備
さ
れ
て
い
る
印
象
も
併
せ
て
持
ち

ま
し
た
。

ワ
シ
ン
ト
ン
市
内
タ
ク
シ
ー
が
料
金
ゾ
ー
ン
制
を
と
っ

て
い
た
こ
と
も
あ
り
、

一
つ
の
ゾ
ー
ン
内
の
移
動
で
あ
れ

ば
一
〇
ド
ル
と
一
定
の
た
め
、
短
い
距
離
を
乗
る
と
き
に

は
割
高
感
が
あ
り
ま
し
た
。
現
在
、
料
金
体
系
を
距
離
制

に
し
よ
う
と
検
討
中
と
の
こ
と
で
し
た
が
、
導
入
の
時
期

は
未
定
と
の
こ
と
で
し
た
。

穴

ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
に
お
け
る

酋
異
変
週
に
つ
い
て

ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
は
テ
キ
サ
ス
州
で
は
最
大
の
都
市
で
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
、
シ
カ
ゴ
に
次
ぐ
全
米

第
四
位
の
人
口
を
持
ち
、
メ
キ
シ
コ
湾
に
面
し
た
ア
メ
リ

カ
南
部
に
位
置
す
る
大
都
市
で
す
。
で
す
。
特
に
有
名
な

の
が
N
A
S
A
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン
宇
宙
セ
ン
タ
ー

(
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
)
で
す
が
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
に
油
田
が
発
見
さ
れ
、
全
米
の
石
油
精
製
能
力
の

1
/
3
が
集
積
す
る
重
要
都
市
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
は
図
1
の
よ
う
に
中
央
に
環
状
道
路
と

放
射
道
路
が
整
備
さ
れ
た
広
大
な
都
市
で
す
。
ま
さ
に
車

が
な
い
と
生
活
が
で
き
な
い
と
い
う
典
型
的
な
車
社
会
で

す

(写
真
惨
)。

ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
の
市
街
地
を
走
る
L
R
T
、
メ
ト
ロ
レ

イ
ル

(写
真
1 3
)
は
、
北
は
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
大
学

(C
F

□
o
そ
口
[o
名
己
、
南
は
フ
ァ
ニ
ン

･
サ
ウ
ス

(野
口
三
口
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図 1 ヒューストン市街地図
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写真 15 身障者用スペース

写真 13 メトロレイル (ヒューストン)

の
oc暮
)
の
南
北
を
全
長
約

一
二
m
の
路
線
で
一
六
の
駅

が
あ
り
、
片
道
三
〇
分
で
結
ん
で
い
ま
す

(図
1
"太
線

(中
央
下
)、
図
2
)。
現
在
の
南
の
終
着
駅
に
は
車
庫
と

整
備
場
が
あ
り
、
保
守
点
検
を
行
っ
て
い
ま
す
。

車
両
は
連
節
の
低
床
車
両

(写
真
曽
)
で
あ
り
、
最
高

時
速
一
〇
六
鬮
(六
六
マ
イ
ル
)
の
二
〇
〇
人
乗
り
で
す
。

将
来
的
に
は
郊
外
へ
の
延
伸
も
考
慮
し
て
、
こ
の
速
度
に

な
っ
た
と
の
こ
と
で
す
が
、
郊
外
へ
の
延
伸
は
ま
だ
ま
だ

先
の
よ
う
で
す
。障
害
者
へ
の
配
慮
も
行
き
届
い
て
お
り
、

車
い
す
専
用
の
ス
ペ
ー
ス
が
設
け
ら
れ
て
お
り
ま
す

(写

真
誌
)。

運
賃
は
全
区
間
乗
っ
て
も
、
大
人
一
ド
ル
で
す
。
ニ
ド

写真 16 24 時間チケット

ル
で
二
四
時
間
券

(翌
日
の
購
入
時
間
ま
で
有
効
)
が
自

動
販
売
機
で
購
入
で
き
、
L
R
T
と
中
心
部
の
バ
ス
が
乗

り
放
題
で
し
た

(写
真
俗
)。
バ
ス
は
一
〇
〇
を
超
え
る

ル
ー
ト
が
あ
り
、
バ
ス
の
案
内
所
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
刻

表
と
ル
ー
ト
マ
ッ
プ
が

一
面
に
並
ん
で
い
ま
し
た
。

南
の
終
着
駅
の
フ
ァ
ニ
ン
･
サ
ウ
ス
に
位
置
す
る
車
両

整
備
工
場
を
訪
問
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
毎
日
の
清
掃
、

点
検
か
ら
大
規
模
な
改
修
ま
で
何
で
も
こ
な
す
工
場
で
し

た
。
訪
問
し
た
と
き
も
二
連
節
の
車
両
が
作
業
ス
ペ
ー
ス

に
入
っ
て
お
り

(写
真
仔
)、
車
輪
を
削
っ
て
の
大
き
さ

の
バ
ラ
ン
ス
を
調
整
す
る
た
め
の
作
業
が
行
わ
れ
て
お
り

ま
し
た
。

写真 17 整備中の車両
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写真 18 液晶パネルの運転台

七

ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
に
お
け
る

L
R
〒
の
位
置
づ
け

ア
メ
リ
カ
で
は
、
ま
だ
ま
だ
自
動
車
に
乗
る
こ
と
は
あ

る
種
の
ス
テ
ー
タ
ス
で
あ
る
と
の
認
識
で
、
バ
ス
や
L
R

T
な
ど
の
公
共
交
通
は
、
低
所
得
者
層
の
乗
り
物
で
あ
る

と
い
う
考
え
が
根
底
に
あ
る
よ
う
で
す
。
料
金
は
確
か
に

低
く
抑
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
実
際
バ
ス
に
乗
っ
て
み
る

と
、
ス
J
ツ
姿
の
女
性
や
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
は
ほ
と
ん
ど
見

ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

町
の
中
心
部
に
は
、
駅
の
周
辺
に
は
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ

ン
タ
ー
や
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド
の
店
が
並
ん
で
い
ま
す
。

少
し
郊
外
に
は
ず
れ
る
と
そ
こ
は
、L
R
T
駅
と
バ
ス
停
、

駐
車
場
の
み
と
言
っ
た
本
当
の
交
通
結
節
点
の
状
況
に
な

り
ま
す
。

日
本
的
に
は
、
コ
ン
ビ
ニ
等
の
商
店
や
、
ト
イ
レ
な
ど

設
置
す
れ
ば
駅
前
の
活
性
化
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思

っ
て
質
問
し
て
み
る
と
、
食
べ
物
を
扱
う
お
店
は
極
力
出

店
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
と
の
こ
と
。
そ
れ
は
車
内

に
持
ち
込
ま
れ
て
飲
食
さ
れ
る
と
車
内
が
汚
れ
、
快
適
で

な
く
な
る
こ
と
、
清
掃
費
用
が
か
か
る
こ
と
、
他
の
乗
客

と
の
ト
ラ
ブ
ル
の
元
に
な
る
た
め
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し

た
。車

内
放
送
及
び
車
内
看
板
で
、
車
内
で
の
飲
食
は
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
十
分
に
は
徹
底
し
て
い
な
い
よ
う
で

運
転
台
は
液
晶
モ
ニ
タ
ー
を
中
心
と
し
て
、
ド
ア
の
開

け
閉
め
状
況
や
、
ブ
レ
ー
キ
の
状
況
な
ど
の
全
て
の
情
報

が
集
中
的
に
管
理
さ
れ
て
い
ま
し
た

(写
真
誌
)。
ま
た

こ
の
整
備
工
場
に
は
運
転
技
能
の
向
上
の
た
め
の
研
修
施

設
も
併
設
さ
れ
て
お
り
、
運
転
す
る
人
は
こ
こ
で
の
研
修

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
研
修
で
は
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ

ー
を
採
用
し
て
お
り
、
気
候
条
件
、
や
周
辺
交
通
条
件
な

ど
を
変
化
さ
せ
訓
練
を
行
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

私
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
ま
し
た
が
、
カ
ー
ブ
で
の
ス
ピ
ー
ド

超
過
の
た
め
、
車
軸
が
折
れ
て
し
ま
い
連
行
不
能
と
な
り

ま
し
た
。

す
。
運
転
手
と
車
掌
が
二
人
乗
車
し
て
い
ま
す
が
、
巡
回

し
て
飲
食
を
注
意
し
て
い
る
よ
り
も
、
車
両
の
連
行
の
安

全
性
確
保
に
忙
し
い
と
の
こ
と
で
し
た
。
実
際
、
通
路
に

ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
チ
ェ
ー
ン
の
紙
袋
が
置
か
れ
て
い
ま
し
た

(写
真
博
)。最
後
は
マ
ナ
ー
に
頼
る
ほ
か
な
さ
そ
う
で
す
。

お
も
し
ろ
い
取
組
み
と
し
て
、
五
分
ご
と
に
香
り
を
噴
射

す
る
こ
と
を
試
験
的
に
実
施
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

乗
客
の
中
に
は
あ
ま
り
清
潔
で
な
い
人
も
乗
っ
て
く
る
の

で
、
に
お
い
を
気
に
す
る
乗
客
か
ら
の
苦
情
の
対
策
と
し
て

の
試
験
的
な
導
入
で
し
た
。
香
り
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、

誰
で
も
心
地
よ
く
感
じ
て
、
心
を
落
ち
着
か
せ
る
こ
と
を
考

慮
し
て
、
モ
ー
ニ
ン
グ
フ
レ
ッ
シ
ュ

(K
O白
目
領
聟
霧
己

の
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写真 19 車内に放置されたゴミ
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香
り
を
ベ
ー
ス
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
香
り
に
よ
っ
て
、

車
内
が
す
が
す
が
し
く
感
じ
て
、
よ
り
清
潔
な
よ
う
に
感
じ

ら
れ
る
効
果
も
あ
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
日
本
で
も
朝
夕
の

ラ
ッ
シ
ュ
時
な
ど
、
通
勤
を
少
し
で
も
快
適
な
状
況
に
す
る

手
法
の
一
つ
と
し
て
検
討
の
価
値
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま

す
。L

R
T
は
さ
ら
な
る
延
伸
を
目
指
し
て
各
種
の
検
討
が

な
さ
れ
て
お
り

(図
3
)、
計
画
さ
れ
て
い
る
路
線
は
、

中
心
市
街
地
と
西
部
に
あ
る
副
都
心
の
ギ
ャ
レ
リ
ア
地
区

を
結
ぶ
東
西
線

(二
0
-
-
年
完
成
予
定
)。
北
部
に
あ

る
ジ
ョ
ー
ジ
･
ブ
ッ
シ
ュ
国
際
空
港
を
結
ぶ
南
北
線

(二

〇
三

年
部
分
開
業
予
定
)。
東
南
部
に
位
置
す
る
国
内

空
港
で
あ
る
ホ
ビ
ー
空
港
を
結
ぶ
東
南
線
な
ど
が
あ
り
ま

す
。
い
く
つ
か
の
ラ
イ
ン
に
お
い
て
は
部
分
的
に
工
事
が

始
ま
っ
て
お
り
、
早
期
の
完
成
が
待
た
れ
て
い
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
米
国
に
お
い
て
も
L
R
T
の
取
組
み

は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
引
き
続
き
情
報
を
収
集
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
T
R
B
及
び
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
に
訪
問
す
る
機

会
を
与
え
て
頂
い
た
関
係
者
、
T
R
B
委
員
会
の
関
係
者

館

に
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
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グ
ッ
ド
パ
ー
キ
ン
グ
制
度
に
縮
け
る

初
め
て
の
優
良
駐
草
場
の
認
証
決
電

財
駐
車
場
整
備
推
進
機
構

一

は
じ
め
に

日
本
に
お
け
る
駐
車
場
は
、
年
々
整
備
が
進
め
ら
れ
て

き
て
お
り
、
駐
車
場
利
用
者
か
ら
利
便
性
･
安
全
性
等
の

駐
車
場
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
が
強
く
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
て
い
ま
す
。

グ
ッ
ド
パ
ー
キ
ン
グ
制
度
は
、
駐
車
場
利
用
者
に
好
ま

し
い
サ
ー
ビ
ス
水
準
に
あ
る
駐
車
場
を
お
知
ら
せ
す
る
と

と
も
に
、
駐
車
場
全
体
の
サ
ー
ビ
ス
水
準
の
向
上
を
目
的

と
し
て
、
一
定
レ
ベ
ル
の
品
質
水
準
を
満
た
し
た
駐
車
場

を
認
証
し
公
表
す
る
制
度
で
す
。

平
成
一
八
年
六
月
に
本
制
度
を
創
設
し
て
、
こ
の
度

｢優
良
駐
車
場
｣
の
認
証
を
決
定
し
、
一
月
三
〇
日
に
認

証
書
の
交
付
式
を
行
い
ま
し
た
。

ニ

グ
ツ
ド
バ
ー
疵
ン
グ
制
鹿
の
内
容

本
制
度
は
、
｢駐
車
場
サ
ー
ビ
ス
水
準
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス

ト
｣
に
よ
り
自
己
診
断
し
た
駐
車
場
の
経
営
者
、
ま
た
は

管
理
者
の
希
望
に
応
じ
て
、
そ
の
申
請
に
基
づ
き
審
査
を

行
い
、
優
良
な
駐
車
場
を
認
証
し
ま
す

(図
1
)。

1

駐
車
場
サ
ー
ビ
ス
水
準
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
は
、
駐
車
場
利
用
者
が
利
用
し
や

す
い
駐
車
場
を
選
択
す
る
た
め
の
目
安
と
し
て
、
ま
た
、

駐
車
場
の
経
営
者
ま
た
は
管
理
者
が
整
備

･
改
善
す
る
際

の
目
安
と
し
て
策
定
し
ま
し
た
。

策
定
に
当
た
っ
て
は
、
駐
車
場
利
用
者
の
視
点
に
立
っ

て
確
保
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

｢サ
ー
ビ
ス
水
準
｣

に
つ
い
て
、
先
ず
必
要
な
項
目
を
抽
出
し
、
①
利
便
性
、

②
安
全
性
･
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
、
③
身
体
障
害
者
等
へ
の

対
応
、
④
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
、
⑤
環
境

･
省
エ
ネ
の
五
分

野
四
五
項
目
か
ら
な
る
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
と
し
て
取
り
ま

と
め
ま
し
た
。
特
に
確
保
す
べ
き
必
要
性
の
高
い
サ
ー
ビ

ス
に
つ
い
て
は
、
｢重
要
項
目
｣
と
し
て
三
一項
目
を
設

定
し
て
い
ま
す

(表
粥
頁
参
詔
霧

◆◆

2

グ
ッ
ド
パ
ー
キ
ン
グ
制
度
に
よ
る
申
請

の

対
象
駐
車
場

①

有
料
･
無
料
を
問
わ
ず
、
広
く
公
共
に
開
放
さ
れ

て
い
る
路
外
駐
車
場

②

申
請
時
点
で
営
業
開
始
か
ら
継
続
し
て
、
一
年
以

上
営
業
し
て
い
る
駐
車
場

②

申
請
受
付
期
間
=随
時
受
け
付
け
中

国

審
査
期
間
"年
に
数
回
、
審
査
を
実
施
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写真 1 優良駐車場認証書

書

ト
証
ザ

認
プ

優良駐車場の認証を希望する場合

　

　

　
　
　
　

　

』意"
鰤

審

“

交

表

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

一般利用者の周知

駐車場全体のサービス水準の向上

図 1 チェックリストとグッドパーキング制度のスキーム

キング制度への申請

、

証

鰯
葵
溌
メ

レ

蘂
糞饑三

乙̂

鞁
捧

医

ド

鰯
辺

＼

乃

鱗

^

ト
ヴ

鱸

、

※
"

写真 2 認証プレート

粁ム
隣
義
務
ち
うハ
舎
･八製
分ん
ち戟.“ふ
ん
朴移
れ
ム
舞あ
ゑ
鯰
ゑム
率
燕ふ
訟ん
ト
降ろあ
莇
もあ
表
紙絡
ん
各
亀

岡

審
査
の
方
法

有
識
者
で
構
成
す
る

｢優
良
駐
車
場
審
査
委
員
会
｣
に

駐
車
場
を
示
す
プ
レ
ー
ト

(写
真
2
)
を
交
付
し
ま
す
。

て
い
る
こ
と

③

評
価
項
目
全
体
で
概
ね
八
割
以
上
を
満
足
し
て
い

る
こ
と

◎

｢優
良
駐
車
場
認
証
書
｣
の
交
付

優
良
駐
車
場
と
認
証
さ
れ
た
駐
車
場
は
、
当
機
構
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
上
で
公
表
す
る
と
と
も
に
、
申
請
者
に
認
証
書

(写
真
1
)
を
交
付
し
ま
す
。
ま
た
、
希
望
に
よ
り
優
良

て
、
次
の
評
価
の
視
点
で
審
査
を
行
い
ま
す
。

3

ロ
ゴ
マ
ー
ク
′
｢
の
0
O
Q
U
田
袋
雪
鱒
マ
ー
ク
′｣

7

｢
Q
o
o
o
ャ
p[六
日
m
マ
ー
ク
｣
は
、

一
定
んレ
ベ
ル
の
口中
所員

2

《駐
車
場
サ
ー
ビ
ス
水
準
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
よ
る
評
価
》

①

評
価
項
目
の
う
ち
、
重
要
項
目
を
全
て
満
足
し
て

い
る
こ
と

②

各
分
野
で
評
価
項
目
の
概
ね
六
割
以
上
を
満
足
し

水
準
を
満
た
し
た
優
良
駐
車
場
を
証
す
る
ロ
ゴ
マ
ー
ク
で

微

あ
り
、
優
良
駐
車
場
と
認
証
さ
れ
た
駐
車
場
で
あ
る
こ
と

道

を
利
用
者
に
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
乍
、
し
た
も
の

自 己 判 断

品質 ･サービスの向上

駐車場の利用者

駐車場の評価

チェックリストの活用

駐車場の選択

駐車場の経営者または管理者



　マ~コロn乙図
ク　　nkね　

ク
G

で
す

(図
2
)。

の

コ
ン
セ
プ
ト

グ
ッ
ド
パ
ー
キ
ン
グ
の
頭
文
字
G
の
小
文
字

｢
g
｣
を

モ
チ
ー
フ
に
し
、
自
動
車
の
ハ
ン
ド
ル
や
タ
イ
ヤ
を
レ
イ

ア
ウ
ト
し
た
も
の
で
デ
ザ
イ
ン
し
ま
し
た

(イ
メ
ー
ジ
カ

ラ
ー

"
グ
リ
ー
ン

(□
召

翁
巴
)
。

②

所
有
者

当
機
構
が
所
有
す
る
ロ
ゴ
マ
ー
ク
で
す

(現
在
、
商
標

登
録
出
願
中
で
す
)。

③

使
用
及
び
活
用

優
良
駐
車
場
の
認
証
書
の
交
付
を
受
け
た
事
業
者
は
、

ロ
ゴ
マ
ー
ク
を
無
償
で
使
用
し
、
認
証
さ
れ
た
駐
車
場
の

広
報
活
動
や
営
業
促
進
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。地

図
会
社
及
び
報
道
機
関
等
は
、
認
証
さ
れ
た
駐
車
場

に
関
す
る
表
示
ま
た
は
記
述
を
す
る
場
合
等
に
ロ
ゴ
マ
ー

ク
を
無
償
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

三

認
罰
き
れ
た
優
良
駐
車
場

こ
れ
ま
で
中
請
を
受
け
た
駐
車
場
の
中
か
ら
、
｢渋
谷

駐
車
場
｣
(東
京
都
渋
谷
区
)
と

｢松
戸
駅
西
口
地
下
駐

車
場
｣
(千
葉
県
松
戸
市
)
の
二
ヵ
所
の
駐
車
場
を
認
証

し
ま
し
た
。

｢渋
谷
駐
車
場
｣
(写
真
3
)
は
、
区
立
宮
下
公
園

(人

工
地
盤
)
下
の
平
面
式
駐
車
場
で
す
。
場
内
は
明
る
く
、

バ
レ
ー
方
式

(係
員
に
よ
る
入
出
庫
サ
ー
ビ
ス
)
を
採
用

し
て
お
り
、利
用
者
に
非
常
に
親
切
な
公
共
駐
車
場
で
す
。

｢松
戸
駅
西
口
地
下
駐
車
場
｣
(写
真
4
)
は
、
自
走
式

地
下
二
層
の
駐
車
場
で
す
。
車
路
は
一
方
通
行

(四
m
)

で
、
駐
車
マ
ス
幅

(二
･
五
m
)
と
同
様
に
広
く
、
と
て

も
利
用
し
や
す
い
公
共
駐
車
場
で
す
。

四

お
わ
り
に

グ
ッ
ド
パ
ー
キ
ン
グ
制
度
は
今
年
度
ス
タ
ー
ト
し
た
ば

か
り
で
、
今
後
は
制
度
の
普
及
が
重
要
で
あ
り
、
駐
車
場

利
用
者
な
ら
び
に
駐
車
場
の
経
営
者
等
の
方
々
に
知
っ
て

い
た
だ
く
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

本
制
度
の
認
知
度
を
高
め
る
こ
と
は
、
Q
o
o
o
せ
費
六
日
鱒

マ
ー
ク
を
表
示
し
た
サ
ー
ビ
ス
水
準
の
高
い
駐
車
場
を
増

や
し
、
駐
車
場
利
用
者
の
利
便
性
の
向
上
に
な
り
、
本
制

度
の
目
的
へ
つ
な
が
る
と
考
え
ま
す
。

転
げ

　

　

　

　
　

　

　
　
　

　

　

国

ぬ

覇　　　

写真 4 松戸駅西口地下駐車場 写真 3 渋谷駐車場

道行セ 2007,3 3 7



表 駐車場サービス水準チェックリスト (項目概要版)

　　　　　　　　　 　　　　　
田発地 蓬蜜詠災轢 蝋 鬱公開謬る嬬入手できるようにはれ

。 ; i
選び対し･ 燻 ミ 礬教護総公報皺ま･敲け贅潴溜繋ぎソ轟き開鑿を, 8 l l

瀞鰹礬憲銀競艇響き珍鰐隊き搬彰を
“

/ / / ;/ !
入出場しやすい 人=総エー ? 入出庫トラブルの燭台、インターフォン等ですぐに係員と遼齢が取れる妙にしてあを l l
入場しやれ ･ 入庫口 8 入醸口燭期券などの受け腋りが、スムーズに行える状態にはある しノノノI

繊忙マメに面Kいない}総力鰍一蹴 蹴 球 蹠 ･謙る◇ ◎ / ; -移動しやすい 駐車階 lo 出入り口、エレベーター等の鸚聯等を示す誘導サルや嬢議が,分かり弱く記穢してね&

　　　　　　　 　　　 　停めやすい 駐車繋 留 駐車マスーコネとりがあり広くて体治やすく、みな物な!の出し入れもし易くしてある.
目的地に行きやれ、 場内 感 鰯雲場内に近翼の案内表示などをし、鮭庫掛から目的地＼行きやすい朝礼ている. l l

　　 　 　　　　　　　　　　 　 　 　　 　俗 遡りjな燭期に分かり易く蒲数表示がしてある,
駐車勝 蛎 競度マン誇り終発巡させる藤二左右給う)以上の見通しゐ蘇りは床してある / / / / l l

掛しやれ･ 瀕 蹴鰡燃 獏二してあるt 七夕ll8 駐車料金の支払いに、現金の他、クレジノトカード等が利用山繁るように七とある。
護憲n 的 出庫行で力一概にどの挿入奪頼んムーズに行えて凌駕館にはふる。 / / / / lノノノノ l

小計(華麗実れに騙すあ分毀て"八の毅)
(の安全性‐セキユリテ 御 する分野く1O項目) l釀平面撰皆定義鰡鶴瀬 lキーワード 場所 番号 項 目

驗 察さ翻燃したバ綴してある, l / ! l幻 難聴鰻への人擬時、入隊バーの手前に難l台分以上の満留ヌノミースが談撤してふる.
搬 出b耕一と街燈まM間翻刻合う)以上磯詠ん祕跛證し◎を l l l

交通の災金 田f封 “ 率が斜面測る際その旨を歩行者など執らせている l e l l
舞 琺瑯nを人鮒と間違わない状態にしてある. l e l l

　 　　　　　　　　　　　 　 　 　
　 　 　節 車路では、人や率の動きを見過ごさないり、明るさを確保してある。

　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　　　　
第 辱主翼粥線を監視できるように{てあり、利用戦の状渋漉嶺できるようにしてある, l l l

小聞く女上姓･セキュリティに幾自ら分啜尹でのく)の欧)

(3〉熱 鯖 鵺【こ関する分野(8項目) 癩平面苦難麟穢嗣 ,洲キーワード 場所 番号 項 目
入即日 胸 身体縦書川洲可能であることを、入蹄逝くに分かり易く表示してあるこ ね l l説 身体輝轡者川の駐車マス“、事情ゾヤ紫降りできるようにtてある。

　　　 　　　　　　　　　 　　 　　 　性の向 lも 鎖 身体障害神川同轍)実利帷そばいるェメーターが訟擁ばある. / / l
馬 身体陳腐者用の駐車マス"て辺ぴ、項に近い張るに設置tノてあれ l / / ノノl l

皺め‘ 締路等麟奪ゐ轢く滋子等の逓館 寒 波うには為も - l --~l37 Iそぐを滑りにくくして誇り、下肢の不自由な人鱗が、安心も】℃歩けるようにして為ろ。
小計(身体鰹著者等に関する分野での0の斂)

(4 )ホスピタリテ 緘 する分野(3項目) l請平面苦難覆簇麓姦如･lキーワード 場所 番号 項 目

''“'''“''“鮴 礬義務t羸弱橇縦もぎ繁賞鰤 淺 きる 十 一~ -----… ~h i l
lo 駐車鰺 (駐車増 .離籍!転進勝費なりが、全体的にきれい主権符を釜燃し偽る。 l l l

小計(ボスピタリテ‘に脚する分勝でのりの承)
(5)環境‐景観‐省エネI 謝 る分野(6項目) l潴平面撰皆寒蕊籤籏颪l,尋キーワード 場所 番号 項 目

　 　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　
　　　　

　 　感 ぜ秀者橇の鰐合いスペースが有り,靭炬スペースと滕短スペースの分磁がしてある,
景饑 外観 産毛 施設全体今月観幻聴鰭さま鱒及びまち並みに実無く滋和議漱い,妙にむくある. I l l

緑化･省エネ 旗敵全体 楯 緑化糟なそなどへの取り褒め丸く斬る 1

　　　　　　 　 　　　　　　合計項目数 l l
※ 詳しくは当機構ホームページ (http://w w w .parking.or.ip ) をご覧ください。

　　 　　　　　 　　　　　



　

　　

　

　

　

　　

　
　
　
　

　

囮自
転
車
等
駐
嘩
器
具
の

綴

圈

占
用
に
つ
い
て

(そ
の
3
)

贓

　

　

鞠

道
路
局
路
政
課
道
路
利
用
調
整
室

鮫

瞬
駝=
蛭
樅
遷
岡
田圈岡
=
弧
範
=
琶
B
踵
證
親鱸
拗
岡
船圀
輔
=
田=閏
餌軽
==
国圀同
酸副蟹
孃
鰹
圈轉問
醐圃
=
岬
圏齦嗣
瞬襲
圏醸壯
国搦盤
鵺覊鵺
綴鯉烟
國団晒
=
閻
圏国藺
國園=
霞霊
錮
鰕
證
圀
野酵韓
霞
円
圃団田
瞬目璽
酸=
臨

(ラ
ン
チ
か
ら
戻
っ
て
き
た
三
人
)

は
い
。
自
転
車
用
駐
車
器
具
と
二
輪
自
動
車
用
駐
車

大
野
係
員

器
具
の
占
用
の
場
所
の
基
準
の
違
い
で
し
た
よ
ね

(も

あ
~
、
お
な
か
一
杯
。
課
長
御
用
始
め
の
日
か
ら
ご

う
一
回
条
文
読
み
返
さ
な
く
ち
ゃ
･･･)。

馳
走
様
で
し
た
。今
年
も
い
い
一
年
に
な
り
そ
う
で
す
。

坂
上
係
員

で
も
、
改
め
て
放
置
自
転
車
の
多
さ
に
ビ
ッ
ク
リ
し
ま

は
い
、
課
長
。
第
十
一
条
の
七
の
第
二
号
と
第
十
一

し
た
ね
。

条
の
八
の
第
二
号
に
は
、
自
転
車
や
歩
行
者
が
通
行
す

渡
邊
課
長

る
こ
と
が
で
き
る
部
分
の
幅
員
を
確
保
す
る
よ
う
規
定

本
当
だ
ね
。放
置
自
転
車
対
策
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
よ
く
見
る
と
規
定
ぶ
り
が
違
い
ま

気
を
付
け
て
歩
か
な
い
と
、
今
朝
の
大
野
君
み
た
い
に

す
。
ま
ず
自
転
車
用
が
、
法
面
若
し
く
は
側
溝
上
の
都

な
っ
ち
ゃ
う
ね
。
そ
う
そ
う
、
報
告
書
も
忘
れ
な
い
よ

分
又
は
自
転
車
道
、
自
転
車
歩
行
者
道
若
し
く
は
歩
遭

う
に
!

上
に
設
け
る
場
合
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
二
輪

大
野
係
員

自
動
車
用
に
つ
い
て
は
ど
こ
に
設
け
る
場
合
と
い
う
場

　
　　
　　
　　　

　

　

渡
邉
課
長

何
だ
ま

っ
ち
ゃ
っ
て
い
る
ん
だ
い
?

さ
あ
さ
あ
、

早
速
、
午
前
中
の
続
き
を
や
る
ぞ
!

大
野
係
員

自
動
車
用
に
つ
い
て
は
ど
こ
に
設
け
る
場
合
と
い
う
場

所
は
列
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
、
も
う
一
つ

あ
り
ま
す
。
自
転
車
用
が
自
転
車
等
が

｢通
行
す
る
こ

と
が
で
き
る
部
分
の
一
方
の
側
の
幅
員
｣
と
な
っ
て
い

る
の
に
対
し
、
二
輪
自
動
車
用
は
単
に

｢通
行
す
る
こ

と
が
で
き
る
部
分
の
幅
員
｣
と
な
っ
て
い
ま
す
。

渡
邊
課
長

そ
う
だ
ね
。
で
は
ー
。

坂
上
係
員

分
か
っ
て
い
ま
す
。
何
故
か
っ
て
こ
と
で
す
よ
ね
。

自
転
車
用
が
一
方
の
側
の
幅
員
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

自
転
車
用
で
あ
れ
ば
車
道
以
外
の
ど
こ
に
で
も
設
け
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
で
、
例
え
ば
、
歩
道
の
中
央
部

分
付
近
に
植
樹
帯
が
あ
り
、
そ
の
植
樹
帯
間
に
設
置
す

る
方
が
適
当
で
あ
る
場
合
に
は
、
両
側
に
幅
員
を
確
保

す
る
必
要
ま
で
は
な
く
、
一
方
の
側
で
足
り
る
の
に
対

し
、
二
輪
自
動
車
用
に
つ
い
て
は
車
道
に
近
接
す
る
部

分
に
限
定
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
必
然
的
に
路
端
に
近

･接
す
る
側
の
み
確
保
す
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
た
だ
、
自
転
車
用
が
場
所
を
列
記
し
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
!
。

渡
邊
課
長

大
野
君
、
分
か
る
か
な
?

大
野
係
員

.･････o

渡
邊
課
長

二
人
と
も
し
ょ
う
が
な
い
な
。
そ
も
そ
も
第
十
一
条

の
七
及
び
第
十
一
条
の
八
の
規
定
は
、
自
転
車
等
駐
車

器
具
を
設
置
す
る
際
の
基
準
だ
け
れ
ど
、
自
転
車
用
に

つ
い
て
は
車
道
以
外
で
あ
れ
ば
ど
こ
に
で
も
設
け
る
こ

と
が
で
き
、
例
え
ば
歩
道
を
有
し
た
道
路
の
法
面
に
ラ

ッ
ク
を
設
け
当
該
ラ
ッ
ク
に
自
転
車
が
歩
道
に
は
み
出



す
よ
う
な
形
で
駐
車
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
よ
ね
。

ら
れ
る
道
路
の
部
分
の
面
積
と
な
る
ん
で
す
よ
ね
。

は
余
興
を
や
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
か
っ
た

つ
ま
り
、
当
該
駐
車
器
具
だ
け
を
幅
員
が
確
保
さ
れ
る

渡
邊
課
長

っ
け
?

よ
う
に
設
置
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
駐
車
さ
れ
る

自
転
車
の
長
さ
を
も
考
慮
し
な
さ
い
と
い
う
意
味
な
ん

だ
。
一
方
、
二
輪
自
動
車
用
に
つ
い
て
は
車
道
以
外
の

道
路
の
部
分
内
の
車
道
に
近
接
す
る
部
分
に
限
ら
れ
て

い
る
か
ら
、
駐
車
器
具
を
設
置
で
き
る
道
路
の
部
分
を

列
記
す
る
必
要
が
な
い
ん
だ
。
駐
車
器
具
と
二
輪
自
動

車
両
方
の
長
さ
を
考
慮
し
た
上
で
、
幅
員
が
確
保
さ
れ

る
こ
と
は
同
様
に
必
要
だ
け
れ
ど
ね
。

坂
上
係
員

な
る
ほ
ど
!

そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

渡
邊
課
長

で
は
、
質
問
を
変
え
る
け
れ
ど
、
自
転
車
等
駐
車
器

具
を
設
け
る
と
き
に
は
当
然
占
用
料
が
発
生
す
る
こ
と

に
な
る
け
れ
ど
、
ど
う
な
っ
て
い
る
か
な
り
･

大
野
係
員

(よ
し
っ
、
こ
れ
は
勉
強
し
て
お
い
た
ん
だ
よ
な
。
)

は
い
、直
轄
国
道
内
に
つ
い
て
は
政
令
別
表
に
お
い
て
、

占
用
面
積
一
寸
、
一
年
に
つ
き
、
近
傍
類
似
の
土
地
の

時
価
に
0
.
0

一
人
を
乗
じ
て
得
た
額
と
さ
れ
て
い
ま

す

(※
)。

坂
上
係
員

こ
の
場
合
の
占
用
面
積
は
、
自
転
車
等
駐
車
器
具
の

設
置
に
よ
っ
て
歩
行
者
等
が
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
、
占
用
者
が
継
続
し
て
使
用
し
て
い
る
と
認
め

渡
邊
課
長

そ
う
だ
ね
。
こ
れ
は
占
用
者
が
設
け
る
の
は
ラ
ッ
ク
、

柵
、
上
屋
、
照
明
器
具
、
案
内
板
、
自
動
精
算
機
等
の

自
転
車
等
駐
車
器
具
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
設
け
る
こ

と
に
よ
り
、
一
定
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
が
確
保
さ
れ
、
さ

ら
に
当
該
場
所
に
自
転
車
等
が
駐
車
さ
れ
る
た
め
、
実

質
的
に
歩
行
者
等
が
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る

部
分
が
生
じ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
駐
車
空
間
と

歩
行
空
間
の
実
態
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と

い
う
趣
旨
な
ん
だ
。
ま
た
、
直
轄
国
道
内
で
は
占
用
料

の
額
は
政
令
で
定
め
る
額
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
減
額

す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
ん
だ
。

大
野
係
員

な
る
ほ
ど
。
そ
う
な
ん
で
す
か
。

坂
上
係
員

何
言
っ
て
い
る
の
よ
。
担
当
者
で
あ
る
大
野
君
が
し

っ
か
り
し
な
け
れ
ば
ダ
メ
じ
ゃ
な
い
。
改
正
道
路
法
施

行
令
は
今
日

(平
成
一
九
年
一
月
四
日
)
か
ら
施
行
さ

れ
て
い
る
の
よ
。

大
野
係
員

そ
う
で
し
た
。
正
月
ボ
ケ
で
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
ま

し
た
。

渡
邊
課
長

君
の
場
合
は
正
月
に
限
ら
な
い
と
思
う
け
れ
ど
!
。

そ
う
言
え
ば
今
日
は
新
年
会
だ
っ
た
よ
ね
。
確
か
二
人

別表 第十九条関係

占用物件

古川料

単位
所在地

丙地乙唯
銘 解 鯛

第七条第八号に掲げる器具 轉ー蕩旙
奪

獅
嬉

頬た得てじ乗を八ーOO郊

㈱ ㈱ ㈱

髄
鱗

小
饅

纖
銘

蟠
燧趨霊婦立の灘撚

猟
鰡
槻

傍
士
し

㈱髪
橇

六
A
に
素
九

雙

な

袈
･

※ 道路管理者が地方公共団体である場合には、 占用料を定めた条
例を改正する必要がある。

っ
け
?

坂
上
係
員

そ
う
な
ん
で
す
。
特
別
に
ち
ょ
っ
と
だ
け
話
し
ち
ゃ

い
ま
す
が
、
実
は
私
、
大
野
君
の
バ
ッ
ク
ダ
ン
サ
ー
役

を
す
る
予
定
な
ん
で
す
よ
。
で
も
、
期
待
し
て
も
無
駄

で
す
よ
。
変
な
ボ
デ
ィ
ー
ス
ー
ツ
な
ん
か
着
て
あ
げ
ま

せ
ん
か
ら
襲

渡
邊
課
長
･
大
野
係
員

誰
も
そ
ん
な
こ
と
言
っ
て
な
い
の
に
!
。

(こ
の
頃
お
わ
り
)

“



寒
焚
淺
淺

現
場
の
取
組
み
事
例

嬢
礬
撚叢
適

竇
諫
溌
遜

“

原
因
者
負
担
金
の
請
求
に
つ
い
て

福
岡
北
九
州
高
速
道
路
公
社
福
岡
事
務
所
交
通
課

福
岡
北
九
州
高
速
道
路
公
社
は
福
岡
高
速
と
北
九
州
高

速
の
二
路
線
を
管
理
運
営
し
て
お
り
、
各
々
の
路
線
を
管

理
す
る
福
岡
事
務
所
と
北
九
州
事
務
所
に
お
い
て
、
各
々

原
因
者
負
担
金
の
請
求
事
務
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

原
因
者
負
担
金
に
関
す
る
制
度
、法
律
等
に
つ
い
て
は
、

既
出
の
文
献
等
に
詳
述
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
こ
で

は
当
公
社
の
事
務
処
理
の
流
れ
及
び
当
事
者
と
の
交
渉
で

苦
労
し
た
事
例
を
紹
介
し
ま
す
。

璽
事
務
処
理
の
流
れ

1

事
故
発
生
か
ら
請
求
ま
で

事
故
が
発
生
す
る
と
、
管
理
隊
が
現
場
に
赴
き
、
道
路

施
設
に
損
傷
が
な
い
か
確
認
を
行
い
、
損
傷
を
発
見
し
た

場
合
は
、
当
事
者
に
確
認
さ
せ
た
後
、
道
路
損
傷
等
現
認

書

(様
式
1
)
を
徴
収
し
ま
す
。
人
身
事
故
と
な
り
、
当

事
者
が
病
院
に
搬
送
さ
れ
た
場
合
は
現
場
で
の
徴
収
が
で

き
な
い
の
で
、
高
速
道
路
警
察
隊
か
ら
当
事
者
を
呼
び
出

す
日
時
を
聞
き
、
出
頭
の
日
に
現
場
写
真
を
元
に
現
認
書

を
徴
収
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
際
、
警
察
官
立
会
い
の
せ

い
か
、
現
認
書
を
拒
否
さ
れ
る
よ
う
な
事
例
は
発
生
し
て

お
り
ま
せ
ん
。

次
に
負
担
金
請
求
の
担
当
者
が
現
認
書
を
確
認
し
、
当

事
者
に
電
話
で
負
担
金
を
請
求
す
る
旨
を
伝
え
ま
す
。
当

事
者
が
任
意
保
険
を
使
う
場
合
は
、
当
事
者
か
ら
保
険
会

社
へ
そ
の
旨
の
連
絡
を
し
て
も
ら
う
よ
う
伝
え
る
と
と
も

に
、
保
険
会
社
の
担
当
者
を
聞
き
ま
す
。
そ
の
後
、
公
社

か
ら
保
険
会
社
の
担
当
者
へ
そ
の
当
事
者
の
負
担
金
を
後

日
請
求
す
る
こ
と
を
伝
え
て
お
り
ま
す
。

施
設
の
損
傷
箇
所
を
補
修
担
当
課
が
確
認
し
、
補
修
箇

所
が
決
定
し
た
ら
当
事
者
に
原
因
者
工
事
等
施
行
通
知
書

(様
式
2
)
を
送
付
し
ま
す
。
当
公
社
に
お
い
て
も
、
当

事
者
が
工
事
を
施
工
す
る
制
度
は
あ
る
も
の
の
、
施
工
中

の
安
全
性
の
確
保
上
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
、
全
て
当
公
社

に
お
い
て
施
工
し
て
お
り
ま
す
。

工
事
が
終
わ
り
、
費
用
が
確
定
す
る
と
保
険
会
社
又
は

本
人
へ
原
因
者
負
担
金
負
担
通
知
書

(様
式
3
)、
請
求

書
及
び
工
事
前
後
の
現
場
写
真
を
送
付
し
ま
す
。

保
険
会
社
請
求
分
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
行
政
不
服
審

査
請
求
中
の
一
件
を
除
き
、
全
て
納
付
さ
れ
て
お
り
ま
す

が
、
個
人
負
担
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
未
納
が
発

生
し
ま
す
。
過
去
五
年
間
に
お
け
る
原
因
者
工
事
の
発
生

件
数
、
請
求
金
額
、
未
納
金
額
は
表

(“
頁
参
昭
◇
の
と

お
り
と
な
っ
て
お
り
、
回
収
率
は
金
額
ベ
ー
ス
で
福
岡
高

速
…九
五
%
、
北
九
州
高
速

…九
二
%
の
状
況
で
す
。
回

収
率
の
差
は
、
事
故
当
事
者
の
対
物
保
険
加
入
率
に
よ
る



《様式2》 《様式 l》

平成 年 月 日
福岡北九州高速道路公社理事長 殿

住所
氏名 印
電話番号
生年月日

道路損傷等現認書

下記のとおり道路を 翳 しにはご相違ありません。
つきましては、

イ. 道路法第58条の規定に基づき原形の復旧に要した費用を負担する
ことを誓約します。

ロ. 道路法第22条の規定に基づき私方にて原形に復旧することを誓約
します。

岬引然年月日 平成 年 月 日

2‘川實川所

0 0都市高速道路

○鞠 制3 キロポスト

○0 8F聟 m

0 0 料金所

損傷導引買物件及び数量･面積 (概算で多少の変更を生じる場合があります。)

4 原 因 交通事故 その他 ( )

･
5 勤 務 先

イ 会社名
口 住 所
ノ･ 電話番号

l6 茅事燃 イ 官 保険会社名 ( )
ロ 無

7 肝物件認
ィ 原因者が引き取る。

(ただし、 年月自主
ロ 公社の帰属とする。

8 備 考 l
取扱者 l ED

《様式3》

0 0 0 0 第 0号
平成 年 月 日

殿

道路法第 22 条第 1項の規定が適用される下記内の行為に
より必要となった道路の復旧工事等は、 道路管理上の理由に
より当公社で施行することとします。
つきましては、 道路整備特別措置法第 2 1条において、 準用
する道路法第 5 8 条の規定に基づき、 原因者である貴殿が必
要な費用を負担しなければなりませんので、 あらかじめ通知
します。

1襲 鑽年月日 平成 年 月 日

2爆 鑽場所

3 癩 物件及び数量

4 原因者 住 所 :
氏 名 :

5 復旧費
(概算) 円

※ 概算ですので、 金額が前後する場合があります。

福岡北九州高速道路公社
理事長名
上記代理人 理事名

原因者工事等施行通知書

0 0 0 0 第0 0 0 号
平成 年 月 日

福岡北九州高速道路公社
理事長名
上記代理人 理事名

原因者負担金負担通知書

平成 0 0 年 0 0 月 0 0 日付第 0 0 号をもって通知した下記
道路損傷行為にかかる復旧工事等の負担金は、 金 0 0 0 0 0
円と決定しましたので、 別添請求書により指定期日までに納
付されますよう道路整備特別措置法第 2 1条において、 準用
する道路法第 58条の規定に基づき通知します。

この処分に不服があるときは、 この書類を受け取った日の
翌日から起算して、 60日以内に国土交通大臣に対して、 行
政不服審査請求をすることができます。

1 損傷 ･汚損年月日 平成 年 月 日

2 損傷 ･汚損場所

3 損傷 ･汚損物件及び数量

4 原因者 住所

氏名

5 負担金 復l復旧費 円
消費税 円

事務費 円
消費税 円

合 計 円

《様式4》

督 促 状

第 号 l住 所

平成 年度 -氏 名

平成 年 月 日付第 号をもって貴殿に請求した原

因者負担金は、納入期限 (平成 年 月 日) までに支払

われていないので、 督促手数料を加算のうえ下記納付期限ま

でに納付されるよう督促します。
なお、 下記納付期限までに納付されない場合は、 その翌日

から納付の日までの日数に応じて当該原因者負担金の額に年

lo.7 5 % の割合を乗じて得た額の延滞金を加算して納付して

いただくこととなるほか、 納付されない場合は、 道路整備特

別措置法第 25 条において準用する道路法第 73条第 3 項の規

定に基づき強制徴収 義 “と
と麓謎穢す

す舞 念のため申し

添えます。

記

1 請求金額
原因者負担金 金 円
督促手数料 金 円 計 金 円

2 納付期限 平成 年 月 日
3 納付場所
4 そ の 他

振込手数料 貴殿で負担願います。
5 そ の 他

平成 年 月 日

福岡北九州高速道路公社
理事長名

42 道ネテセ 20073



表 原因者工事の発生 ･回収状況
平成18年12月現在 単位 :円

饑 別速 発生件数 収入調停額 回収済額 回収率 未納額 未納件数

證
福岡高速 “

き 鱗
9596

郵
4

"
燧北九州高速 162

蘂
44
,
942

,
722 跳

鱗14
福岡高速 笠 12

,79
2
,
564 11

,
953

,
845 鯛 838

,
719 QJ

北九州高速 115

効 廓 郷 2
,
143

,
367 〔MV

$
福岡高速 107

郷 * 郷 鱗
“'

北九州高速 126

“ 鰺 鮴 蝉
11

第
福岡高速 104

蝉 慮 鯛 鰺
乙̂

北九州高速 100 29,65
1
,
154

獨 鯛 滋
u

"
福岡高速 153

紳 鱗 郷 跨
12

北九州J高速 鈷 32
,
705,

676

鱗 郷 総
RY

計合
福岡高速 麟 郷 姿 郷 鰺

第
^
49述高 596 184

,
891

,
165

鱗 鯛 練 と
こ
ろ
が
大
き
い
よ
う
で
す
。

ま
た
、
一
括
払
い
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
当
事
者
に
つ

い
て
は
分
割
納
付
を
認
め
て
お
り
ま
す
が
、
分
割
金
額
、

回
数
に
つ
い
て
明
確
な
定
め
が
な
く
、
ま
た
当
事
者
の
経

済
状
態
を
把
握
す
る
の
も
困
難
な
た
め
、
概
ね
当
事
者
の

希
望
に
沿
っ
て
お
り
、
中
に
は
数
年
を
要
す
る
よ
う
な
事

例
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

2

督
促

請
求
書
に
記
載
し
た
納
入
期
限
か
ら
四
〇
日
を
経
過
し

て
も
納
付
さ
れ
な
い
場
合
は
、
督
促
状

(様
式
4
)
に
よ

り
期
限
を
指
定
し
て
納
付
の
督
促
を
行
い
ま
す
。
こ
の
際

の
納
付
期
限
は
督
促
の
日
か
ら
三
0
日
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。し

か
し
な
が
ら
、
先
に
も
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
任
意

保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
個
人
の
中
に
は
、
納
付
し
な
い

当
事
者
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
電
話
連
絡
の

取
れ
る
も
の
に
は
電
話
で
督
促
を
行
い
、
ま
た
、
年
一
回

は
郵
送
で
再
度
の
督
促
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
際
、

戻
り
郵
便
と
な
る
も
の
も
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
住

所
地
の
自
治
体
へ
住
民
票
の
照
会
を
行
い
、
転
居
先
を
確

認
後
督
促
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
住
所
不
明
者
も
あ

り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
手
立
て
が
な
い
の
が
実
情
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。

　

三

具
体
的
事
例
の
紹
介

1

事
故
発
生

新
年
早
々
の
深
夜
、
非
常
電
話
の
呼
び
鈴
の
高
い
音
が

管
制
室
に
響
き
わ
た
る
。

職
員
が
そ
の
受
話
器
を
取
る
と
、
通
行
車
両
か
ら
一
号

線
上
り
百
道
~
西
公
園
間
で
事
故
発
生
と
の
連
絡
が
あ

り
、
直
ち
に
高
速
隊
に
連
絡
し
、
管
理
隊
も
巡
回
車
二
台

で
現
場
に
直
行
す
る
。
先
に
救
急
車
と
高
速
隊
が
現
着
し

て
お
り
、
管
理
隊
が
現
着
す
る
と
同
時
に
本
線
規
制
し
、

百
道
~
西
公
園
間
を
通
行
止
め
と
す
る
。

高
速
隊
の
指
示
に
よ
り
、
さ
ら
に
巡
回
車
二
台
を
出
動

し
、
滞
留
車
両
に
注
意
し
な
が
ら
、
広
範
囲
に
散
乱
し
て

い
る
車
両
の
残
骸
破
片
の
回
収
処
理
に
あ
た
る
。
原
因
は

速
度
超
過
に
よ
る
施
設
接
触
単
独
事
故
で
、
運
転
者
が
負

傷
し
動
け
な
い
状
況
を
通
行
者
が
見
て
、
先
に
救
急
車
の

要
請
を
行
っ
た
も
の
と
想
定
で
き
る
。

オ
イ
ル
散
乱
が
あ
り
清
掃
会
社
に
路
面
清
掃
を
要
請
、

自
走
不
能
と
な
っ
た
事
故
車
両
の
移
動
の
た
め
、
J
A
F

に
も
出
動
要
請
、
発
生
時
間
が
深
夜
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ

り
、短
時
間
で
怪
我
人
を
病
院
に
搬
送
す
る
こ
と
が
で
き
、

渋
滞
も
殆
ど
発
生
し
な
か
っ
た
。
通
行
止
め
の
時
間
は
お

お
む
ね
一
時
間
で
解
除
と
な
っ
た
。
事
故
車
は
公
社
で
保

管
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
当
然
現
認
書
の
徴
収
は
で
き
な

か
っ
た
。

ち
な
み
に
、
こ
の
事
故
で
発
生
し
た
損
害
は
、
路
面
･



ガ
ー
ド
レ
ー
ル
･
視
線
誘
導
標
･
照
明
ポ
ー
ル
･
オ
イ
ル

ド
ラ
イ
一
二
袋
及
び
緊
急
清
掃
一
式
で
あ
る
。

2

請
求

,
本
人
と
の
連
絡
が
取
れ
る
ま
で

事
故
当
日
、
搬
送
先
の
病
院
の
確
認
は
取
れ
た
が
、
そ

の
他
は
何
も
解
ら
な
か
っ
た
。
三
日
後
、
警
察
の
事
故
担

当
班
に
連
絡
し
た
と
こ
ろ
、
｢本
人
は
ま
だ
入
院
中
で
、

退
院
し
た
ら
出
頭
す
る
よ
う
に
伝
え
て
お
り
、
公
社
も
書

類
作
成
が
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
出
頭
し
た
ら
連
絡
す
る
｣
と

の
こ
と
。
一
週
間
後
、
警
察
の
出
頭
に
合
わ
せ
本
人
が
来

社
し
、
現
認
書
を
作
成
、
事
故
車
両
の
早
急
な
撤
去
を
要

請
し
た
。
こ
の
と
き
の
印
象
は
、
真
面
目
そ
う
な
人
柄
で

あ
り
、
ト
ラ
ブ
ル
と
な
り
そ
う
な
予
感
は
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
こ
れ
か
ら
が
長
期
に
及
ぶ
交
渉
の
始
ま
り
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
二
~
三
週
間
後
、
事
故
車
の
引

取
り
が
な
い
の
で
警
察
へ
相
談
に
行
く
と
、
｢こ
ち
ら
も

携
帯
に
連
絡
し
て
い
る
が
連
絡
が
取
れ
な
い
｣と
の
こ
と
。

公
社
か
ら
も
再
三
再
四
連
絡
す
る
が
、
携
帯
の
呼
び
出
し

コ
ー
ル
も
無
視
状
態
で
あ
る
。
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、

原
因
者
負
担
金
の
額
が
決
定
し
、
請
求
書
等
を
郵
送
し
た

が
何
の
反
応
も
な
く
、
ま
た
電
話
を
し
て
も
連
絡
が
取
れ

な
い
。
支
払
い
期
限
が
過
ぎ
た
こ
と
で
督
促
状
を
配
達
記

録
で
郵
送
し
て
も
保
管
期
限
を
過
ぎ
れ
ば
返
却
と
な
る
こ

と
か
ら
、
住
所
の
照
会
を
役
所
に
申
請
す
る
。
住
所
は
当

初
よ
り
変
更
し
て
お
ら
ず
、
再
々
督
促
状
等
を
郵
送
す
る

と
共
に
自
宅
訪
問
を
し
た
が
不
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、

近
所
の
住
民
の
方
か
ら
情
報
を
得
て
子
供
の
学
校
と
学
年

を
知
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
後
日
、
学
校
へ
行
き

教
頭
に
状
況
を
話
す
が
、
個
人
情
報
と
な
る
の
で
教
育
委

員
会
に
話
し
て
ほ
し
い
と
の
回
答
で
あ
っ
た
。
教
育
委
員

会
ま
で
話
す
内
容
で
は
な
く
、
一
応
学
校
側
へ
の
ア
ク
シ

ョ
ン
は
ひ
と
ま
ず
終
了
と
な
る
。

当
人
と
の
連
絡
の
方
策
が
つ
か
な
い
た
め
、
や
む
を
得

ず
両
親
の
実
家
に
出
向
い
て
相
談
し
た
。

｢事
故
車
両
を

一
年
近
く
も
放
置
し
た
ま
ま
で
あ
り
、

原
因
者
負
担
金
の
支
払
い
に
つ
い
て
も
ま
っ
た
く
連
絡
が

あ
り
ま
せ
ん
。
当
人
に
連
絡
を
と
る
方
法
は
無
い
で
し
ょ

う
か
｣
。

｢実
家
に
も
正
月
、
盆
も
帰
っ
て
こ
な
い
。
電
話
が
あ

っ
た
時
、
高
速
道
路
で
事
故
を
起
こ
し
て
困
っ
て
い
る
、

い
く
ら
か
で
も
援
助
を
と
の
相
談
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、

こ
ち
ら
も
日
々
の
暮
ら
し
に
追
わ
れ
て
余
裕
が
な
い
の
で

よ
い
返
事
も
出
来
な
か
っ
た
。
あ
の
子
が
思
い
詰
め
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
は
し
て
お
り
ま
し
た
｣。

次
は
、
と
う
と
う
配
偶
者
の
実
家
へ
行
っ
た
。

｢本
人
の
実
家
に
も
行
き
ま
し
た
が
連
絡
を
と
る
方
法

も
無
い
と
言
わ
れ
ま
し
た
の
で
、
ご
迷
惑
と
は
思
い
ま
す

が
ご
相
談
に
参
り
ま
し
た
｣。

｢私
の
子
供

(妻
)
に
は
今
日
お
聞
き
し
た
趣
旨
を
伝

え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
本
人
に
も
伝
わ
る

と
思
い
ま
す
｣
。
居
所
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
電
話
番
号

も
教
え
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。

そ
れ
か
ら
二
ヵ
月
以
上
、
何
の
連
絡
も
な
し
。
督
促
状

に
も
返
事
は
な
く
、
実
家
へ
の
電
話
も
通
じ
な
い
。
ま
た
、

実
家
に
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
か
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
よ

う
や
く
当
人
か
ら
電
話
が
あ
り
、
｢す
ぐ
来
て
い
た
だ
け

ま
す
か
?
L
と
少
々
焦
っ
て
言
う
と
、
相
手
は
平
静
な
感

じ
で

｢
で
は
、
翌
々
日
に
う
か
が
い
ま
す
｣
。

3

本
人
と
の
協
議

よ
う
や
く
の
来
社
と
な
っ
た
。
相
手
は
自
営
業
で
景
気

が
悪
く
余
裕
が
無
く
て
、
連
絡
も
で
き
な
か
っ
た
と
淡
々

と
話
す
。

｢
一
年
近
く
も
事
故
車
も
放
置
し
た
ま
ま
、
支
払
い
の

相
談
も
無
く
て
非
常
に
困
り
ま
し
た
。
一
体
、
ど
う
い
う

考
え
で
し
た
か
?
し
と
聞
く
。
相
手
は

｢請
求
額
の
明
細

が
理
解
で
き
な
か
っ
た
｣
と
言
う
。
工
事
内
訳
書
を
説
明

し
て
理
解
を
得
た
。

早
速
、
車
の
引
取
り
と
原
因
者
負
担
金
の
支
払
方
法
に

つ
い
て
協
議
し
た
と
こ
ろ
、
本
人
は
、
｢事
故
車
は
大
破

し
て
お
り
、
廃
車
す
る
つ
も
り
だ
が
、
こ
の
費
用
が
数
万

円
か
か
る
。
収
入
も
少
な
く
、
支
払
い
に
回
せ
る
額
は
月

に
一
万
円
程
度
だ
。
な
ん
と
か
月
二
万
円
の
分
割
払
い
で

お
願
い
し
た
い
｣
と
言
う
。

こ
れ
は
三
年
以
上
の
長
期
支
払
い
と
な
る
。
長
期
の
支

払
い
の
場
合
、
い
つ
頃
か
ら
か
未
払
い
に
な
る
ケ
ー
ス
も

あ
る
こ
と
か
ら
危
惧
は
し
た
も
の
の
、
本
人
の
支
払
意
志

が
あ
る
こ
と
、
本
人
の
申
し
立
て
る
事
情
に
や
む
を
得
な



い
面
が
あ
る
と
判
断
し
、
承
認
す
る
こ
と
と
し
た
。

｢そ
れ
で
は
原
因
者
負
担
金
分
割
納
入
申
請
書
を
郵
送

し
ま
す
の
で
、
記
名
捺
印
し
提
出
し
て
下
さ
い
｣
と
話
す

と
、
｢後
日
来
社
し
ま
す
の
で
、
そ
の
時
作
成
し
ま
す
｣
。

そ
れ
か
ら
二
日
後
に
来
社
し
、
申
請
書
を
作
成
す
る
。

｢そ
れ
よ
り
も
公
社
敷
地
内
に
置
い
て
あ
る
事
故
車
両
は
、

早
め
に
撤
去
し
て
下
さ
い
｣
と
話
す
と
、
｢は
い
分
か
り

ま
し
た
。
後
日
り
き
取
り
に
ま
い
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
ま

で
保
管
を
お
願
い
し
ま
す
｣
と
約
束
し
た
。
し
か
し
、
ま

た
し
て
も
な
か
な
か
引
き
取
り
に
来
る
気
配
が
な
く
、
数

回
連
絡
し
て
も
通
じ
ず
の
状
態
が
一
カ
月
程
継
続
し
困
っ

て
い
た
と
こ
ろ
、
よ
う
や
く
本
人
か
ら
連
絡
が
あ
り
、
レ

ッ
カ
ー
業
者
と
契
約
が
済
み
、
一
週
間
程
で
移
動
す
る
と

の
約
束
を
取
り
付
け
た
。
事
故
後
一
年
間
公
社
敷
地
内
に

放
置
さ
れ
て
い
た
車
両
の
撤
去
完
了
と
な
っ
た
。

4

そ
の
後
の
経
過

分
割
の
支
払
い
は
翌
月
か
ら
で
、
最
初
の
月
は
約
束
ど

お
り
支
払
い
が
あ
っ
た
が
、さ
っ
そ
く
二
回
目
で
滞
っ
た
。

二
回
目
で
滞
っ
て
は
困
る
と
い
う
こ
と
で
督
促
し
た
と
こ

ろ
、
一
月
遅
れ
で
振
り
込
ま
れ
た
。
三
、
四
回
目
ま
で
順

調
に
振
り
込
ま
れ
た
が
、
五
回
目
で
一
〇
日
余
り
、
六
、

七
回
目
は
一
月
遅
れ
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
八
回
目
が
四

カ
月
遅
れ
と
な
り
、
振
り
込
ま
れ
た
金
額
も
二
カ
月
分
に

満
た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
で
は
た
し

て
完
済
で
き
る
の
か
、
先
行
き
が
心
配
で
あ
る
。

三

お
わ
り
に

前
段
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
対
物
保
険
未
加
入
者
の
場

合
、
全
く
支
払
い
に
応
じ
な
か
っ
た
り
、
分
割
支
払
い
で

も
中
途
で
支
払
い
が
途
切
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、

社
用
車
を
運
転
し
て
い
る
場
合
で
も
、
雇
用
条
件
等
に
よ

っ
て
は
運
転
者
個
人
の
支
払
い
と
な
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
こ
う
い
う
場
合
、
い
か
に
相
手
方
と
連
絡
を
保
つ
か

が
重
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。

相
手
と
の
連
絡
方
法
で
す
が
、
ア
パ
ー
ト
暮
ら
し
で
一

般
電
話
に
加
入
せ
ず
に
、
携
帯
電
話
し
か
加
入
し
て
い
な

い
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら
の
電
話
番
号
が
表
示
さ

れ
る
た
め
か
電
話
に
出
な
い
、
こ
の
電
話
は
電
源
が
入
っ

て
い
な
い
か
、
お
客
様
の
都
合
で
か
か
り
ま
せ
ん
と
か
。

電
話
が
つ
な
が
っ
て
も
鑑
讐
酉
、
か
か
っ
て
も
す
ぐ
に
切
れ

て
し
ま
う
。
中
に
は
こ
ん
な
や
り
と
り
も
あ
り
ま
す
。

｢俺
は
知
ら
ん
ぞ
、
そ
ん
な
話
は
当
人
に
言
っ
て
く
れ
｣
、

｢こ
の
携
帯
は
知
り
合
い
か
ら
買
っ
た
、
よ
く
調
べ
て
か

ら
電
話
し
ろ
｣
ー
。

戻
り
郵
便
も
多
い
の
が
現
状
で
す
。
請
求
書
を
確
実
に

受
け
取
っ
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
て
、
配
達
記
録
付
き
で

送
る
と
受
け
取
り
が
な
く
、
返
送
さ
れ
ま
す
。
住
所
確
認

を
行
っ
て
も
現
住
所
の
ま
ま
で
あ
り
、
再
度
、
普
通
郵
便

で
送
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
後
は
何
の
返
事
も
あ
り

ま
せ
ん
。

ジ
レ
ン
マ
を
感
じ
る
の
は
こ
ん
な
時
で
す
。
強
制
保
険

に
対
物
保
険
も
セ
ッ
ト
に
な
ら
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
全

て
の
運
転
者
が
対
物
保
険
に
加
入
し
て
い
れ
ば
、
原
因
者

負
担
金
の
請
求
に
こ
ん
な
苦
労
は
し
な
く
て
も
い
い
の
だ

ろ
う
に
。
現
認
書
を
見
た
と
き
、
当
事
者
が
対
物
保
険
加

入
者
で
あ
る
と
、
正
直
、
ホ
ッ
と
し
て
お
り
ま
す
。



〔
一
審
判
決
〕

平
成
一
七
年
四
月
二
六
日

横
浜
地
方
裁
判
所

請
求
棄
却

(控
訴
)

〔控
訴
審
判
決
〕

平
成
一
七
年
一
一
月
二
九
日

東
京
高
等
裁
判
所

請
求
一
部
認
容

(確
定
)

は
じ
め
に

国
家
賠
償
法
二
条
一
項
の
営
造
物
の
設
置
又
は
管
理
の

瑕
疵
と
は
、
営
造
物
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て

い
る
こ
と
を
い
い
、
瑕
疵
が
あ
っ
た
か
否
か
は
、
当
該
営

造
物
の
構
造
、
用
法
、
場
所
的
環
境
及
び
利
用
状
況
等
諸

般
の
事
情
を
総
合
考
慮
し
て
具
体
的
個
別
的
に
判
断
す
べ

き
も
の
で
あ
り
、
瑕
疵
が
あ
る
事
件
に
つ
い
て
、
訴
訟
と

な
ら
な
い
で
相
手
方
と
示
談
と
な
る
場
合
が
あ
る
。

今
回
の
事
例
紹
介
は
、
道
路
管
理
者
が
管
理
す
る
道
路

　　 　　 　
慰

【
の - 園

上
で
足
を
滑
ら
せ
受
傷
し
た
通
行
人
と
示
談
し
た
後
に
、

国
家
賠
償
法
第
二
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
上
記
事
故
に
よ

る
損
害
賠
償
の
請
求
が
あ
っ
た
事
件
を
取
り
上
げ
、
主
と

し
て
和
解
に
お
け
る
要
素
の
錯
誤
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の

判
断
を
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

事
案
の
概
要
等

本
件
は
、
控
訴
人
が
、
被
控
訴
人
の
管
理
す
る
道
路
の

コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
側
溝
蓋
の
上
で
足
を
滑
ら
せ
側
溝
蓋
擦

り
付
け
処
理
用
の
モ
ル
タ
ル
の
破
片
で
右
足
の
か
か
と
を

受
傷
し
、
実
通
院
日
数
一
〇
日
を
要
す
る
傷
害
を
負
っ
た

と
し
て
、
被
控
訴
人
に
対
し
、
国
家
賠
償
法
第
二
条
第
一

項
に
基
づ
き
、
上
記
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
と
し
て
治
療

費
一
万
六
、
0
四
九
円
及
び
慰
謝
料
八
万
二
、
0
O
0
円
、

以
上
合
計
九
万
八
、
0
四
九
円
並
び
に
こ
れ
に
対
す
る
不

法
行
為
の
日
か
ら
支
払
済
み
ま
で
民
法
所
定
の
年
五
分
の

割
合
に
よ
る
損
害
遅
延
金
の
支
払
い
を
請
求
し
た
事
案

で
あ
る
。

原
審
は
、
控
訴
人
が
被
控
訴
人
と
の
間
で
上
記
事
故

に
よ
る
一
切
の
損
害
賠
償
と
し
て
五
万
円
の
支
払
を
受

け
る
と
の
示
談
を
し
て
お
り
、
賠
償
金
額
そ
の
も
の
に

つ
い
て
の
錯
誤
を
控
訴
人
が
主
張
す
る
こ
と
は
民
法
第

六
百
九
十
六
条
に
よ
り
許
さ
れ
な
い
と
し
て
、
控
訴
人

の
請
求
を
棄
却
し
、
こ
れ
を
不
服
と
す
る
控
訴
人
が
控

訴
を
提
起
し
た
。

二

主
な
争
点
と
当
事
者
の
主
張

1

控
訴
人
の
主
張

翁
謂
求
の
原
因
)

“

ゆ
本
件
事
故
の
発
生

控
訴
人
は
･

平
成

三

年

一
0
月
八
日
、
横
須
賀
市

律

内
の
被
控
訴
人
が
管
理
す
る
勾
配
約
七
度
の
道
路

(以

箔

下

｢本
件
道
路
｣
と
い
う
。)
を
歩
行
中
、
コ
ン
ク
リ
ー

6

欄
春
菊
と
不
談
を
し
た
後
に

損
害
賠
償
請
求
事
件
と
な
っ
た
事
例

ー
横
須
賀
市
道
歩
行
者
転
倒
損
害
賠
償
請
求
事
件
-

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

岡
崎

之
彦



ト
製
側
溝
蓋
の
上
で
足
を
滑
ら
せ
て
側
溝
蓋
擦
り
付
け
処

理
用
の
モ
ル
タ
ル
部
分
に
足
を
踏
み
入
れ
た
際
、
当
該
モ

ル
タ
ル
部
分
が
割
れ
て
い
た
た
め
、
そ
の
破
片
で
右
足
の

か
か
と
に
実
通
院
日
数
一
〇
日
を
要
す
る
挫
創
等
の
傷
害

を
負
っ
た
(以
上
の
事
故
を
以
下
｢本
件
事
故
｣と
い
う
。)。

②

被
控
訴
人
の
責
任

本
件
事
故
は
、
本
件
道
路
の
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
た

め
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
被
控
訴
人
は
国
家
賠
償

法
第
二
条
第
一
項
に
基
づ
き
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
。

③

控
訴
人
が
受
け
た
損
害

ア

控
訴
人
は
、
本
件
事
故
に
よ
り
受
け
た
障
害
の
治

療
の
た
め
に
一
〇
日
通
院
し
、
治
療
費
等
と
し
て
一

万
六
、
0
四
九
円
支
払
っ
た
。

イ

本
件
事
故
に
よ
る
慰
謝
料
は
、
下
記
の
と
お
り
、

八
万
二
、
0
0
0
円
が
相
当
で
あ
る
。

四
、

一
〇
〇
円
×

-
O
X
二
=
八
万
二
、
O
O
〇
円

回

よ
っ
て
、
控
訴
人
は
、
被
控
訴
人
に
対
し
、
国
家

賠
償
法
第
二
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
上
記
事
故
に
よ

る
損
害
賠
償
金
と
し
て
治
療
費
一
万
六
、
0
四
九
円

及
び
慰
謝
料
八
万
二
、
0
0
0
円
、
以
上
合
計
九
万

八
、
0
四
九
円
並
び
に
こ
れ
に
対
す
る
不
法
行
為
の

日
か
ら
支
払
い
済
み
ま
で
民
法
所
定
の
年
五
分
の
割

合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
を
求
め
る
。

2

被
控
訴
人
の
主
張

の

請
求
の
原
因
に
対
す
る
認
否

ア

請
求
の
原
因
①
(本
件
事
故
の
発
生
)
の
事
実
の

う
ち
、
横
須
賀
市
内
に
被
控
訴
人
が
管
理
す
る
勾
配

約
7
度
の
本
件
道
路
が
あ
る
こ
と
、
被
控
訴
人
が
本

件
道
路
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
側
溝
蓋
を
設
置
し
、
モ

ル
タ
ル
擦
り
付
け
処
理
を
し
て
い
た
こ
と
は
認
め
、

そ
の
余
の
事
実
は
不
知
。

イ

同

②

(被
控
訴
人
の
責
任
)
の
主
張
は
争
う
。

控
訴
人
は
、
本
件
事
故
現
場
を
常
時
通
行
し
て
い
て
現

場
の
状
況
を
熟
知
し
て
お
り
、
相
当
の
注
意
を
し
て
い

れ
ば
本
件
事
故
の
発
生
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

ウ

同

③
(控
訴
人
が
受
け
た
損
生已
の
事
実
は
不

斤大
エ

同

⑥
は
争
う
。

②

抗
弁

控
訴
人
と
被
控
訴
人
は
、
平
成
一
四
年
三
月
四
日
、
控

訴
人
が
被
控
訴
人
か
ら
本
件
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
と
し

て
五
万
円
の
支
払
い
を
受
け
て
本
件
事
故
に
よ
る
紛
争
を

解
決
す
る
と
の
示
談

(以
下

｢本
件
示
談
｣
と
い
う
。)

を
し
た
。

3

控
訴
人
の
主
張

=

抗
弁
に
対
す
る
認
否

抗
弁
事
実
は
認
め
る
。

②

再
抗
弁

ア

本
件
示
談
は
、
控
訴
人
に
要
素
の
錯
誤
が
あ
り
、

無
効
で
あ
る
。

イ

要
素
の
錯
誤
が
あ
っ
た
こ
と
を
基
礎
付
け
る
事
実

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①

控
訴
人
が
本
件
事
故
の
損
害
賠
償
に
つ
い
て
被

控
訴
人
の
担
当
職
員
と
交
渉
中
、
被
控
訴
人
の
担

当
職
員
か
ら
、
被
控
訴
人
は
道
路
の
事
故
に
関
す

る
損
害
賠
償
の
責
任
保
険
に
入
っ
て
お
り
、
こ
の

保
険
に
よ
る
と
損
害
の
算
定
に
つ
い
て
は
自
賠
責

の
基
準
が
準
用
さ
れ
る
と
い
う
説
明
が
あ
っ
た
。

②
a

控
訴
人
が
被
控
訴
人
の
担
当
職
員
に
対
し
て

慰
謝
料
の
算
定
方
怯
に
つ
い
て
尋
ね
る
と
、

(通
院
日
数
)
×

(単
価
)
と
い
う
説
明
が
あ

っ
た
。

b

控
訴
人
が
慰
謝
料
は
一
日
い
く
ら
に
な
る
の

か
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
被
控
訴
人
の
担
当
職
員

か
ら
一
日
約
四
、
0
O
〇
円
で
あ
る
と
い
う
回

答
を
得
た
。

③

控
訴
人
は
、
被
控
訴
人
の
担
当
職
員
か
ら
上
記

の
説
明
を
聞
き
、
自
賠
責
の
基
準
に
よ
る
と

(通

院
日
数
)
×

(単
価
)
と
い
う
算
定
方
法
し
か
な

い
、
そ
れ
以
外
の
方
法
は
な
い
と
誤
信
し
た
。

④

控
訴
人
は
、
被
控
訴
人
の
担
当
職
員
に
対
し
、

治
療
費
実
費
は
一
万
数
千
円
、
慰
謝
料
は
約
四
万

円
に
な
る
と
い
う
損
害
の
内
訳
を
口
頭
で
示
し

た
。

⑤

控
訴
人
は
、
被
控
訴
人
の
担
当
職
員
に
対
し
、

平
成
一
三
年
三

月
三
〇
日
到
達
の
書
面
を
も
っ



て
、
本
件
事
故
の
賠
償
金
額
と
し
て
五
万
円
を
提

案
し
た
。

4

控
訴
人
の
主
張

(再
抗
弁
に
対
す
る
認
否
)

①
再
抗
弁
ア
の
主
張
は
争
う
。
最
高
裁
昭
和
四
三
年

の
第
七
号
同
年
七
月
九
日
第
三
小
法
廷
判
決
･
判
例

時
報
五
百
二
十
九
号
五
四
頁
は
、
争
い
の
目
的
た
る

事
項
に
つ
い
て
和
解
当
事
者
は
錯
誤
を
理
由
と
し
て

そ
の
無
効
を
主
張
し
得
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相

当
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
民
法
第
六
百

九
十
六
条
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
控
訴
人
及
び
被
控
訴

人
は
、
本
件
示
談
を
す
る
に
当
た
り
、
本
件
事
故
に

関
し
、
そ
の
損
害
の
す
べ
て
に
つ
い
て
五
万
円
の
支

払
を
も
っ
て
紛
争
を
終
結
す
る
も
の
と
互
い
に
認
識

し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
控
訴
人
に
お
い
て
示
談
金

額
の
算
定
方
法
に
何
ら
か
の
錯
誤
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
錯
誤
に
よ
る
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
な
お
、
控
訴
人
の
主
張
す
る
錯
誤
は
、
動
機
の

錯
誤
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
最
高
裁
昭
和
四
四

年
㈲
第
八
百
二
十
九
号
同
四
五
年
五
月
二
九
日
第
二

小
法
廷
判
決

･
判
例
時
報
五
百
九
十
八
号
五
五
頁

は
、
錯
誤
が
音
宙
心表
示
の
要
素
に
関
す
る
も
の
で
あ

る
と
い
う
た
め
に
は
、
そ
の
錯
誤
が
動
機
の
錯
誤
で

あ
る
場
合
に
は
動
機
が
明
示
さ
れ
て
意
思
表
示
の
内

容
を
な
し
て
い
る
こ
と
及
び
そ
の
動
機
の
錯
誤
が
な

か
っ
た
な
ら
ば
通
常
当
該
意
思
表
示
を
し
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
と
認
め
ら
れ
る
程
度
の
重
要
性
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
判

示
し
て
い
る
か
ら
、
控
訴
人
の
主
張
す
る
上
記
錯
誤

は
法
律
行
為
の
要
素
に
錯
誤
が
あ
っ
た
も
の
と
い
う

こ
と
は
で
き
な
い
。

②
ア

再
抗
弁
イ
の
①
の
事
実
は
認
め
る
。

イ

同
②
の
a
の
事
実
は
否
認
す
る
。
被
控
訴
人
の

担
当
職
員
は
、
控
訴
人
に
対
し
、
慰
謝
料
の
算
定

式
は
説
明
し
て
い
な
い
。
同
②
の
b
の
事
実
は
認

め
る
。

ウ

同
③
の
事
実
は
不
知
。

エ

同
④
の
事
実
に
対
す
る
被
控
訴
人
の
主
張
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。
控
訴
人
か
ら
そ
の
よ
う
な
話

が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
被
控
訴
人
の
担

当
職
員
の
記
憶
は
定
か
で
な
く
、
正
確
に
覚
え
て

い
な
い
。
仮
に
そ
の
よ
う
な
話
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
被
控
訴
人
の
担
当
職
員
と
し
て
は
、
控
訴
人

か
ら
具
体
的
な
提
案
な
い
し
そ
れ
に
つ
な
が
る
話

が
あ
っ
た
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
交
渉
過
程
に
お

け
る
途
中
の
話
だ
と
認
識
し
て
い
た
。

オ

同
⑤
の
事
実
は
認
め
る
。

三

主
な
争
点
に
対
す
る
裁
判
所
の
判
断

主

文
原
判
決
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

鬮
被
控
訴
人
は
、
控
訴
人
に
対
し
、
七
万
八
、
四
三
九
円

及
び
こ
れ
に
対
す
る
平
成
一
三
年
一
〇
月
八
日
か
ら
支

払
い
済
み
ま
で
年
五
分
の
割
合
に
よ
る
金
員
を
支
払

え
。

圏
控
訴
人
の
そ
の
余
の
請
求
を
棄
却
す
る
。

1

本
件
事
故
と
本
件
道
路
の
管
理
の
瑕
疵
に
つ
い
て

請
求
の
原
因
①

(本
件
事
故
の
発
生
)
の
事
実
の
う
ち
、

横
須
賀
市
内
に
被
控
訴
人
が
管
理
す
る
勾
配
約
七
度
の
本
件

道
路
が
あ
る
こ
と
、
被
控
訴
人
が
本
件
道
路
に
コ
ン
ク
リ
ー

ト
製
側
溝
蓋
を
設
置
し
、
モ
ル
タ
ル
擦
り
付
け
処
理
を
施
し

て
い
た
こ
と
は
当
事
者
間
に
争
い
が
な
く
、
証
拠
に
よ
れ
ば
、

請
求
の
原
因
①
の
事
実
の
う
ち
そ
の
余
の
事
実
及
び
控
訴
人

が
本
件
事
故
に
よ
り
右
足
の
か
か
と
の
外
側
を
五
針
縫
う
治

療
を
受
け
た
事
実
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

上
記
事
実
に
よ
れ
ば
、
本
件
事
故
は
、
控
訴
人
が
本
件

道
路
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
側
溝
蓋
の
上
で
足
を
滑
ら
せ
、

側
溝
蓋
に
接
着
す
る
モ
ル
タ
ル
部
分
に
足
を
踏
み
入
れ
た

際
、
当
該
モ
ル
タ
ル
部
分
が
割
れ
て
い
た
た
め
、
そ
の
破

片
で
右
足
の
か
か
と
に
挫
創
等
の
傷
害
を
負
っ
た
と
い
う

も
の
で
あ
り
、
当
該
モ
ル
タ
ル
部
分
が
割
れ
て
い
な
け
れ

ば
発
生
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
道
路
は
通

常
有
す
べ
き
安
全
性
に
欠
け
る
点
が
あ
っ
た
も
の
と
い
わ

ざ
る
を
得
ず
、
本
件
事
故
は
本
件
道
路
の
管
理
に
瑕
疵
が

あ
っ
た
た
め
生
じ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
被
控
訴
人

は
、
控
訴
人
に
対
し
、
国
家
賠
償
法
第
二
条
第
一
項
に
基

づ
く
損
害
賠
償
責
任
を
免
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。



2

控
訴
人
の
受
け
た
損
害
に
つ
い
て

4

抗
弁
に
つ
い
て

①
証
拠
に
よ
れ
ば
、
請
求
の
原
因
③
の
ア
の
事
実

抗
弁
事
実

(本
件
示
談
の
成
立
)
に
つ
い
て
は
当
事
者

(控
訴
人
が
、
本
件
事
故
に
よ
り
受
け
た
傷
害
の
治

間
に
争
い
が
な
い
。

(控
訴
人
が
、
本
件
事
故
に
よ
り
受
け
た
傷
害
の
治

療
の
た
め
病
院
に
一
〇
日
通
院
し
、
治
療
費
等
と
し

て
一
万
六
、
0
四
九
円
を
支
払
っ
た
事
実
)
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

②
控
訴
人
の
上
記
傷
害
の
程
度
、
通
院
期
間
及
び
日

数
並
び
に
現
在
に
お
け
る
控
訴
人
及
び
被
控
訴
人
の

本
件
事
故
に
よ
る
慰
謝
料
の
計
算
方
法
及
び
金
額
に

つ
い
て
の
考
え
方
等
を
総
合
勘
案
す
る
と
、
本
件
事

故
に
よ
る
慰
謝
料
は
、
下
記
の
計
算
式
に
基
づ
く
八

万
二
、
0
0
0
円
を
下
回
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。

四
、

一
〇
〇
円
×

-
0

(通
院
日
数
)
×
二
=

八
万
二
、
〇
〇
〇
円

3

過
失
相
殺
に
つ
い
て

本
件
事
故
の
発
生
に
つ
い
て
、
控
訴
人
に
も
二
割
の
責

任
が
あ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
被

控
訴
人
が
本
件
事
故
に
つ
い
て
負
担
す
べ
き
損
害
額
は
、

下
記
の
と
お
り
七
万
八
、
四
三
九
円
と
な
る
。

一
万
六
、
〇
四
九
円
十
八
万
二
、
O
O
〇
円
=

九
万
八
、
〇
四
九
円

九
万
八
、
〇
四
九
円
×
〇
･
八
=
七
万
八
、
四
三
九
円

(円
未
満
切
捨
て
)

5

再
抗
弁
に
つ
い
て

①
再
抗
弁
事
実
(要
素
の
錯
誤
を
基
礎
付
け
る
事
実
)

の
う
ち
、
イ
の
①
の
事
実

(本
件
事
故
の
損
害
賠
償

に
つ
い
て
被
控
訴
人
の
担
当
職
員
と
交
渉
中
、
被
控

訴
人
の
担
当
職
員
か
ら
、
被
控
訴
人
は
道
路
の
事
故

に
関
す
る
損
害
賠
償
の
責
任
保
険
に
入
っ
て
お
り
、

こ
の
保
険
に
よ
る
と
損
害
の
算
定
に
つ
い
て
は
自
賠

責
の
基
準
が
準
用
さ
れ
る
と
い
う
説
明
が
あ
っ
た
事

実
、
同
②
の
b
の
事
実

(控
訴
人
が
慰
謝
料
は
一
日

い
く
ら
に
な
る
の
か
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
被
控
訴
人
の

担
当
職
員
か
ら
一
日
約
四
、
0
0
0
円
で
あ
る
と
い

う
回
答
を
得
た
事
実
)
及
び
同
⑤
の
事
実

(控
訴
人

が
、
被
控
訴
人
の
担
当
職
員
に
対
し
、
平
成
一
三
年

一
一
月
三
〇
日
到
達
の
書
面
を
も
っ
て
本
件
事
故
の

賠
償
金
額
と
し
て
五
万
円
を
提
案
し
た
事
実
)
は
、

当
事
者
間
に
争
い
が
な
い
。

②
争
い
の
な
い
事
実
に
、証
拠
を
併
せ
て
考
え
れ
ば
、

控
訴
人
は
、
被
控
訴
人
に
対
し
、
本
件
事
故
に
関
し

損
害
賠
償
を
請
求
し
、
平
成
一
三
年
一
〇
月
三
〇
日

こ
ろ
か
ら
同
年
三

月
三
〇
日
こ
ろ
ま
で
の
間
、
数

回
に
わ
た
っ
て
被
控
訴
人
の
担
当
職
員
と
面
談
し
、

交
渉
を
行
っ
た
こ
と
、
そ
の
際
、
被
控
訴
人
の
担
当

職
員
か
ら
、
被
控
訴
人
は
道
路
の
事
故
に
関
す
る
損

害
賠
償
の
責
任
保
険
に
入
っ
て
お
り
、
こ
の
保
険
に

よ
る
損
害
の
算
定
は
自
賠
責
の
基
準
に
準
じ
て
行
わ

れ
る
と
い
う
説
明
が
あ
っ
た
こ
と
、
控
訴
人
が
、
被

控
訴
人
の
担
当
職
員
に
対
し
、
慰
謝
料
は
1
日
い
く

ら
に
な
る
の
か
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
被
控
訴
人
の
担

当
職
員
か
ら
一
日
約
四
、
O
O
〇
円
で
あ
る
と
い
う

回
答
を
得
た
こ
と
、
そ
こ
で
、
控
訴
人
は
、
被
控
訴

人
の
担
当
職
員
か
ら
上
記
の
説
明
を
聞
き
、
自
賠
責

の
基
準
に
よ
る
と
慰
謝
料
の
算
定
は
通
院
日
数
に
単

価
を
乗
じ
る
と
い
う
算
定
方
法
し
か
な
い
と
誤
信
し

た
こ
と
、
控
訴
人
は
、
被
控
訴
人
の
担
当
職
員
に
対

し
、
治
療
費
実
費
は
一
万
数
千
円
、
慰
謝
料
は
約
四

万
円
に
な
る
と
い
う
損
害
の
内
訳
を
口
頭
で
示
し
た

の
で
、
被
控
訴
人
の
担
当
職
員
は
、
控
訴
人
が
通
院

日
数
に
四
、
0
0
0
円
を
乗
じ
て
慰
謝
料
を
計
算
し

て
い
る
と
認
識
し
た
こ
と
、
本
件
事
故
の
過
失
割
合

に
つ
い
て
、
控
訴
人
は
自
分
が
無
過
失
に
近
い
と
主

張
し
、
被
控
訴
人
の
担
当
職
員
は
控
訴
人
の
過
失
が

七
割
位
で
あ
る
と
主
張
し
た
こ
と
、
控
訴
人
は
、
本

件
示
談
を
す
る
に
当
た
り
、
被
控
訴
夫
の
担
当
職
員

と
の
間
で
本
件
事
故
に
よ
る
損
害
の
総
額
が
約
六
万

円
で
あ
る
と
の
共
通
認
識
が
成
立
し
た
と
考
え
て
お

り
、
被
控
訴
人
と
の
争
い
の
目
的
た
る
事
項
は
過
失

割
合
の
点
だ
け
で
あ
る
と
考
え
て
、
上
記
の
と
お
り

損
害
の
総
額
に
つ
き
共
通
認
識
が
成
立
し
て
い
る
こ



と
を
前
提
と
し
て
、被
控
訴
人
の
担
当
職
員
に
対
し
、

慰
謝
料
に
つ
い
て
一
0
(実
治
療
日
数
)
×
二
×
四
、

同
年
一
一
月
三
0
日
到
達
の
書
面
を
も
っ
て
、
本
件

一
〇
〇
円
=
＼
‐
一
、

、
以

貢
十

事
故
の
賠
償
金
額
と
し
て
五
万
円
を
提
案
し
た
こ

と
、
こ
れ
を
受
け
、
被
控
訴
人
の
担
当
職
員
は
、
平

成
一
四
年
二
月
、
通
院
日
数
一
〇
日
に
二
を
乗
じ
、

こ
れ
に
四
、
一
0
0
円
を
乗
じ
て
慰
謝
料
を
八
万
二
、

O
0
0
円
と
算
定
し
た
上
で
控
訴
人
の
損
害
額
を
九

万
八
、
0
四
九
円
と
算
定
し
、
こ
れ
を
踏
ま
え
、
更

に
控
訴
人
の
本
件
事
故
に
よ
る
損
害
の
総
額
に
つ
い

て
の
認
識
が
約
六
万
円
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し

て
、
控
訴
人
の
上
記
提
案
に
係
る
五
万
円
を
も
っ
て

示
談
に
応
ず
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
旨
の
市
内
部
の

説
明
用
文
書
を
作
成
し
、
決
裁
を
得
た
こ
と
、
同
年

三
月
四
日
に
示
談
書
が
作
成
さ
れ
、
本
件
示
談
が
成

立
す
る
に
至
っ
た
こ
と
、
し
か
し
な
が
ら
、
控
訴
人

は
、
そ
の
後
、
週
刊
誌
の
記
事
を
読
ん
で
、
実
治
療

日
数
に
二
を
乗
じ
、
こ
れ
に
四
、
一
〇
〇
円
を
乗
じ

て
慰
謝
料
が
算
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
知

り
、
同
月
六
日
付
け
書
面
に
よ
り
、
被
控
訴
人
の
担

当
職
員
に
対
し
、
被
控
訴
人
の
担
当
職
員
か
ら
上
記

の
説
明
を
受
け
た
た
め
、
錯
誤
に
陥
っ
て
本
件
示
談

に
応
じ
た
の
で
あ
り
、
本
件
示
談
は
無
効
で
あ
る
と

主
張
す
る
に
至
っ
た
こ
と
、
こ
れ
に
対
し
、
被
控
訴

入
の
担
当
職
員
は
、
平
成
一
四
年
五
月
一
七
日
付
け

の
書
面
を
も
っ
て
、
控
訴
人
と
の
示
談
の
金
額
が
五

万
円
と
な
っ
た
の
は
、
治
療
費
一
万
六
、
0
四
九
円
、

一
〇
〇
円
=
八
万
二
、
0
0
0
円
、
以
上
合
計
九
万

人
、
0
四
九
円
を
基
礎
と
し
、
こ
れ
に
被
控
訴
人
の

過
失
割
合
五
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
た
五
万
円
を
本

件
事
故
に
つ
い
て
の
控
訴
人
と
の
示
談
の
金
額
と
し

た
の
で
あ
っ
て
、
控
訴
人
の
主
張
す
る
よ
う
な
問
題

は
な
い
旨
の
回
答
を
し
て
い
る
こ
と
、
以
上
の
事
実

が
認
め
ら
れ
、
こ
の
認
定
に
反
す
る
証
拠
は
な
い
。

上
記
認
定
事
実
に
よ
れ
ば
、
控
訴
人
は
、
慰
謝
料

の
通
常
の
算
定
方
法
に
よ
れ
ば
本
件
事
故
に
よ
る
慰

謝
料
の
算
定
は
通
院
日
数
に
四
、
0
0
0
円
を
乗
じ

る
方
法
し
か
な
い
も
の
と
誤
信
し
て
こ
れ
を
前
提
に

本
件
事
故
の
賠
償
金
額
と
し
て
五
万
円
を
提
案
し
た

も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、被
控
訴
人
の
担
当
職
員
は
、

上
記
の
と
お
り
被
控
訴
人
と
し
て
は
、
控
訴
人
と
の

示
談
の
成
立
前
の
時
点
に
お
い
て
も
、
慰
謝
料
の
算

定
方
法
と
し
て
は
、
一
0

(実
治
療
日
数
)
×
二
×

四
、
一
〇
〇
円
と
い
う
算
式
を
採
用
し
て
お
り
、
し

か
る
に
、
控
訴
人
に
お
い
て
、
本
件
事
故
に
よ
る
慰

謝
料
の
算
定
方
法
と
し
て
は
、
通
院
日
数
に
四
、
0

0
0
円
を
乗
ず
る
方
法
し
か
な
い
と
誤
信
し
て
い
る

こ
と
を
認
識
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
示
談
の

成
立
前
に
は
、
被
控
訴
人
の
採
用
し
て
い
る
算
定
方

法
が
上
記
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
控
訴
人
の
誤
信
し

て
い
る
内
容
と
は
異
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
か

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
控
訴
人
と
し
て
は
、
被
控
訴

人
が
上
記
の
と
お
り
本
件
事
故
の
慰
謝
料
を
八
万

二
、
0
0
0
円
と
算
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
本
件
示
談
の
申
込
み
を

す
る
に
つ
い
て
動
機
に
錯
誤
が
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る

を
得
な
い
と
こ
ろ
、
こ
の
点
は
本
件
示
談
の
成
立
前

に
被
控
訴
人
の
担
当
職
員
に
対
し
て
表
示
さ
れ
て
い

た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
動
機
の
錯
誤
が
な
け
れ
ば
控

訴
人
が
本
件
示
談
の
申
込
み
を
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
控
訴
人
が
被
控
訴

人
に
対
し
て
し
た
本
件
示
談
の
申
込
み
の
意
思
表
示

に
は
要
素
の
錯
誤
が
あ
っ
た
も
の
と
い
う
ほ
か
は
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
示
談
は
、
控
訴
人
の
本
件

示
談
の
申
込
み
の
意
思
表
示
に
要
素
の
錯
誤
が
あ
っ

た
も
の
と
し
て
無
効
と
な
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で

あ
り
、
被
控
訴
人
の
抗
弁
は
理
由
が
な
い
。

③
被
控
訴
人
は
、
控
訴
人
及
び
被
控
訴
人
が
、
本
件

示
談
を
す
る
に
当
た
り
、
本
件
事
故
に
関
し
、
そ
の

損
害
の
す
べ
て
に
つ
い
て
五
万
円
の
支
払
を
も
っ
て

紛
争
を
終
結
す
る
も
の
と
互
い
に
認
識
し
て
い
た
こ

と
を
理
由
に
、
控
訴
人
に
お
い
て
示
談
金
額
の
算
定

方
法
に
何
ら
か
の
錯
誤
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
錯
誤

に
よ
る
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張

す
る
が
認
定
事
実
に
よ
れ
ば
、
控
訴
人
は
、
本
件
示
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談
を
す
る
に
当
た
り
、
被
控
訴
人
の
担
当
職
員
と
の

間
で
本
件
事
故
に
よ
る
損
害
の
総
額
が
約
六
万
円
で

あ
る
と
の
共
通
認
識
が
成
立
し
た
と
考
え
て
お
り
、



被
控
訴
人
と
の
争
い
の
目
的
た
る
事
項
は
過
失
割
合

の
申
込
み
の
意
思
表
示
の
錯
誤
は
、
意
思
表
示
の
要

参
照
条
文

民
法

第
六
百
九
十
六
条

(和
解
の
効
力
)

5

の
点
だ
け
で
あ
る
と
考
え
て
、
上
記
の
と
お
り
損
害

素
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

′
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の
点
だ
け
で
あ
る
と
考
え
て
、
上
記
の
と
お
り
損
害

の
総
額
に
つ
き
共
通
認
識
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を

前
提
と
し
て
示
談
金
と
し
て
五
万
円
を
提
案
し
た
と

い
う
べ
き
で
あ
り
、
他
方
、
被
控
訴
人
の
担
当
職
員

に
お
い
て
も
、
控
訴
人
が
本
件
事
故
に
よ
る
損
害
の

総
額
に
つ
い
て
約
六
万
円
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
を

前
提
と
し
た
上
で
、
五
万
円
の
示
談
を
成
立
さ
せ
て

い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
、
結
局
本
件
示
談
の
過

程
に
お
い
て
は
、
本
件
事
故
に
よ
る
損
害
の
総
額
に

つ
い
て
は
、
控
訴
人
及
び
被
控
訴
人
担
当
職
員
と
の

間
で
争
い
の
目
的
と
な
ら
な
か
っ
た
事
項
と
い
う
こ

と
が
で
き
、
控
訴
人
の
主
張
す
る
錯
誤
は
、
本
件
示

談
の
成
立
の
過
程
で
争
い
の
目
的
と
な
ら
な
か
っ
た

事
項
に
つ
い
て
の
錯
誤
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
和
解

に
お
け
る
要
素
の
錯
誤
と
い
え
る
場
合
に
は
、
民
法

第
六
百
九
十
六
条
の
適
用
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。
そ
し
て
、
控
訴
人
の
主
張
す
る
上
記
錯
誤
が
要

素
の
錯
誤
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
前
記
の
と

素
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

被
控
訴
人
の
上
記
主
張
は
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な

い

(な
お
、
上
記
の
点
に
つ
い
て
被
控
訴
人
が
引
用

す
る
判
例
は
、
和
解
に
お
い
て
争
い
の
目
的
と
な
っ

た
事
項
に
該
当
す
る
場
合
に
民
法
第
六
百
九
十
六
条

を
適
用
し
て
錯
誤
無
効
の
主
張
が
で
き
な
い
と
し
た

も
の
で
あ
っ
て
、
本
件
と
事
案
を
異
に
す
る
も
の
で

あ
る
。
)
。

6

ま
と
め

以
上
に
よ
れ
ば
、
控
訴
人
の
請
求
は
、
本
件
事
故
に
よ

る
損
害
賠
償
と
し
て
七
万
八
、
四
三
九
円
及
び
こ
れ
に
対

す
る
不
法
行
為
の
日
で
あ
る
平
成
一
三
年
一
〇
月
八
日
か

ら
支
払
済
み
ま
で
民
法
所
定
の
年
五
分
の
割
合
に
よ
る
遅

延
損
害
金
の
支
払
を
求
め
る
限
度
で
理
由
が
あ
る
か
ら
、

こ
れ
を
認
容
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
余
は
理
由
が
な
い
か

ら
こ
れ
を
棄
却
す
べ
き
で
あ
る
。

当
事
者
の
!
方
が
和
解
に
よ
っ
て
争
い
の
目
的
で
あ
る
権
利
を
有

す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
、
又
は
相
手
方
が
こ
れ
を
有
し
な
い
も
の
と

認
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
当
事
者
の
一
方
が
従
来
そ
の
権

利
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
旨
の
確
証
又
は
相
手
方
が
こ
れ
を
有
し
て

い
た
旨
の
確
証
が
得
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
権
利
は
、
和
解
に
よ
っ

て
そ
の
当
事
者
の
一
方
に
移
転
し
、
又
は
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。

お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
控
訴
人
が
し
た
本
件
示

談
の
申
込
み
の
意
思
表
示
に
つ
い
て
は
、
そ
の
前
提

を
な
す
点
に
つ
き
動
機
の
錯
誤
が
あ
り
、
そ
の
動
機

は
被
控
訴
人
の
担
当
職
員
に
表
示
さ
れ
て
い
た
上
、

そ
の
動
機
の
錯
誤
が
な
け
れ
ば
控
訴
人
が
本
件
示
談

の
申
込
み
の
意
思
表
示
を
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と

四

結
論

以
上
と
異
な
り
、
控
訴
人
の
請
求
を
棄
却
し
た
原
判
決

は
不
当
で
あ
っ
て
、本
件
控
訴
は
一
部
理
由
が
あ
る
か
ら
、

原
判
決
を
変
更
し
て
控
訴
人
の
請
求
を
上
記
の
限
度
で
認

容
し
、
そ
の
余
を
棄
却
す
る
こ
と
と
し
て
、
主
文
の
と
お

り
判
決
す
る
。

い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
控
訴
人
が
し
た
本
件
示
談



当事者の主張及び高等裁判所の要素の錯誤に関する判断の比較

控訴人の主張 被控訴人 (道路管理者) の主張 高等裁判所の判断

本件示談は、 控訴人に要素の錯誤があり、
無効である。

争う。
民法第 6 9 6 条の規定によれば、 控訴人及
び被控訴人は、 本件示談をするに当たり、
本件事故に関し、 その損害のすべてについ
て 5 万円の支払をもって紛争を終結するも
のと互いに認識していたのであって、 控訴
人において示談金額の算定方法に何らかの
錯誤があったとしても、 錯誤による無効を
主張することはできない。

･ 被控訴人の担当職員は、 控訴人におい
て本件事故による慰謝料の算定方法とし
ては、 通院日数に 4 0 0 0 円を乗ずる方
法しかないと誤信していることを認識し
ていたにもかかわらず、 示談の成立前に
は、 被控訴人の採用している算定方法が
控訴人の誤信している内容とは異なるこ
とを明らかにしなかった。

･ 控訴人としては、 被控訴人が本件事故
の慰謝料を 8 万 2 0 0 0 円と算定するも
のであることを知らなかった。

↓
0 本件示談の申込みをするについて動機
に錯誤があったといわざるを得ない。

･ この点は本件示談の成立前に被控訴人
の担当職員に対して表示されていた。

･ その動機の錯誤がなければ控訴人が本
件示談の申込みをしなかったであろうと
いうことができる。

↓
0 控訴人が被控訴人に対してした本件示
談の申込みの意思表示には要素の錯誤が
あったものというほかはない。

本件示談は、 控訴人の本件示談の申込み
の意思表示に種繁の錯誤があったものとし
て無効となると解するのが相当であり、 被
控訴人の抗弁は理由がない。

要素の錯誤があったことを基礎付ける事
実は、 次のとおりである。

① 控訴人が本件事故の損害賠償について
被控訴人の担当職員と交渉中、 被控訴人
の担当職員から、 被控訴人は道路の事故
に関する損害賠償の責任保険に入ってお
り、 この保険によると損害の算定につい
ては自賠責の基準が準用されるという説
明があった。

認める。 当事者間に争いがない。

② a 控訴人が被控訴人の担当職員に対し
て慰謝料の算定方法について尋ねると、
(通院日数) × (単価) という説明が

あった。

否認する。
被控訴人の担当職員は、控訴人に対し、

慰謝料の算定式は説明していない。

控訴人は、 被控訴人の担当職員から説明
を聞き、 自賠責の基準によると慰謝料の算
定は通院日数に単価を乗じるという算定方
法しかないと誤信した。

b 控訴人が慰謝料は 1日いくらになるの
かと尋ねたところ、 被控訴人の担当職
員から 1日約 4 0 0 0 円であるという
回答を得た。

認める。 当事者間に争いがない。

⑧ 控訴人は、 被控訴人の担当職員から上
記の説明を聞き、 自賠責の基準によると
く通院日数) × (単価) という算定方法
しかない、 それ以外の方法はないと誤信
した。

不知。 控訴人は、 慰謝料の通常の算定方法によ
れば本件事故による慰謝料の算定は通院日
数に 4 0 0 0 円を乗じる方法しかないもの
と誤信してこれを前提に本件事故の賠償金
額として 5万円を提案した

④ 控訴人は、被控訴人の担当職員に対し、
治療費実費は 1万数千円、 慰謝料は約 4
万円になるという損害の内訳を口頭で示
した。

控訴人からそのような話があったかどう
かについて、 被控訴人の担当職員の記憶は
定かでなく、 正確に覚えていない。 仮にそ
のような話があったとしても、 被控訴人の
担当職員としては、 控訴人から具体的な提
案ないしそれにつながる話があったとは考
えておらず、 交渉過程における途中の話だ
と認識していた。

控訴人は、 被控訴人の担当職員に対し、
治療費実費は 1万数千円、 慰謝料は約 4 万
円になるという損害の内訳を口頭で示した

⑥ 控訴人は、被控訴人の担当職員に対し、
平成 1 3 年 1 1月 3 0 日到達の書面をも
って、 本件事故の賠償金額として 5 万円
を提案した。

認める。 当事者間に争いがない。
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艦れ鬱◎廓鱗

仙
人
峠
道
路
三
月
一
八
日
開
通

j
岩
手
県
仙
人
峠
の
変
遷
i

◆
は
じ
め
に

岩
手
県
は
、
本
州
の
北
東
部
に
位

置
し
、
面
積
が
一
都
三
県

(東
京
･

埼
玉
･
神
奈
川
･
千
葉
)
に
匹
敵
す

る
日
本
一
の
大
県
で
す
。

内
陸
部
の
大
部
分
は
山
岳
丘
陵
地

で
占
め
ら
れ
、
県
の
西
部
は
秋
田
県

　　
　
　

北
上
高
地
旱

-

　
　

　
　
　
　嚇

艇

　
　

　

岩
手
県
東
京
事
務
所

高
橋

健
治

と
の
県
境
に
奥
羽
山
脈
が
縦
走
し
、

こ
れ
と
並
行
し
て
東
部
に
は
北
上
高

地
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の

山
脈
を
越
え
る
た
め
に
、
峠
道
が
生

ま
れ
、
そ
こ
か
ら
東
西
の
交
流
が
始

ま
り
ま
し
た
。

県
内
に
そ
び
え
る
峠
の
中
で
、
遠

野
盆
地
か
ら
北
上
高
地
を
越
え
て
釜

石
に
通
じ
る

｢仙
人
峠
｣
は
、
最
も

険
し
く
、
九
十
九
曲
の
急
坂
と
称
さ

れ
て
き
ま
し
た

(図
↓

。

そ
の
た
め
、
仙
人
峠
を
越
え
る
一

般
国
道
二
人
三
号
は
内
陸
と
沿
岸
を

結
ぶ
重
要
な
幹
線
道
路
で
す
が
、
急

勾
配
と
急
カ
ー
ブ
が
連
続
す
る
非
常

に
厳
し
い
道
路
状
況
と
な
っ
て
い
ま

す

(写
真
1
･
2
)。

岩手県仙人峠の位置図

　
　　　　　　 　 　　　　　 　

　　　　　　　　
　　　　　　　

写真2 冬期の厳しい交通状況

こ
の
区
間
の
抜
本
的
な
改
良
と
し

て
平
成
四
年
度
に
事
業
化
さ
れ
た
の

が
約
一
八
･
四
顧
の
自
動
車
専
用
道

路

｢仙
人
峠
道
路
｣
で
、
平
成
一
九

年
三
月
一
八
日
、
全
線
開
通
し
ま
し

た
。こ

の
新
し
い
道
路
の
開
通
は
、
交

通
、
観
光
産
業
な
ど
の
各
分
野
に
お

い
て
関
係
者
か
ら
大
き
な
期
待
が
寄

せ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
と
り
わ
け
釜

石
市
を
は
じ
め
と
す
る
沿
岸
南
部
の

人
々
に
と
っ
て
は
、
長
年
の
悲
願
と

い
え
る
も
の
で
し
た
。
そ
れ
は
、
こ

の
事
業
の
名
称
で
あ
る

｢仙
人
峠
｣

が
、
古
来
よ
り
こ
の
地
域
の
人
々
に

と
っ
て
越
え
る
の
に
困
難
な
大
き
な

障
壁
で
あ
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
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あ
り
ま
せ
ん
。

今
回
は
、
地
域
の
方
々
の
長
年
の

悲
願
と
な
っ
て
い
た

｢
一
般
国
道
二

八
三
号
仙
人
峠
道
路
｣
の
開
通
に
あ

た
り
、
そ
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
、

仙
人
峠
を
め
ぐ
る
往
来
の
苦
難
と
変

遷
の
歴
史
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

◆
釜
石
街
道
最
大
の
難
所
｢仙
人
峠
｣

;
藩
政
時
代
i

仙
人
峠
は
、
藩
政
時
代
、
盛
岡
城

下
か
ら
遠
野
を
経
て
釜
石
に
至
る
旧

｢釜
石
街
道
｣
に
お
い
て
、
遠
野
と
釜

石
の
間
、
北
上
高
地
越
え
の
難
所
に

あ
た
る
標
高
八
八
七
m
の
峠
で
す
。

そ
の
名
前
の
由
来
に
は
諸
説
が
あ

っ
て
、
文
字
通
り
そ
の
昔
仙
人
が
住

ん
で
い
た
と
か
、
千
人
の
金
堀
り
の

人
夫
が
麓
の
鉱
山
で
生
き
埋
め
に
あ

っ
た
と
か
、
あ
る
い
は
、
ア
イ
ヌ
語

の

｢セ
レ
コ
｣
(背
骨
の
高
い
所
の

意
)
か
ら
来
た
と
す
る
も
の
も
あ
り

ま
す
が
、共
通
し
て
何
か
恐
ろ
し
く
、

ま
た
近
寄
り
難
い
イ
メ
ー
ジ
を
感
じ

さ
せ
、
高
く
そ
し
て
険
し
い
北
上
高

地
を
越
え
る
街
道
最
大
の
難
所
と
し

て
、
通
行
す
る
人
馬
を
苦
し
め
て
き

ま
し
た

(写
真
3
)。

明
治
初
期
ま
で
の
仙
人
峠
の
様
子

は
、
旅
人
は
徒
歩
ま
た
は
駕
篭
で
往

来
し
、
大
き
な
荷
物
は
馬
か
人
夫
に

頼
る
の
が
常
で
、物
流
に
関
し
て
は
、

馬
で
荷
物
を
運
ぶ

｢駄
賃
付
け
｣
と

呼
ば
れ
る
運
送
業
者
が
担
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
し
て
、
彼
等
が
越
え
ね
ば

な
ら
な
い
峠
道
の
道
程
は
次
の
よ
う

に
大
変
厳
し
い
も
の
で
し
た
。
例
え

ば
、
遠
野
側
か
ら
釜
石
側
へ
向
か
う

場
合
、
ま
ず
、
遠
野
側
の
登
り
口
か

ら
峠
道
に
入
り
、
標
高
八
八
七
m
の

仙
人
峠
頂
上
ま
で
約
二
m
、
危
険
な

崖
も
あ
り
、
足
下
も
狭
く
て
整
っ
て

い
る
と
は
い
え
な
い
急
な
坂
道
を
登

ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。逆
に
、

頂
上
か
ら
釜
石
側
の
登
り
口
ま
で
は

標
高
差
が
約
六
三
0
m
に
も
な
り
、

九
十
九
曲
と
も
呼
ば
れ
る
約
四
如
の

急
な
下
り
坂
が
、
旅
人
の
疲
労
し
た

足
に
追
い
打
ち
を
か
け
た
の
で
し

た
。
そ
の
上
、
大
人
の
足
で
も
お
よ

そ
三
時
間
は
か
か
っ
た
と
い
う
峠
越

え
の
途
中
に
は
湧
水
も
な
く
、
飲
み

水
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
峠
の

頂
上
の
茶
屋
で
は
、
飲
み
水
が
有
料

で
提
供
さ
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。
ち
な

み
に
昭
和
二
年
頃
に
は
、
茶
碗
一
杯

の
飲
み
水
が
二
銭
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。

な
り
、
仙
人
峠
を
通
行
す
る
人
と
荷

物
は
激
減
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
昭
和
二
三
年
九
月
の
ア

イ
オ
ン
台
風
に
よ
っ
て
山
田
線
が
不

通
に
な
る
と
、
人
々
は
や
む
を
得
ず

再
び
仙
人
峠
を
通
う
こ
と
に
な
り
、

加
え
て
終
戦
後
の
食
料
不
足
に
よ
る

米
の
買
い
出
し
な
ど
も
あ
っ
て
、
重

い
荷
物
を
背
に
峠
越
え
す
る
人
々
の

列
が
続
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
そ
の
険
し
さ
か
ら
、
花

巻
~
釜
石
間
の
鉄
道
の
開
通
が
熱
望

さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、難
工
事
の
末
、

つ
い
に
昭
和
二
五
年
一
〇
月
に
国
鉄

釜
石
線
と
し
て
全
通
し
、
花
巻
と
釜

石
の
間
が
鉄
路
で
結
ば
れ
ま
し
た
。

こ
れ
を
も
っ
て
、
多
く
の
人
々
の
苦

難
が
刻
み
こ
ま
れ
た
仙
人
峠
は
つ
い

に
そ
の
一
切
の
歴
史
的
使
命
を
終
え

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

3 かつての
仙人峠越えの様子

◆
鉄
道
の
開
通
･
役
割
を
終
え
る

仙
人
峠
j
大
正
か
ら
昭
和
へ
j

さ
て
、
大
正
の
時
代
に
入
る
と
、

仙
人
峠
を
挟
ん
で
東
西
に
鉄
道
の
建

設
が
進
め
ら
れ
、
昭
和
一
四
年
に
盛

岡
か
ら
宮
古
を
経
て
沿
岸
を
南
下
し

釜
石
に
至
る
国
鉄
山
田
線
が
全
通
し

た
こ
と
で
、
県
都
盛
岡
と
釜
石
の
間

の
輸
送
に
関
し
て
は
鉄
道
が
主
流
と

◆
仙
人
有
料
道
路
の
開
通
,
戦
後
,

こ
の
時
代
の
釜
石
は
、
か
ね
て
か

ら
盛
ん
で
あ
っ
た
漁
業
に
加
え
て
、

折
し
も
朝
鮮
戦
争
の
軍
需
景
気
に
沸

き
、
鉱
山
と
製
鉄
所
に
立
脚
す
る
産
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写真4 待望の仙人トンネル有料道路が

業
都
市
と
し
て
大
い
に
発
展
を
遂
げ

よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
戦
後
、
全
国
的
に
自

動
車
が
普
及
、
発
展
し
、
モ
ー
タ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
発
達
す
る
に
つ
れ
、

仙
人
峠
の
道
路
整
備
の
遅
れ
は
大
き

な
問
題
と
な
り
、
仙
人
峠
は
再
び
釜

石
の
人
々
と
産
業
に
と
っ
て
大
き
な

障
壁
と
な
り
つ
つ
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
状
況
に
、
釜
石
市
は
、
道
路

整
備
を
求
め
る
活
動
に
乗
り
出
し
、

県
は
、
昭
和
二
七
年
、
県
道
盛
岡
釜

石
線
の
改
良
工
事
に
着
手
し
ま
し

た
。
昭
和
二
九
年
、
貫
通
し
た
仙
人

ト
ン
ネ
ル
の
早
期
供
用
を
図
る
た

‐“℃′

き

、

〉

L刀
自
日

め
、
整
備
を
旧
日
本
道
路
公
団
に
引

継
ぎ
、
昭
和
三
四
年
に
は
つ
い
に
、

全
長
二
、
五
二
八
m
の
仙
人
ト
ン
ネ

ル
を
含
む
約
一
0
･
二
m
の

｢仙
人

有
料
道
路
｣
が
開
通
し

(写
真
4
)、

こ
の
区
間
の
自
動
車
交
通
の
利
便
性

は
飛
躍
的
に
向
上
し
ま
し
た
。

◆
未
来
を
拓
く
新
道
路
･

仙
人
峠
道
路

j
現
代
へ
j

昭
和
四
五
年
、仙
人
有
料
道
路
は
、

釜
石
市
と
花
巻
市
を
起
終
点
と
す
る

一
般
国
道
二
八
三
号
に
路
線
指
定
さ

れ
国
道
と
な
っ
た
後
、
昭
和
五
五
年

に
は
県
が
旧
日
本
道
路
公
団
か
ら
管

理
を
引
継
ぎ
、
通
行
料
が
無
料
化
さ

れ
ま
し
た
。

仙
人
有
料
道
路
は
急
峻
な
北
上
高

地
等
の
地
形
上
の
制
約
も
あ
り
、
急

勾
配
、
急
カ
ー
ブ
を
数
多
く
抱
え
て

は
い
ま
し
た
が
、
開
通
以
来
、
沿
岸

と
内
陸
を
結
ぶ
動
脈
と
し
て
の
機
能

を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
間
の
物
流

の
高
度
化
も
自
覚
し
く
、
自
動
車
に

よ
る
大
量

･
高
速
輸
送
の
時
代
に
入

る
と
、
こ
の
区
間
の
道
路
状
況
は
交

通
量
の
増
加
や
車
両
の
大
型
化
へ
対

応
で
き
ず
、
こ
の
区
間
は
ま
た
し
て

も
現
代
の

｢難
所
｣
と
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

こ
の
区
間
の
道
路
状
況
を
詳
し
く

見
て
み
る
と
、
仙
人
ト
ン
ネ
ル
の
釜

石
側
四
･
六
蹴
の
区
間
が
異
常
気
象

時
通
行
規
制
区
間
と
な
っ
て
お
り
、

急
勾
配

(平
均
勾
配
六
･
二
%
、
最

大
勾
配
九

･
六
%
)
、
急
カ
ー
ブ

(曲
線
半
径
一
五
0
m
未
満
…
四
六

カ
所
)
で
あ
る
う
え
、
と
り
わ
け
仙

人
ト
ン
ネ
ル
は
、
車
道
幅
員
五
･
一

m
の
狭
曲
で
、
大
型
車
同
士
の
す
れ

違
い
に
支
障
を
き
た
す
な
ど
、
こ
の

区
間
の
抜
本
的
な
改
良
が
避
け
ら
れ

な
い
状
況
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
て
、
昭

和
六
二
年
、
釜
石
市
は
一
般
国
道
二

人
三
号
の
抜
本
的
な
改
良
工
事
の
早

期
着
工
に
は
ず
み
を
つ
け
る
べ
く

｢仙
人
･
一
〇
〇
〇
人
総
決
起
大
会
｣

と
銘
打
っ
た
市
民
大
会
を
開
催
し

(写
真
5
)、
市
民
の
熱
意
を
内
外
に

示
す
と
、
そ
の
後
も
市
民
主
体
の
粘

G京野市 制薪ロ63年 6月 2 7

り
強
い
活
動
が
続
け
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
平
成
四
年
度
に
は

｢
一

般
国
道
二
人
三
号
仙
人
峠
道
路
改
築

事
業
｣
と
し
て
国
施
行
の
一
三
･
二

蝿
と
岩
手
県
施
行
の
五
･
二
蝿
を
合

わ
せ
た
総
延
長
一
八
･
四
皿
の
事
業

着
手
に
こ
ぎ
つ
き
ま
し
た
。そ
の
後
、

工
事
は
着
実
に
進
捗
し
、
平
成
一
九

年
三
月
に
供
用
さ
れ
た
も
の
で
す
。

こ
こ
で

｢仙
人
峠
道
路
｣
の
概
要

を
簡
単
に
紹
介
し
ま
す
と
、
釜
石
市

甲
子
町
か
ら
遠
野
市
上
郷
町
ま
で
、

八
つ
の
橋
と
四
つ
の
ト
ン
ネ
ル
を
含

む
延
長
一
八
･
四
如
の
自
動
車
専
用

道
路
で
あ
り
、
全
体
の
ほ
ぼ
半
分
が

ト
ン
ネ
ル
区
間
と
な
っ
て
い
ま
す



(図
2
)。

そ
の
新
た
な

｢仙
人
峠
越
え
｣
の

ル
ー
ト
は
、
か
つ
て
の
旧
街
道
の
仙

人
峠
か
ら
南
方
約
四
･
五
m
の
山
中

を
、
新
仙
人
ト
ン
ネ
ル

(延
長
四
、

四
九
二
m
)
に
よ
り
釜
石
市
か
ら
住

田
町
へ
一
気
に
抜
け
る
も
の
で
す
。

　

　　　

　
　

1
ー

図 2 一般国道 283号仙人峠道路 ･上郷道路平面図

仙
人
峠
道
路
と
一
体
と
な
っ
て
整
備

を
進
め
た
上
郷
道
路
と
合
わ
せ
る

と
、
現
在
の
一
般
国
道
二
八
三
号
を

通
行
し
た
場
合
と
比
べ
て
、
距
離
に

し
て
約
五
･
七
如
、
時
間
に
し
て
約

二
〇
分
の
短
縮
が
見
込
ま
れ
、
そ
し

て
何
よ
り
安
全
で
円
滑
な
交
通
が
確

保
さ
れ
ま
す

(写
真
6
･
7
)。

を
讓
ギ
ル
の

　

　
　
　　
　

　
　

　
　
　

朧
き襁

　
　　
　
　　

写真 7 東北最大規模の道路トンネル 写真6 今回の開通区間最長の

釜
石
市
は
、
釜
石
製
鉄
所
の
大
規

は
、
釜
石
港
公
共
ふ
頭
等
が
完
成
し

模
な
整
理
･
合
理
化
以
降
、
長
ら
く

(写
真
8
)、
港
湾
機
能
が
強
化
さ
れ

沈
滞
状
況
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た

ま
す
。
そ
れ
に
加
え
て
、
仙
人
峠
道

が
、
近
年
は
内
陸
部
の
企
業
誘
致
と

路
に
よ
っ
て
釜
石
港
と
内
陸
部
の
ア

連
動
し
て
、
釜
石
港
の
貨
物
取
扱
量

ク
セ
ス
向
上
が
図
ら
れ
れ
ば
、
さ
ら

が
伸
び
を
見
せ
る
な
ど
、物
流
拠
点
、

に
物
流
面
か
ら
経
済
と
産
業
の
活
性

港
湾
都
市
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
ろ
う

化
を
後
押
し
す
る
も
の
と
、
沿
岸
地

と
し
て
い
ま
す
。
平
成
一
人
年
度
に

城
、
内
陸
地
域
両
方
か
ら
非
常
に
大

き
く
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
お
わ
り
に

平
成
一
九
年
三
月
、
一
般
国
道
二

人
三
号
｢仙
人
峠
道
路
｣
が
開
通
し
、

か
つ
て
の
難
所

｢仙
人
峠
｣
は
も
は

や
完
全
に
克
服
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
に
至
る

ま
で
に
多
く
の
先
人
の
苦
難
と
、
峠

の
改
良
へ
の
切
な
る
願
い
、
熱
意
が

あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん

(写
真
9
)。

写真 8 釜石港全景写真 9 旧釜石街道を歩く道の日日
製
鯛

の
の
月

　　

。

道
ト
坪

,

諺

、

を
｢
-
成

　　　　　

　
　
　

　
　　
　
　

機
遷

街
ン

,

石
べ

(参
考
･引
用
文
献
)

｢国
土
交
通
月
報

と
う
は
く

第
三
七

第

巻
十
号

(通
巻
四
三
七
号
)｣
東
北
地
方
整

ヤ

備
局
監
修

㈲
東
北
建
設
協
会
発
待

避

箭

野
市
制
三
○
年
の
あ
ゆ
み
｣
遠
野
市
発
行

イ
.



艦れ鬱◎艦鱗

宮
崎
の
観
光
と
道
路

◆
は
じ
め
に

宮
崎
県
東
京
事
務
所
の
西
田
と
い

い
ま
す
。
東
京
事
務
所
勤
務
も
今
年

の
四
月
で
三
年
目
を
迎
え
ま
す
。

今
回
、
道
路
行
政
セ
ミ
ナ
ー
へ
の

寄
稿
と
い
う
機
会
に
恵
ま
れ
ま
し
た

の
で
本
県
に
お
け
る
観
光
と
道
路
に

つ
い
て
、歴
史
を
振
り
返
り
な
が
ら
、

そ
こ
は
か
と
な
く
書
き
綴
っ
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

◆
本
県
の
観
光

観
光
資
源
は
そ
の
土
地
の
歴
史
、

伝
統
、
文
化
、
地
形
、
風
土
、
気
候
、

食
、
イ
ベ
ン
ト
等
、
様
々
な
要
因
で

構
成
さ
れ
ま
す
が
、
本
県
も
温
暖
な

気
候
や
豊
か
な
海
の
恵
み
、山
の
幸
、

天
孫
降
臨
伝
説
に
ふ
さ
わ
し
い
文

化
、
伝
統
、
さ
ら
に
は
ゴ
ル
フ
の
ト

ー
ナ
メ
ン
ト
、
ス
ポ
ー
ツ
キ
ャ
ン
プ

宮
崎
県
東
京
事
務
所

西
田

員
敏

等
、
様
々
な
観
光
資
源
が
あ
り
、
本

県
観
光
を
支
え
て
い
ま
す
。

昭
和
四
〇
年
代
の
宮
崎
県
に
は
た

く
さ
ん
の
観
光
客
が
新
婚
旅
行
や
団

体
旅
行
で
訪
れ
、
大
型
バ
ス
で
日
南

海
岸
や
え
び
の
高
原
な
ど
の
観
光
地

を
ま
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す

(写

真
1
)。
そ
の
観
光
客
も

｢団
体
型
｣

｢遊
覧
型
｣
｢宴
会
型
｣
か
ら

｢グ
ル

ー
プ
･
個
人
旅
行
｣
｢目
的
型
｣
｢参

1 昭和40年代の観光の様子

加
･
体
験
型
｣
へ
と
形
態
や
嗜
好
が

変
化
し
た
の
に
伴
い
、
平
成
八
年
の

県
外
観
光
客
の
五
七
四
万
人
を
ピ
ー

ク
に
減
少
の
一
途
を
た
ど
り
、
近
年

で
は
約
一
二
〇
万
人
減
少
の
四
五
〇

万
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
本
県
で
は
、

①

国
際
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
リ
ゾ
ー

ト
宮
崎
づ
く
り

②

ス
ポ
ー
ツ
ラ
ン
ド
宮
崎
づ
く
り

真　

　
　　　
　

写真2 サンマリンスタジアム宮崎

③

彩
り
豊
か
な
観
光
リ
ゾ
ー
ト
み

や
ざ
き
づ
く
り

を
観
光
の
三
本
柱
に
し
て
宮
崎
の
情

報
発
信
や
県
外
観
光
客
誘
致
を
図
っ

て
い
ま
す
。

そ
の
結
果
、
通
常
オ
フ
シ
ー
ズ
ン

で
あ
っ
た

三

一月
~
二
月
に
か
け

て
、
プ
ロ
野
球
を
は
じ
め
プ
ロ
、
ア

マ
の
ス
ポ
ー
ツ
キ
ャ
ン
プ
の
誘
致
が

好
調
だ
っ
た
り
、
寒
い
時
期
の
ゴ
ル

フ
も
北
国
や
日
本
の
お
と
な
り
、
韓

国
あ
た
り
か
ら
の
お
客
様
で
賑
っ
て

い
る
状
況
で
す

(写
真
2
)。

◆
昭
和
四
○
年
代
の
観
光
施
策

,
沿
道
修
景
美
化
条
例
登
尿観
条
例
)

昭
和
四
〇
年
代
の
観
光
ブ
ー
ム
を

支
え
た
の
が
、
昭
和
四
二
年
に
制
定

さ
れ
た
沿
道
修
景
美
化
条
例

(景
観

条
例
)
で
す

(写
真
3
)。

こ
れ
は
国
県
道
に
関
し
て
道
路
空

間
の
機
能
と
し
て
景
観
の
要
素
を
取

り
入
れ
た
も
の
で
、
全
国
に
先
駆
け

て
制
定
さ
れ
た
景
観
条
例
で
あ
る
。

こ
の
条
例
に
基
づ
き
、
観
光
ル
ー
ト

の
沿
道
は
南
国
情
緒
溢
れ
る
フ
ェ
ニ

ッ
ク
ス
や
ワ
シ
ン
ト
ニ
ア
パ
ー
ム
を

西から東から



写真 3 国道220の沿道景観

は
じ
め
、
沿
道
景
観
に
ふ
さ
わ
し
い

修
景
木
や
植
栽
帯
で
整
備
さ
れ
、
訪

れ
る
観
光
客
の
目
を
楽
し
ま
せ
ま
し

た
。
ま
た
、
地
元
の
交
通
会
社
も

｢こ
ど
も
の
国
｣
｢サ
ボ
テ
ン
公
園
｣

｢萩
の
茶
屋
｣
と
い
っ
た
観
光
ス
ポ

ッ
ト
を
設
置
し
、
観
光
客
誘
致
に
努

め
ま
し
た
。
さ
ら
に
は
地
方
空
港
と

し
て
は
最
初
の
ジ
ェ
ッ
ト
便
の
乗
り

入
れ
可
能
な
空
港
を
整
備
し
た
り
、

観
光
客
誘
致
に
関
す
る
ハ
ー
ド
ソ
フ

ト
の
事
業
を
展
開
し
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
に
多
様
な
交
通
施
策
と
、
地
域

に
根
ざ
し
た
民
間
活
動
の
互
助
と
い

う
名
の
官
民
協
働
、
そ
れ
に
県
民
性

で
も
あ
る
も
て
な
し
の
心
の
結
合
が

当
時
の
観
光
ブ
ー
ム
を
支
え
る
源
泉

で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
前
述
の
と
お
り
、

観
光
客
の
価
値
観
の
多
様
化
、
海
外

旅
行
ブ
ー
ム
な
ど
に
押
さ
れ
、
ま
た

高
速
交
通
網
の
整
備
も
立
ち
遅
れ
も

あ
い
ま
っ
て
、
観
光
客
の
足
は
次
第

に
遠
の
い
て
い
き
ま
し
た
。
『観
光

み
や
ざ
き
』
の
復
活
を
目
指
し
、
昭

和
六
一
年
リ
ゾ
ー
ト
法
適
用
第
一
号

の
指
定
を
受
け
た
シ
ー
ガ
イ
ア
も
バ

ブ
ル
の
崩
壊
と
と
も
に
会
社
更
生
法

の
適
用
を
受
け
る
に
至
り
、
観
光
客

の
増
加
を
促
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。

◆
日
本
風
景
街
道

こ
の
よ
う
な
中
で
今
年
度
よ
り

国
土
交
通
省
の
新
規
事
業
で
実
施

中
の
日
本
風
景
街
道
が
注
目
を
集

め

て

い
ま
す
。
こ
の
事
業
は

モ

ノ
･
人
を
運
ぶ
た
め
の
道
路
機
能

に

｢走
り
、
見
て
、
体
験
し
、
知

る
｣
と
い
っ
た
幅
広
い
機
能
を
道

路
空
間
に
も
た
せ
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
お
り
、
現
在
全
国
で
七
三

地
区
が
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
県
関
係
で
は
国
道
二
二
〇
号
の

は
じ
め
て
人
の
心
を
つ
か
む
の
で
あ

る
と
思
い
ま
す
。

人
の
こ
こ
ろ
と
そ
の
こ
こ
ろ
を
繋

ぐ
社
会
資
本
で
あ
る
道
路
、
こ
の
ど

ち
ら
が
欠
け
て
も
い
け
ま
せ
ん
。

本
県
の
道
路
の
整
備
率
は
全
国
に

比
べ
る
と
低
く
、
東
九
州
自
動
車
道

や
九
州
横
断
自
動
車
道
延
岡
線
と
い

っ
た
高
速
道
路
網
の
整
備
も
一
日
も

早
い
整
備
が
望
ま
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
四
〇
年
代
の
観
光
ブ
ー
ム
は

国
内
観
光
客
が
主
力
で
し
た
が
、
こ

れ
か
ら
は

『ビ
ジ
ッ
ト
ジ
ャ
パ
ン
』

よ
ろ
し
く
、
『神
話
の
ふ
る
さ
と
み

や
ざ
き
』
と
し
て
世
界
の
観
光
客
が

来
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
ひ
と
づ
く

り
、
み
ち
づ
く
り
を
行
っ
て
ま
い
り

た
い
と
思
い
ま
す
。

本
年
一
月
に
就
任
し
た
東
国
原
英

夫
宮
崎
県
知
事
も
先
頭
に
立
っ
て
宮

崎
県
の
P
R
に
努
め
て
い
ま
す
。

是
非
、
豊
か
な
自
然
と
お
っ
と
り

し
た
人
情
に
浸
り
、
焼
酎
と
地
鶏
の

も
も
焼
き
で
一
杯
や
っ
て
と
!
。

心
を
癒
す
宮
崎
に
お
い
で
く
だ
さ

い
。
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

｢日
南
海
岸
き
ら
め
き
ラ
イ
ン
｣
と

国
道
三
八
八
号
の

｢蒲
江
北
浦
大
漁

街
道
｣
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
事
業
を

地
域
に
根
ざ
し
た
官
民
協
働
に
よ
る

活
動
と
し
て
実
施
し
、
も
て
な
し
の

心
で
旅
人
の
こ
こ
ろ
を
癒
し
て
い
け

る
素
敵
な
み
ち
に
し
た
い
と
思
い
ま

す

(写
真
4
)。

◆
お
わ
り
に

こ
の
よ
う
に
観
光
振
興
と
道
路
は

切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
た
だ
単
に
観
光
ス
ポ
ッ
ト

を
つ
く
り
、
そ
れ
を
道
路
と
い
う
線

で
つ
な
い
だ
だ
け
で
は
観
光
客
の
心

は
満
足
し
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
人
情
と

い
う
ス
パ
イ
ス
が
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ
て 写真4 観光スポット ｢堀切岬｣




